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第2.5-11表 漂流物評価結果（調査分類Ｂ：構内・陸域）（1/5） 

 

 

 

 

 

 

 

表2.5-12(1)  発電所構内における人工構造物(調査分類A)の

評価結果(Step1) 

 

 

 

 

 

第 2.5-5表(1) 漂流物評価結果（発電所構内・陸域）（Step1） 

  

 

 

 

 

 

 

・漂流物調査結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 
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第2.5-11表 漂流物評価結果（調査分類Ｂ：構内・陸域）（2/5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2.5-12(2)  発電所構内における人工構造物(調査分類A)の

評価結果(Step1) 

 

 

 

 

 

第 2.5-5表(2) 漂流物評価結果（発電所構内・陸域）（Step1） 

  

 

 

 

 

 

・漂流物調査結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 
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第2.5-11表 漂流物評価結果（調査分類Ｂ：構内・陸域）（3/5） 

 

 

 

 

 

 

表2.5-12(3)  発電所構内における人工構造物(調査分類A)の

評価結果(Step1) 

 

 

 

 

 

 

第 2.5-5表(3) 漂流物評価結果（発電所構内・陸域）（Step1） 

 

 

 

 

 

 

 

・漂流物調査結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 
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第2.5-11表 漂流物評価結果（調査分類Ｂ：構内・陸域）（4/5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2.5-12(4)  発電所構内における人工構造物(調査分類A)の

評価結果(Step1) 

 

 

 

第 2.5-5表(4) 漂流物評価結果（発電所構内・陸域）（Step1） 

 

 

 

・漂流物調査結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 
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第2.5-11表 漂流物評価結果（調査分類Ｂ：構内・陸域）（5/5） 

 

 

 

 

 

表2.5-12(5)  発電所構内における人工構造物(調査分類A)の

評価結果(Step1) 

 

 

第 2.5-5表(5) 漂流物評価結果（発電所構内・陸域）（Step1） 

 

 

 

・漂流物調査結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 
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表2.5-12(6)  発電所構内における人工構造物(調査分類A)の

評価結果(Step1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・漂流物調査結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 女川原子力発電所 ２号炉 (2020.2.7版) 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2.5-12(7)  発電所構内における人工構造物(調査分類A)の

評価結果(Step2～3) 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.5-5表(6) 漂流物評価結果（発電所構内・陸域）（Step2～3） 

   

 

 

 

 

 

 

・漂流物調査結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 
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表2.5-12(8)  発電所構内における人工構造物(調査分類A)の

評価結果(Step2～3) 

 

 

第 2.5-5表(7) 漂流物評価結果（発電所構内・陸域）（Step2～3） 

  

 

・漂流物調査結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 
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表2.5-12(9)  発電所構内における人工構造物(調査分類A)の

評価結果(Step2～3) 

 

 

 

 

第 2.5-5表(8) 漂流物評価結果（発電所構内・陸域）（Step2～3） 

  

 

 

・漂流物調査結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 
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分類Ｃ（構外・海域） 

調査範囲内にある港湾施設としては，6号及び7号炉の取水口の

南方約3kmに荒浜漁港がある。同漁港には，防波堤，桟橋が整備さ

れており，小型の漁船及びプレジャーボート（総トン数5t未満）

が約30隻停泊している。 

 

 

この他に調査範囲内に来航し得る船舶としては海上保安庁の巡

視船（総トン数約3,000t）がある。 

一方，調査範囲内には定置網等の固定式漁具，浮筏，浮桟橋，

浮体式標識灯等の海上設置物はない。 

なお，発電所周辺の海域を航行する定期船としては直江津と小

木，寺泊と赤泊，新潟と敦賀との間を就航する旅客船等があるが，

航路上の最も近接する位置でも発電所から30km程度の距離があ

り，調査範囲内を航行するものはない。 

抽出された以上の船舶に対して第2.5-16図に示したフローによ

り6号及び7号炉の取水口及び取水路の通水性に与える影響評価を

実施した。評価結果を以下に示す。また評価結果の一覧を第2.5-12

表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【以下，比較のため「③海上に設置された人工構造物の抽出(c)」

を記載】 

③海上に設置された人工構造物の抽出(調査分類C) 

調査分類Cの調査範囲を図2.5-36に示す。 

調査分類Cについては,聞き取り調査のほかに,机上調査とし

て,女川町のホームページ,農林水産省のホームページ,国土交

通省のホームページ,海上保安庁海洋情報部の沿岸海域環境保

全情報(CeisNet)等により,調査対象範囲内の係留漁船及び養殖

漁業施設並びに発電所港湾関係設備(標識ブイ等)等を調査し

た。 

 

 

図2.5-36 海上設置物(調査分類C)の調査範囲 

 

 

 

 

 

調査分類Cで確認された施設・設備を表2.5-16及び図2.5-37

に示す。また,これらの施設・設備の主な諸元を表2.5-17に示す。   

なお,発電所から最も近い漁港である小屋取漁港及び養殖漁

業施設について,写真2.5-2と写真2.5-3に示す。 

 

 

 

 

 

(b) 発電所構外における評価 

ⅰ．発電所構外（海域）における評価 

調査範囲内にある港湾施設としては，発電所西方１km程度に片

句(かたく)漁港，発電所西方２km程度に手結(たゆ)漁港，南西２

km程度に恵(え)曇(とも)漁港，東方３㎞及び４km程度に御津(み

つ)漁港，大芦(おわし)漁港があり，漁船が停泊している。 

また，発電所から２kmから３㎞程度離れた位置に定置網の設置海

域がある。 

この他に調査範囲内を航行し得る船舶として発電所から3.5km

以内に漁船等の総トン数30t程度の比較的小型な船舶が，3.5km以

遠に巡視船，引き船，タンカー，貨物船等の総トン数100tを超え

る比較的大型な船舶が挙げられた。 

 

なお，潜戸(くけど)に観光遊覧船航路があるが，航路上の最も接

近する位置でも発電所から５km以上の距離があり，調査範囲内を

航行するものではない。 

 

抽出された以上の船舶に対して第2.5-18図に示したフローにより

２号炉の取水口及び取水路の通水性に与える影響評価を実施し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【女川２】 

島根２号炉は漂流物調

査 範 囲 に つ い て 第

2.5-18図に記載 

・立地及び評価条件の相

違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【女川２】 

島根２号炉は漂流物調

査 範 囲 に つ い て 第

2.5-18図に記載 
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表2.5-16 海上設置物(調査分類C)の抽出結果 

 

 

 
図2.5-37(1) 海上設置物(調査分類C:発電所前面海域) 

の配置概要図 

 

 

図2.5-37(2) 海上設置物(調査分類C)の配置概要図 

 

 

第 2.5-6表 発電所構外（海域）における漂流物調査結果 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・漂流物調査結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 
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表2.5-17 海上設置物(調査分類C)の主な諸元 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【女川２】 

島根２号炉は第 2.5-6

表に諸元を合せて記載。 
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写真2.5-2 小屋取漁港 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・漂流物調査結果の相違 

【女川２】 
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写真2.5-3 養殖漁業施設概要写真 

 

調査分類Cから抽出されたものについて,図2.5-22に示す漂流物

の選定・影響確認フローに従って,漂流する可能性(Step1),到達す

る可能性(Step2)及び閉塞する可能性(Step3)の検討を行い,取水

性への影響を評価した。 

漁業権消滅範囲標識ブイ(No.1)については,アンカー等で係留

されているが,津波の波力によりアンカー等が破断・破損するおそ

れがあることから,漂流物となり,2号炉取水口前面に到達するこ

とを想定する。ただし,想定する漂流物はFRPを主材料とするもの

であり,水面に浮遊することから,取水口を閉塞することはないと

評価した。 

航路標識ブイ(No.2)及び海水温度観測用浮標(No.3)について

は,アンカー等で係留されているが,津波の波力によりアンカー等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・漂流物調査結果の相違 

【女川２】 

 

 

 

 

・漂流物調査結果の相違 

【女川２】 
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が破断・破損し,浮標部の気密性も喪失する。そのため,設備本体

については主材料である鋼材の比重(7.85)と海水の比重(1.03)を

比較した結果,漂流物とはならないと評価した。一方,上部の軽量

物が漂流物となり,2号炉取水口前面に到達することを想定する。

ただし,想定する漂流物は軽量物であり,水面に浮遊することか

ら,取水口を閉塞することはないと評価した。 

海水温度観測鉄塔(No.4)については,津波の波力により部分的

に破損するおそれがあるが,主材料である鋼材の比重(7.85)と海

水の比重(1.03)を比較した結果,漂流物とはならないと評価した。 

 

 

 

係留小型漁船(No.5)については,係留索により係留されている

が,津波波力により係留索が破損することで,漂流物となり,2号炉

取水口前面に到達することを想定する。ただし,係留小型漁船のう

ち最大規模は約19t(総トン数)であり,その形状は「漁港・漁場の

施設の設計参考図書(水産庁,2015年版)」から,喫水深約2m,船体長

さ約20m,幅約5mであるに対して,2号炉取水口の取水面積

(7.8m×4m,6口)は十分大きいことから,取水口を閉塞することは

ないと評価した(図2.5-38)。 

係留大型漁船(No.6)については,女川港にのみ確認されており,

女川港を船籍港としている最大規模の船舶は約499t(総トン数)の

漁船であるが,女川港の岸壁は約3,000重量トン級であることか

ら,今後寄港して係留する可能性のある最大の船舶として,約

3,000重量トンの大型船舶を想定する。この係留大型船舶は,係留

索により係留されているが,津波波力により係留索が破損するこ

とで,漂流物となることを想定する。到達する可能性に関しては,

東北地方太平洋沖地震に伴う津波の漂流物の特徴から,大型船舶

が津波の襲来により被災するパターンとしては,①押し波による

陸上への乗り上げ,②引き波による水位低下に伴う転覆・座礁・沈

没することが考えられる。そのため,基準津波の第一波の寄せ波に

よって陸上へ乗り上げるおそれがあり,発電所には到達しない。 

また,陸上へ乗り上げなかった場合については,引き波による水

位低下に伴い転覆・座礁・沈没するおそれがあるため,発電所には

到達しない。仮に女川港湾内に漂流したとしても女川港には湾口

防波堤があり,港外へ漂流しにくい構造となっていること,港外へ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【女川２】 

島根２号炉では，係留小

型漁船について「①船舶

（漁船等）」に記載。 
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漂流したとしても,基準津波の流向の特徴から,女川港から沖側へ

の流れは西から東に向かう流れが卓越していることから,発電所

には到達しない。以上のことから,係留大型漁船については,漂流

したとしても発電所には到達しないと評価した。 

養殖筏(No.7)及び標識ブイ(No.8)については,アンカー等で係

留されているが,津波の波力によりアンカー等が破断・破損するお

それがあることから,当該設備が損傷して木片等のがれきが漂流

物となり,2号炉取水口前面に到達することを想定する。ただし,

想定する漂流物は軽量物であり,水面に浮遊することから,取水口

を閉塞することはないと評価した。 

以上のことから,調査分類Cとして抽出されたものについては,

いずれも取水性への影響はないことを確認した。 

調査分類Cの各施設・設備の評価結果を表2.5-18に示す。 

 

 

図2.5-38 ２号炉取水口前面形状と係留漁船の関係 
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表 2.5-18(1)海上設置物(調査分類 C)の評価結果 
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表 2.5-18(2)海上設置物(調査分類 C)の評価結果 

 

 

 

 

【ここまで】 
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①漁船，プレジャーボート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【以下，比較のため「④－１船舶（定期航路船舶等）」を記載】 

 

 

④－1船舶(定期航路船舶等) 

発電所周辺 5km圏内及び沖合約 12kmに定期船舶の航路が存在す

る。該当する定期航路船舶を表 2.5-19 に示し,調査分類 D の範囲

及び運航航路を図 2.5-39に示す。 

なお,東北地方太平洋沖地震に伴う津波では,「きたかみ」は仙

台港に停泊中であったものの,緊急出港して被災を免れている。

「いしかり」は東京湾で内覧中であったため被災を免れている。

「きそ」は津波後に緊急輸送(「きたかみ」も同様)を行っている

ことから,被災はしていないと判断される。「しまなぎ」「ベガ」「ア

ルティア」は,沖出し避難を行い,被災を免れている。避難海域は

以前から指定していた出島の南沖合い(水深 40m)のポイントで漂

泊し,被災を免れている。 

また,女川湾を航行中の大型船舶についても評価を行った。 

 

 

 

表 2.5-19 定期航路船舶一覧 

 
 

 

図 2.5-39 調査範囲及び運航航路 

 

 

 

①船舶（漁船等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価内容の相違 

【女川２】 

女川は東日本太平洋沖

地震に伴う津波漂流物

の実績等を反映 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【女川２】 

島根２号炉は第 2.5-6

表に記載 
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調査分類 D から抽出されたものについて,図 2.5-22 に示す漂流

物の選定・影響確認フローに従って,漂流する可能性(Step1),到達

する可能性(Step2)及び閉塞する可能性(Step3)の検討を行い,取

水性への影響を評価した。 

定期航路船舶(ベガ,アルティア,しまなぎ,いしかり,きそ,きた 

かみ)(No.1～6)については,各運行会社への聞き取り調査の結

果,常時津波警報等の情報収集を可能とする無線・電話等を搭載し

ており,津波警報発令時等には,退避措置が明確であり,安全な海

域に速やかに退避する予定であることを確認した。よって,これら

定期船舶は漂流物とはならない。 

航行中の大型船舶については,女川港を船籍港としていないが,

一時的に女川港に寄港する可能性のある船舶として,貨物船や復

興工事関係の船舶が考えられることから,貨物船及び復興工事関

連の船舶について,女川港の入港実績を聞き取り調査を行った。そ

の結果,最大 750t(総トン数)の貨物船が 2018年 7月に入港した実

績を確認した。ただし,女川港の岸壁は約 3,000重量トン級である

ことから,今後寄港する可能性のある最大の船舶は,約 3,000 重量

トンの大型船舶であることが想定される。以上を踏まえ,航行中の

大型船舶については,この約 3,000 重量トンの大型船舶を想定し,

検討を行った。 

通常時,発電所よりも西側の港から出港した船舶(大型船舶を含

む)は,海上衝突予防法により船舶は右側通行が義務付けられてい

ることを踏まえると,多くの船舶が発電所に近い南側(発電所から

の離隔は約 2km)を通って太平洋側へ航行することが想定され,女

川から金華山の定期航路船舶の航路と同様のルートを航行すると

考えられる(図 2.5-40)。なお,この南側のルートよりも更に南側

では,大名計礁付近で水深が浅くなっていることや,寄磯崎と二股

島の問の早崎水道により流れが速くなっていることから,船舶の

航行にはあまり適していないことを確認してた(図 2.5-40)。 

また,津波警報時においては,津波による被害を避けるために沖

合へ退避する船舶が極めて多くなると考えられ,発電所前面海域

では一時的に大型船舶を含めた船舶が密集することが懸念され

る。その際,発電所に最も近いルートは通常時のルートと同様(発

電所からの離隔は約 2 ㎞)であると考えられる。仮に,この発電所

に近いルートを航行していたとしても,航行中であれば,津波襲来

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・漂流物調査結果の相違

【女川２】 
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第2.5-9図に示したとおり敷地周辺の流向ベクトルは数分～数

十分ごとに変化しており，発電所に向かう連続的な流れは生じて

いない。荒浜漁港に停泊する漁船及びプレジャーボートについて

は係留されているため漂流物化する可能性は小さいと考えられる

が，仮に漂流物化したとしても，距離，地形及び以上に示した津

波の流向から発電所に対する漂流物となることはないと考えられ

る。【結果Ⅱ】 

 

また，航行中の漁船等の船舶については退避可能と考えられる

が，保守的な想定として発電所近傍で航行不能となることも考慮

し，その際の挙動について軌跡のシミュレーション評価を実施し

た。柏崎刈羽原子力発電所の漁業制限区域は発電所沖約1.7km，幅

約5.8kmの範囲であることからこの境界までは船舶が近づき得る

ものとし，第2.5-34図に示す発電所沖1.5kmの地点並びに参考とし

て3km及び5kmの地点を初期配置とし，地震発生から240分間の軌跡

のシミュレーションを実施したところ第2.5-35図の結果となっ

た。 

 

 

 

 

前に沖合への退避が十分可能であることから,航行中においても

漂流物とはならない。 

さらに,航行中に故障により操船ができなくなる可能性もある

が,総トン数 20 トン以上の大型船舶については,国土交通省によ

る検査(定期検査,中間検査,臨時検査及び臨時航行検査)が義務付

けられていることから,航行中に故障等により操船できなくなる

ことは考えにくい。 

以上のことから,約 3,000 重量トンの大型船舶が発電所の前面

を航行中であったとしても,漂流物とはならないと考えられる。た

だし,漂流する可能性については,完全に否定することは困難であ

るため,到達する可能性についても検討も踏まえて評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

到達する可能性については,発電所前面海域を航行中の船舶を

対象に,津波警報時の退避ルート及びその南側のルート上での流

向,流速から評価するため,水粒子の動きを把握する方向として有

効な軌跡解析を実施した。 

まず,津波警報時の退避ルート上を想定した場合,軌跡解析の初

期位置として,5 つの位置(航路 1～5)を設定(図 2.5-40)するとと

もに,さらに南側の発電所に近いルートを想定(図 2.5-41)し,大名

計礁の南側及び早崎水道付近の 2地点(航路 6～7)を設定した。ま

た,解析時間は流速の影響がほとんどなくなる地震発生から 24 時

間とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電所周辺の漁港に停泊する船舶等が到達する可能性につい

て，流向，流速から評価するため，仮想的な浮遊物の動きを把握

する方法として有効な軌跡解析を実施した。 

 

軌跡解析の初期位置としては，周辺漁港の位置や，漁船が発電

所付近で操業することも考慮し，漁業制限区域近傍に２点（地点

A,B），1km 地点に４点（地点 C,D,E,F），御津漁港近傍に１点（地

点 G），計７地点設定した。また，軌跡解析の初期位置を第 2.5-27

図に，軌跡解析結果を図 2.5-28図に示す。津波の流況，軌跡解析

結果を踏まえ，取水口への到達可能性を評価した（添付資料 36）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 
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その結果,津波警報時の退避ルートを想定した場合,いずれの点

でも第一波の寄せ波と引き波でほぼ東西方向に移動し,その後の

流速が遅くなった状況では,西側(航路 4,5)では大貝崎の影響を受

けながら女川湾内をゆっくりと移動し,東側(航路 1,2)では早崎水

道の影響を受けて沖合へ移動する特徴がある。一方,航路 3 では,

両者の影響をそれほど受けず,発電所前面海域をゆっくりと移動

する特徴があることを確認した。ルート上の 5 点がいずれも第一

波で東西方向に移動する特徴は,退避ルートが津波の襲来方向と

同じであることが要因である。また,その後の流速が遅くなってか

らは,周辺地形の影響を受けて,おおよそ 3 パターンの特徴がある

が,発電所に漂流するような特徴がないことを確認した(図

2.5-42,図 2.5-43,図 2.5-45)。 

また,南側(発電所に近い側)のルートを想定した場合,2点(航路 

6,7)ともに,津波警報時の退避ルートの航路 1～5 と同様に津波

の第一波で東西方向に移動する。その後,航路 6は周辺地形の影響

をあまり受けずに女川湾内を漂い,航路 7 は早崎水道に近いこと

からその影響を強く受けて沖合へ移動する特徴を確認した。ただ

し,発電所に漂流するような流れの特徴は確認されなかった(図

2.5-44,図 2.5-46)。 

 

 

 

以上のことから,調査分類 D のうち定期航路船舶等として抽出

されたものについては,いずれも取水性への影響はないことを確

認した。 

調査分類 D のうち定期航路船舶等の各施設・設備の評価結果を

表 2.5-20に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の結果，発電所方向への連続的な流れはなく，発電所に到

達しないと判断した。 

なお，仮に輪谷湾内に侵入すると想定した場合においても，第

2.5-23図に示したとおり，取水口は海中にあり，取水口に到達し

ないと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことから，発電所構外（海域）において抽出された周辺

漁港の漁船，航行中の漁船については，いずれも取水口に到達し

ないと評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【女川２】 

島根２号炉は，津波時の

取水口への到達可能性

の具体的内容について，

添付資料 36に記載。 
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第2.5-34図 航行不能船舶軌跡シミュレーションの初期配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-40津波警報時に想定される退避ルート及び軌跡解析の

初期位置 

 

 

図 2.5-41 想定される発電所側の退避ルート及び軌跡解析の 

初期位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.5-27図 軌跡解析の初期配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

 

 

御津漁港

片句漁港

手結漁港

恵曇漁港

A

大芦漁港
B

C

D

E

F

G

漁業制限区域
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第2.5-35図 基準津波による航行不能船舶の軌跡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-42 津波警報時に想定される退避ルート上からの 

軌跡解析結果(上昇側基準津波) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.5-28-1図 軌跡解析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

同図について，相違点は

同様であり，以降記載を

省略する。 
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この結果，初期配置がP1.5C及びP1.5R以外のケースについては

発電所の港湾内に侵入しないが，P1.5C及びP1.5Rのケースに該当

するような港湾口のごく近傍で航行不能となる場合には港湾内に

侵入する可能性が示された。 

なお，以上の評価については，津波の原因となる地震により防

波堤が損傷する可能性を考慮し，防波堤が1m沈降した状況，2m沈

降した状況（及び参考として防波堤がないケース）を模擬した影

響評価を行い，結論が変わるものではないことを確認している（第

2.5-36図）。 

 

 

第2.5-36図 防波堤の地震等による損傷を考慮した影響評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，防波堤

無しについても入力津

波として設定 
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図 2.5-45(1) 津波警報時に想定される退避ルート上からの軌

跡解析結果の詳細(上昇側基準津波) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【女川２】 

島根２号炉は，津波時の

取水口への到達可能性

の具体的内容について，

添付資料 36に記載。 
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発電所の港湾口近傍で航行不能となり港湾内に侵入する船舶に

ついては，仮に6号炉あるいは7号炉の取水口に接近するものがあ

った場合でも，その仕様（総トン数5t未満）が「分類Ａ（構内・

海域）」における「③その他作業船」と同等であることから，そ

の評価は，同船舶（「分類Ａ（構内・海域）」における「③その

他作業船」）の評価に包含される。すなわち，取水口呑口の断面

寸法と非常用海水冷却系に必要な取水路の通水量と船舶の寸法と

から，その接近により取水口が閉塞し，非常用海水冷却系に必要

な通水性が損なわれることはないものと考えられる。【結果Ⅲ】 

以上より，漁船及びプレジャーボートは非常用海水冷却系に必

要な6号及び7号炉の取水口及び取水路の通水性に影響を及ぼす漂

流物にならないものと評価する。 

 

 

②巡視船 

巡視船については津波襲来時には退避可能と考えられることか

ら，非常用海水冷却系に必要な6号及び7号炉の取水口及び取水路

の通水性に影響を及ぼす漂流物にならないものと評価する。【結

果Ⅰ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【以下，比較のため「④－１船舶（定期航路船舶等）」の一部

を記載】 

 

また,津波警報時においては,津波による被害を避けるために沖

合へ退避する船舶が極めて多くなると考えられ,発電所前面海域

では一時的に大型船舶を含めた船舶が密集することが懸念され

る。その際,発電所に最も近いルートは通常時のルートと同様(発

電所からの離隔は約 2 ㎞)であると考えられる。仮に,この発電所

に近いルートを航行していたとしても,航行中であれば,津波襲来

前に沖合への退避が十分可能であることから,航行中においても

漂流物とはならない。 

さらに,航行中に故障により操船ができなくなる可能性もある

が,総トン数 20 トン以上の大型船舶については,国土交通省によ

る検査(定期検査,中間検査,臨時検査及び臨時航行検査)が義務付

けられていることから,航行中に故障等により操船できなくなる

ことは考えにくい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②船舶（発電所前面海域を航行する船舶） 

発電所前面海域を航行する船舶としては，発電所から 3.5km 以

内において漁船，プレジャーボート（総トン数 30t 程度の比較的

小型の船舶）が，発電所から 3.5km以遠において巡視船，引き船，

タンカー，貨物船，帆船（総トン数 100t以上の比較的大型の船舶）

が確認された。 

これらの船舶は，航行中であれば，津波襲来前に沖合への退避

が十分に可能であり，漂流物にならないと考えられる。なお，基

準津波による水位変動については，基準津波の策定位置（発電所

沖合 2.5km程度）において，２m程度の水位変動である。 

さらに，航行中に故障により操船ができなくなる可能性もある

が，総トン数 20t 以上の大型船舶については，国土交通省による

検査（定期検査，中間検査，臨時検査及び臨時航行検査）が義務

付けられていることから，発電所から 3.5km 以遠において確認さ

れた総トン数 100t以上の比較的大型の船舶については，航行中に

故障等により操船できなくなることは考えにくい。 

発電所から 3.5km 以内を航行する漁船，プレジャーボートにつ

いても，海上保安庁への聞取調査結果より発電所から約２km離れ

た沖合を航行しており，津波来襲前に沖合への退避が十分に可能

である。 

以上のことから，発電所前面海域を航行中の船舶は漂流物にな

らないと考えるが，基準津波の流向・流速等の分析を踏まえ，発

電所に到達する可能性についても評価を実施した。評価について
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は，添付資料 36 に示すとおり発電所方向への連続的な流れはな

く，発電所に到達しないと判断した。また，第 2.5-13図に示す３

km,５kmの計６地点の軌跡解析の結果（第 2.5-14図）からも３㎞

以遠を航行する船舶は，津波によりほぼ移動しないことが確認さ

れる。 

 

③定置網 

定置網についは，上述した基準津波の流向・流速を踏まえ，発

電所に到達しないと評価した。 

第 2.5-7表に評価結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・漂流物調査結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 
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第2.5-12表 漂流物調査結果（調査分類Ｃ：構外・海域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.5-20(1) 定期航路船舶等(調査分類 D)の評価結果 

 

 

 

 

 

 

第 2.5-7表 漂流物評価結果（発電所構外・海域） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 
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表 2.5-20(2) 定期航路船舶等(調査分類 D)の評価結果 

 

 

 

【ここまで】 

 

 

第 2.5-7表 漂流物評価結果（発電所構外・海域） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 
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分類Ｄ（構外・陸域） 

調査範囲内には発電所の南側に集落として荒浜地区及び松波地

区が，また北側に大湊地区，宮川地区及び椎谷地区があり，家屋

や倉庫等の建築物，フェンスや電柱等の構築物，乗用車等の車両

がある。また，他には6号及び7号炉の取水口の南方約2.5kmに研究

施設があり，事務所等の建築物，タンクや貯槽等の構築物がある。

これらについて，第2.5-16図に示したフローにより取水口及び取

水路の通水性に与える影響評価を実施した。 

なお，調査においては上記（具体的には第2.5-2表）に示すもの

の他に，浜辺に保管されたプレジャーボート類や植生も確認され

たが，これらについては分類Ｃ（構外・海域）における船舶や分

類Ｂ（構内・陸域）における植生に対する評価に包含されると考

えられるため，記載を割愛した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②漁港・集落・海岸線の人工構造物の調査結果(調査分類B) 

調査分類Bの調査範囲を図2.5-34に示す。 

調査分類Bについては,現地確認のほかに,机上調査として東北

地方太平洋沖地震発生前及び発生後の国土地理院の地形図によ

り,漁港・集落として寺間地区,竹浦地区,桐ケ崎地区,石浜地区,

女川地区,小乗浜地区,高白浜地区,横浦地区,大石原浜地区,野々

浜地区,飯子浜地区,塚浜地区及び小屋取地区が存在することを確

認した。また,女川町のホームページ,国土地理院の地理院地図

(Web),海上保安庁海洋情報部の沿岸海域環境保全情報(CeisNet)

等についても調査を行った。 

 

図2.5-34 漁港・集落・海岸線の人工構造物(調査分類B)の調査

範囲 

 

 

 

 

これらの調査の結果,調査分類Bで確認された施設・設備を表

2.5-13及び図2.5-35に示す。また,これらの施設・設備の主な諸元

を表2.5-14に示す。 

 

 

 

 

ⅱ. 発電所構外（陸域）における評価 

調査範囲内にある港湾施設として挙げられた片句(かたく)漁

港，手結(たゆ)漁港，恵(え)曇(とも)漁港，御津(みつ)漁港周辺

及び大芦(おわし)漁港に家屋，車両等が確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電所構外（陸域）における漂流物調査結果を第 2.5-8表，第

2.5-30図に示す。 

 

 

 

 

 

 

・立地条件の相違 

【柏崎 6/7,女川２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【女川２】 

島根 2 号炉は調査範囲

について第 2.5-18 図に

記載 
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表2.5-13 漁港・集落・海岸線における人工構造物(調査分類B)

の調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.5-8表 漂流物調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・漂流物調査結果の相違 

【女川２】 
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図2.5-35(1) 漁港・集落・海岸線における人工構造物 

(調査分類B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.5-30図 発電所構外（陸域）における漂流物調査結果 
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図2.5-35(2) 漁港・集落・海岸線における人工構造物 

(調査分類B) 
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表2.5-14(1)漁港・集落・海岸線における人工構造物(調査分類

B)の主な諸元 
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表2.5-14(2)漁港・集落・海岸線における人工構造物(調査分類

B)の主な諸元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

268



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 女川原子力発電所 ２号炉 (2020.2.7版) 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

結果は第2.5-13表に示すとおりであり，設置方法や重量等によ

り多くは海域に流出し漂流物化することはないと考えられるが，

建屋の外装材等の軽量な（比重が小さい）ものの中に漂流物化す

るものがあった場合でも，設置位置を考慮すると，第2.5-9図に示

した津波の流向及び第2.5-35図に示した基準津波下における航行

不能船舶の挙動より，発電所に対する漂流物にはならないと考え

られる。よって，発電所構外の陸域における施設・設備等は非常

用海水冷却系に必要な6号及び7号炉の取水口及び取水路の通水性

に影響を及ぼす漂流物にならないものと評価する。【結果Ⅰ，Ⅱ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査分類Bから抽出されたものについて,図2.5-22に示す漂流物

の選定・影響確認フローに従って,漂流する可能性(Step1),到達す

る可能性(Step2)及び閉塞する可能性(Step3)の検討を行い,取水

性への影響を評価した。 

 

車両(No.1)については,地震又は津波波力を受けた後も車内の

内空は保持されるため,漂流物となり,2号炉取水口前面に到達す

ることを想定する。ただし,調査分類Aの車両の最大形状である使

用済燃料輸送車両(全長:約15.2m,全幅:約3m)と同等の車両を想定

したとしても,取水口の取水面積の方が十分大きいことから,取水

口を閉塞することはないと評価した。 

コンテナ・ユニットハウス(No.2)については,地震又は津波波力

を受けた後も内空は保持されるため,漂流物となり,2号炉取水口

前面に到達することを想定する。ただし,想定するコンテナの形状

(12.2m×2.5m×2.9m)に対して,取水口の取水面積の方が十分大き

いことから,取水口を閉塞することはないと評価した。 

油槽所(軽油・重油タンク)(No.3)については,地震又は津波波力

を受けた後も内空は保持されるため,漂流物となり,2号炉取水口

前面に到達することを想定する。なお,女川湾と類似した地形を有

する気仙沼市の漂流物の特徴を踏まえ,女川地区で抽出されたも

のの最大規模(200k1)を考慮する。ただし,タンク形状は円形であ

るのに対して,取水口は平面状となっていることから,タンクが取

水口を完全に閉塞することはないと評価した。 

漁具(No.4)及び工事用資機材(No.5)については,地震又は津波

波力によって,当該設備は損傷すると考えられ,損傷で生じた木

片,廃プラスチック類等のがれきが漂流物となり,2号炉取水口前

面に到達することを想定する。ただし,想定しているがれき(木片,

廃プラスチック類等)は,軽量物であり,水面に浮遊することから

取水口を閉塞することはないと評価した。一方,コンクリート及び

鋼材を主材料とするものについては,それぞれの比重と海水の比

重を比較した結果,漂流物とはならないと評価した。 

排水処理施設(No.6)については,扉や窓等の開口部が地震又は

津波波力により破損して気密性が喪失し,施設内部に津波が流入

すると考えられる。このことを踏まえ,施設本体については主材料

であるコンクリートの比重(2.34)と海水の比重(1.03)を比較した

 

 

 

 

 

①家屋・車両等 

家屋・車両等は漁港周辺に存在しており，津波が遡上して仮に

漂流物となった場合においても，i.発電所構外（海域）における

評価の①船舶（漁船等）に示したとおり，基準津波の流向・流速

を踏まえると，発電所に到達する漂流物とはならないと評価する

（添付資料 36参照）。 

これより，基準津波により漂流物となる可能性がある施設・設

備等について，非常用海水冷却系に必要な取水口及び取水路の通

水性に影響を与えることがないことを確認した。 

 

第 2.5-9表に評価結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・漂流物調査結果の相違

【柏崎 6/7,女川２】 
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結果,当該設備の比重の方が大きいことから漂流物とはならない

と評価した。また,東北地方太平洋沖地震に伴う津波の事例では,4

階建てのRC造の建物が約70m移動したとの報告があるが,当該施設

は女川地区にあり,発電所までの距離は十分離れていることから,

漂流物とはならないと評価した。 

一方,地震又は津波波力により施設本体から分離したものがが

れき化して漂流物となり,2号炉取水口前面に到達することを想定

する可能性があるが,想定しているがれきは,軽量物であり,水面

に浮遊することから取水口を閉塞することはないと評価した。 

家屋(No.7)については,東北地方太平洋沖地震に伴う津波の漂

流物の特徴を踏まえ,地震又は津波波力によって,当該設備は損傷

すると考えられるため,建物の形状を維持したまま漂流物となる

ことはないと評価した。また,損傷で生じたコンクリート及び鋼材

を主材料とするものについては,それぞれの比重(2.34,7.85)と海

水の比重(1.03)を比較した結果,漂流物とはならないと評価した。

一方,木片,壁材等についてはがれき化して漂流物となり,2号炉取

水口前面に到達することを想定する可能性があるが,想定してい

るがれき(木片,廃プラスチック類等)は,軽量物であり,水面に浮

遊することから取水口を閉塞することはないと評価した。 

ガソリンスタンド(No.8),商業施設(No.9),工業施設(魚市場,水

産加工施設等)(No.10),宿泊施設(No.11),砕石プラント(No.12),

病院(No.13),学校(No.14),駅舎(No.15)及びその他公共施設

(No.16)については,扉や窓等の開口部が地震又は津波波力により

破損して気密性が喪失し,施設内部に津波が流入すると考えられ

る。このことを踏まえ,施設本体については主材料であるコンクリ

ートの比重(2.34)又は鋼材の比重(7.85)と海水の比重(1.03)を比

較した結果,当該設備の比重の方が大きいことから漂流物とはな

らないと評価した。また,東北地方太平洋沖地震に伴う津波の事例

では,4階建てのRC造の建物が約70m移動したとの報告があるが,当

該施設から発電所までの距離は十分離れていることから,漂流物

とはならないと評価した。また,鉄骨造の建物は津波波力により壁

材等が施設本体から分離して漂流物となったことが報告されてい

ることを踏まえ,壁材等が漂流し,2号炉取水口前面に到達するこ

とを想定する可能性があるが,想定しているがれきは,軽量物であ

り,水面に浮遊することから取水口を閉塞することはないと評価

した。 
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けい留施設・防波堤・護岸(No.17),物揚クレーン(No.18),配電

柱・街灯・信号機(No.19),通信用鉄塔(No.20)及び灯台・航路標識

(No.21)については,当該施設の比重(コンクリート:2.34,鋼

材:7.85)と海水の比重を比較した結果,漂流物とはならないと評

価した。 

以上のことから,調査分類Bとして抽出されたものについては,

いずれも取水性への影響はないことを確認した。 

調査分類Bの各施設・設備の評価結果を表2.5-15に示す。 
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第2.5-13表 漂流物調査結果（調査分類Ｄ：構外・陸域） 

 

 

以上に述べたこれより，基準津波により漂流物となる可能性が

ある施設・設備等について，非常用海水冷却系に必要な取水口及

び取水路の通水性に影響を与えることがないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2.5-15(1)漁港・集落・海岸線における人工構造物 

(調査分類B)の評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.5-9表 漂流物評価結果（発電所構外（陸域）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・漂流物調査結果の相違

【柏崎 6/7,女川２】 
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表2.5-15(2)漁港・集落・海岸線における人工構造物 

(調査分類B)の評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・漂流物調査結果の相違

【柏崎 6/7,女川２】 
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表2.5-15(3)漁港・集落・海岸線における人工構造物 

(調査分類B)の評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・漂流物調査結果の相違

【柏崎 6/7,女川２】 
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表2.5-15(4)漁港・集落・海岸線における人工構造物 

(調査分類B)の評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・漂流物調査結果の相違

【柏崎 6/7,女川２】 
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第2.5-14表 漂流物調査結果（まとめ）（1/3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

柏﨑 6/7 は評価結果の

まとめを再掲 
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第2.5-14表 漂流物調査結果（まとめ）（2/3） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

柏﨑 6/7 は評価結果の

まとめを再掲 
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第2.5-14表 漂流物調査結果（まとめ）（3/3） 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

柏﨑 6/7 は評価結果の

まとめを再掲 
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③海上に設置された人工構造物の抽出(調査分類C) 

調査分類Cの調査範囲を図2.5-36に示す。 

調査分類Cについては,聞き取り調査のほかに,机上調査とし

て,女川町のホームページ,農林水産省のホームページ,国土交

通省のホームページ,海上保安庁海洋情報部の沿岸海域環境保

全情報(CeisNet)等により,調査対象範囲内の係留漁船及び養殖

漁業施設並びに発電所港湾関係設備(標識ブイ等)等を調査し

た。 

 

 

図2.5-36 海上設置物(調査分類C)の調査範囲 

 

調査分類Cで確認された施設・設備を表2.5-16及び図2.5-37

に示す。また,これらの施設・設備の主な諸元を表2.5-17に示す。   

なお,発電所から最も近い漁港である小屋取漁港及び養殖漁

業施設について,写真2.5-2と写真2.5-3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【女川２】 

島根２号炉は「(b)発電

所構外における評価」に

記載。 
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表2.5-16 海上設置物(調査分類C)の抽出結果 

 

 

 

図2.5-37(1) 海上設置物(調査分類C:発電所前面海域) 

の配置概要図 

 

 

図2.5-37(2) 海上設置物(調査分類C)の配置概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 女川原子力発電所 ２号炉 (2020.2.7版) 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2.5-17 海上設置物(調査分類C)の主な諸元 
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写真2.5-2 小屋取漁港 
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写真2.5-3 養殖漁業施設概要写真 

 

調査分類Cから抽出されたものについて,図2.5-22に示す漂流物

の選定・影響確認フローに従って,漂流する可能性(Step1),到達す

る可能性(Step2)及び閉塞する可能性(Step3)の検討を行い,取水

性への影響を評価した。 

漁業権消滅範囲標識ブイ(No.1)については,アンカー等で係留

されているが,津波の波力によりアンカー等が破断・破損するおそ

れがあることから,漂流物となり,2号炉取水口前面に到達するこ

とを想定する。ただし,想定する漂流物はFRPを主材料とするもの

であり,水面に浮遊することから,取水口を閉塞することはないと

評価した。 

航路標識ブイ(No.2)及び海水温度観測用浮標(No.3)について

は,アンカー等で係留されているが,津波の波力によりアンカー等
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が破断・破損し,浮標部の気密性も喪失する。そのため,設備本体

については主材料である鋼材の比重(7.85)と海水の比重(1.03)を

比較した結果,漂流物とはならないと評価した。一方,上部の軽量

物が漂流物となり,2号炉取水口前面に到達することを想定する。

ただし,想定する漂流物は軽量物であり,水面に浮遊することか

ら,取水口を閉塞することはないと評価した。 

海水温度観測鉄塔(No.4)については,津波の波力により部分的

に破損するおそれがあるが,主材料である鋼材の比重(7.85)と海

水の比重(1.03)を比較した結果,漂流物とはならないと評価した。 

係留小型漁船(No.5)については,係留索により係留されている

が,津波波力により係留索が破損することで,漂流物となり,2号炉

取水口前面に到達することを想定する。ただし,係留小型漁船のう

ち最大規模は約19t(総トン数)であり,その形状は「漁港・漁場の

施設の設計参考図書(水産庁,2015年版)」から,喫水深約2m,船体長

さ約20m,幅約5mであるに対して,2号炉取水口の取水面積

(7.8m×4m,6口)は十分大きいことから,取水口を閉塞することは

ないと評価した(図2.5-38)。 

係留大型漁船(No.6)については,女川港にのみ確認されており,

女川港を船籍港としている最大規模の船舶は約499t(総トン数)の

漁船であるが,女川港の岸壁は約3,000重量トン級であることか

ら,今後寄港して係留する可能性のある最大の船舶として,約

3,000重量トンの大型船舶を想定する。この係留大型船舶は,係留

索により係留されているが,津波波力により係留索が破損するこ

とで,漂流物となることを想定する。到達する可能性に関しては,

東北地方太平洋沖地震に伴う津波の漂流物の特徴から,大型船舶

が津波の襲来により被災するパターンとしては,①押し波による

陸上への乗り上げ,②引き波による水位低下に伴う転覆・座礁・沈

没することが考えられる。そのため,基準津波の第一波の寄せ波に

よって陸上へ乗り上げるおそれがあり,発電所には到達しない。 

また,陸上へ乗り上げなかった場合については,引き波による水

位低下に伴い転覆・座礁・沈没するおそれがあるため,発電所には

到達しない。仮に女川港湾内に漂流したとしても女川港には湾口

防波堤があり,港外へ漂流しにくい構造となっていること,港外へ

漂流したとしても,基準津波の流向の特徴から,女川港から沖側へ

の流れは西から東に向かう流れが卓越していることから,発電所

には到達しない。以上のことから,係留大型漁船については,漂流
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したとしても発電所には到達しないと評価した。 

養殖筏(No.7)及び標識ブイ(No.8)については,アンカー等で係

留されているが,津波の波力によりアンカー等が破断・破損するお

それがあることから,当該設備が損傷して木片等のがれきが漂流

物となり,2号炉取水口前面に到達することを想定する。ただし,

想定する漂流物は軽量物であり,水面に浮遊することから,取水口

を閉塞することはないと評価した。 

以上のことから,調査分類Cとして抽出されたものについては,

いずれも取水性への影響はないことを確認した。 

調査分類Cの各施設・設備の評価結果を表2.5-18に示す。 

 

 

図2.5-38 ２号炉取水口前面形状と係留漁船の関係 
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表 2.5-18(1)海上設置物(調査分類 C)の評価結果 
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表 2.5-18(2)海上設置物(調査分類 C)の評価結果 

 

 

④船舶の調査結果(調査分類 D) 

④－1船舶(定期航路船舶等) 

発電所周辺 5km圏内及び沖合約 12kmに定期船舶の航路が存在す

る。該当する定期航路船舶を表 2.5-19 に示し,調査分類 D の範囲

及び運航航路を図 2.5-39に示す。 

なお,東北地方太平洋沖地震に伴う津波では,「きたかみ」は仙

台港に停泊中であったものの,緊急出港して被災を免れている。

「いしかり」は東京湾で内覧中であったため被災を免れている。

「きそ」は津波後に緊急輸送(「きたかみ」も同様)を行っている
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ことから,被災はしていないと判断される。「しまなぎ」「ベガ」「ア

ルティア」は,沖出し避難を行い,被災を免れている。避難海域は

以前から指定していた出島の南沖合い(水深 40m)のポイントで漂

泊し,被災を免れている。 

また,女川湾を航行中の大型船舶についても評価を行った。 

 

表 2.5-19 定期航路船舶一覧 

 
 

 

図 2.5-39 調査範囲及び運航航路 

 

調査分類 D から抽出されたものについて,図 2.5-22 に示す漂流

物の選定・影響確認フローに従って,漂流する可能性(Step1),到達

する可能性(Step2)及び閉塞する可能性(Step3)の検討を行い,取

水性への影響を評価した。 

定期航路船舶(ベガ,アルティア,しまなぎ,いしかり,きそ,きた 

かみ)(No.1～6)については,各運行会社への聞き取り調査の結

果,常時津波警報等の情報収集を可能とする無線・電話等を搭載し

ており,津波警報発令時等には,退避措置が明確であり,安全な海

域に速やかに退避する予定であることを確認した。よって,これら

定期船舶は漂流物とはならない。 

航行中の大型船舶については,女川港を船籍港としていないが,

一時的に女川港に寄港する可能性のある船舶として,貨物船や復
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興工事関係の船舶が考えられることから,貨物船及び復興工事関

連の船舶について,女川港の入港実績を聞き取り調査を行った。そ

の結果,最大 750t(総トン数)の貨物船が 2018年 7月に入港した実

績を確認した。ただし,女川港の岸壁は約 3,000重量トン級である

ことから,今後寄港する可能性のある最大の船舶は,約 3,000 重量

トンの大型船舶であることが想定される。以上を踏まえ,航行中の

大型船舶については,この約 3,000 重量トンの大型船舶を想定し,

検討を行った。 

通常時,発電所よりも西側の港から出港した船舶(大型船舶を含

む)は,海上衝突予防法により船舶は右側通行が義務付けられてい

ることを踏まえると,多くの船舶が発電所に近い南側(発電所から

の離隔は約 2km)を通って太平洋側へ航行することが想定され,女

川から金華山の定期航路船舶の航路と同様のルートを航行すると

考えられる(図 2.5-40)。なお,この南側のルートよりも更に南側

では,大名計礁付近で水深が浅くなっていることや,寄磯崎と二股

島の問の早崎水道により流れが速くなっていることから,船舶の

航行にはあまり適していないことを確認してた(図 2.5-40)。 

また,津波警報時においては,津波による被害を避けるために沖

合へ退避する船舶が極めて多くなると考えられ,発電所前面海域

では一時的に大型船舶を含めた船舶が密集することが懸念され

る。その際,発電所に最も近いルートは通常時のルートと同様(発

電所からの離隔は約 2 ㎞)であると考えられる。仮に,この発電所

に近いルートを航行していたとしても,航行中であれば,津波襲来

前に沖合への退避が十分可能であることから,航行中においても

漂流物とはならない。 

さらに,航行中に故障により操船ができなくなる可能性もある

が,総トン数 20 トン以上の大型船舶については,国土交通省によ

る検査(定期検査,中間検査,臨時検査及び臨時航行検査)が義務付

けられていることから,航行中に故障等により操船できなくなる

ことは考えにくい。 

以上のことから,約 3,000 重量トンの大型船舶が発電所の前面

を航行中であったとしても,漂流物とはならないと考えられる。た

だし,漂流する可能性については,完全に否定することは困難であ

るため,到達する可能性についても検討も踏まえて評価した。 

到達する可能性については,発電所前面海域を航行中の船舶を

対象に,津波警報時の退避ルート及びその南側のルート上での流
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向,流速から評価するため,水粒子の動きを把握する方向として有

効な軌跡解析を実施した。 

まず,津波警報時の退避ルート上を想定した場合,軌跡解析の初

期位置として,5 つの位置(航路 1～5)を設定(図 2.5-40)するとと

もに,さらに南側の発電所に近いルートを想定(図 2.5-41)し,大名

計礁の南側及び早崎水道付近の 2地点(航路 6～7)を設定した。ま

た,解析時間は流速の影響がほとんどなくなる地震発生から 24 時

間とした。 

その結果,津波警報時の退避ルートを想定した場合,いずれの点

でも第一波の寄せ波と引き波でほぼ東西方向に移動し,その後の

流速が遅くなった状況では,西側(航路 4,5)では大貝崎の影響を受

けながら女川湾内をゆっくりと移動し,東側(航路 1,2)では早崎水

道の影響を受けて沖合へ移動する特徴がある。一方,航路 3 では,

両者の影響をそれほど受けず,発電所前面海域をゆっくりと移動

する特徴があることを確認した。ルート上の 5 点がいずれも第一

波で東西方向に移動する特徴は,退避ルートが津波の襲来方向と

同じであることが要因である。また,その後の流速が遅くなってか

らは,周辺地形の影響を受けて,おおよそ 3 パターンの特徴がある

が,発電所に漂流するような特徴がないことを確認した(図

2.5-42,図 2.5-43,図 2.5-45)。 

また,南側(発電所に近い側)のルートを想定した場合,2点(航路 

6,7)ともに,津波警報時の退避ルートの航路 1～5 と同様に津波

の第一波で東西方向に移動する。その後,航路 6は周辺地形の影響

をあまり受けずに女川湾内を漂い,航路 7 は早崎水道に近いこと

からその影響を強く受けて沖合へ移動する特徴を確認した。ただ

し,発電所に漂流するような流れの特徴は確認されなかった(図

2.5-44,図 2.5-46)。 

以上のことから,調査分類 D のうち定期航路船舶等として抽出

されたものについては,いずれも取水性への影響はないことを確

認した。 

調査分類 D のうち定期航路船舶等の各施設・設備の評価結果を

表 2.5-20に示す。 
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図 2.5-40津波警報時に想定される退避ルート及び軌跡解析の

初期位置 

 

 

図 2.5-41 想定される発電所側の退避ルート及び軌跡解析の 

初期位置 
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図 2.5-42 津波警報時に想定される退避ルート上からの 

軌跡解析結果(上昇側基準津波) 
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図 2.5-43 津波警報時に想定される退避ルート上からの 

軌跡解析結果(下降側基準津波) 
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図 2.5-44 南側の退避ルート上からの軌跡解析結果 

(南側ルート)(上:上昇側基準津波,下:下降側基準津波) 
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図 2.5-45(1) 津波警報時に想定される退避ルート上からの軌

跡解析結果の詳細(上昇側基準津波) 
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図 2.5-45(2) 津波警報時に想定される退避ルート上からの軌

跡解析結果の詳細(上昇側基準津波) 
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図 2.5-46(1) 南側の退避ルート上からの軌跡解析結果の詳細

(上昇側基準津波) 
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図 2.5-46(2) 南側の退避ルート上からの軌跡解析結果の詳細

(上昇側基準津波) 
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表 2.5-20(1) 定期航路船舶等(調査分類 D)の評価結果 
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表 2.5-20(2) 定期航路船舶等(調査分類 D)の評価結果 
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④－2 船舶(燃料等輸送船) 

発電所敷地内の港湾施設として荷揚岸壁があり,燃料等輸送

船が停泊する。図 2.5-47に燃料等輸送船の入港から出港までの

主な輸送に係る工程を示す。 

 

 

図 2.5-47 燃料等輸送船の主な輸送に係る工程 

 

燃料等輸送船は,港湾施設に停泊中に大津波警報,津波警報又は

津波注意報(以下「津波警報等」という。)発令時には,原則として

緊急退避を行うこととしており,東北地方太平洋沖地震以降に,図

2.5-48に示す緊急退避フローを取り込んだマニュアルを整備して

いる。 

 

 

図 2.5-48 船舶の緊急退避フロー図 

 

また,燃料等輸送船の緊急退避についての当社と船会社の対応

分担は図 2.5-49 のとおりであり,これら一連の対応を行うため,

当社は,当社と船会社並びに荷役作業会社との連絡体制を整備す

るとともに,輸送ごとに地震・津波発生時の対応を定め,緊急退避

訓練を実施している。 

燃料等輸送船の緊急退避は船会社が実施するため,当社は輸送

契約を締結している船会社に対して,緊急対応の措置の状況を監

査や訓練報告書等により確認することで,緊急退避の実効性を確

認している。 

輸送物の緊急退避については,契約時に荷役作業会社に対して

退避措置を徹底するとともに,女川原子力発電所敷地内における

緊急退避訓練の実施状況によりその実効性を確認する。 
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図 2.5-49 輸送船緊急退避時の当社と船会社の運用の関係性 

 

輸送船と輸送物の干渉がない「荷役」以外の工程が,輸送工程の

大部分を占めており,津波警報等が発令された場合は,数分で緊急

退避が可能である。 

輸送船と輸送物が干渉しうる「荷役」工程は,これよりも退避ま

でに時間を要するが,輸送工程の中で極めて短時間であること,さ

らに緊急離岸が可能となる時間(係留索解らん完了)は地震発生

後,約 13 分であり,基準津波到達までに緊急退避が可能であるこ

とから,輸送船は漂流物とはならない。図 2.5-50 に津波襲来時の

輸送船の緊急退避時間を,図 2.5-51に基準津波の波形を示す。 

また,基準津波以外の「津波地震による津波」及び「海洋プレー

ト内地震による津波」は,いずれも波源位置が日本海溝近傍であ

り,津波の到達時間が基準津波よりも遅いため,緊急退避が可能で

ある。 

さらに,基準津波より到達が早い津波は,海域活断層(「F-5断層」

及び「F-2断層・F-4断層」)による地震に起因する津波があるが,

これらについても津波の到達時間の関係から緊急退避が可能であ

る。 

なお,仮に,海域活断層による地震に起因する津波より更に到達

が早い津波に対しては,緊急退避が間に合わない場合を想定して

も,以下の理由から輸送船は航行不能となるとは考えられず,輸送

船は漂流物とはならない。 

・輸送船は岸壁に係留されており,津波高さと喫水高さの関係か

ら岸壁を越えず留まる。 

・岸壁に接触しても防げん材を有しており,かつ法令(危険物船

舶運送及び貯蔵規則)に基づく二重船殻構造等十分な船体強度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 女川原子力発電所 ２号炉 (2020.2.7版) 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を有している。 

燃料等輸送船の係留索の耐力については添付資料 17 に,燃料等

輸送船の喫水と津波高さの関係については添付資料 18に示す。 

 

 

図 2.5-50 津波襲来と緊急退避時間(輸送船) 

 

 

図 2.5-51 基準津波(水位上昇側)の 

水位時刻歴波形(2号炉取水口前面) 

 

 

また,津波警報等が発令された場合は,陸側にある輸送物は原則

として,輸送車両とともに,当社敷地内の津波が到達しない場所へ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【女川２】 
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退避する。輸送物には,使用済燃料(以下「燃料」という。)と低レ

ベル放射性廃棄物(以下「LLW」という。)があり,図 2.5-52 に津波

襲来時の陸側にある輸送物の退避の考え方を示す。 

輸送車両の退避の考え方については,退避ルートが,基準地震動

Ss に対する耐震性が確保されていないことを踏まえ,発電所震度

5 弱以上※の地震時においては,退避ルートは健全でないと判断

し,輸送車両の退避は行わない。 

※発電所の震度情報については,原子力発電所に保安確認用の

地震計を設置していることから,速やかに情報を入手するこ

とが可能である。女川原子力発電所では,震度 5 弱以上の地

震で地震後のパトロールを実施しており,過去最大規模の東

北地方太平洋沖地震(震度 6 弱)でも,車両の通行に支障をき

たすような道路の段差等は発生していないことを確認して

いるが,保守的に震度 5 弱を退避ルートの健全性の判断基準

とした。 

発電所震度 5 弱未満の地震時においては,退避ルート上に配置

される誘導員が,地震発生後速やかに,車両の通行の支障となり得

る 10cm を超える段差等が発生していないことを確認し,車両の通

行可否について判断する。誘導員は車両の通行可否を,岸壁の作業

責任者へ携帯する通信連絡設備により報告する。また,輸送車両に

ついても,運転者が表 2.5-21 のとおり車両の状態確認を実施し,

走行の可否について作業責任者に報告する。なお,女川原子力発電

所において,東北地方太平洋沖地震(震度 6 弱)の際,輸送車両につ

いて走行に支障をきたす異常はなかったことを確認している。 

燃料輸送車両は,地震等により退避ルートが健全でないと判断

した場合の他,輸送物の吊り上げ作業中に津波警報又は大津波警

報が発令された場合は,基準津波より早い津波(寄せ波高さ

0.P.+3.05m)が燃料輸送車両発進とほぼ同時刻に到達し,岸壁高さ

(0.P.+3.5m)を超えることはないが退避ルートの一部(0.P.+2.5m)

が浸水する可能性があること及び退避ルートの途中に津波防護施

設が隣接していることを踏まえ,輸送物及び燃料輸送車両は退避

しない。津波注意報が発令された場合は,津波の高さ予想は 1m 以

下であり,退避ルートを浸水することはないことから,輸送車両は

退避が可能である。 

LLW 輸送車両は,輸送物の吊り上げ作業中でも約 15 分で LLW 輸

送車両の退避が完了することから,基準津波より到達が早い津波

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島根２号炉は「ⅱ．発電

所構内（陸域）における

評価」に記載。 
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が到達するまでに退避時間に余裕があるため,退避ルートが健全

であれば退避が可能である。 

図 2.5-53に津波襲来時の輸送車両等の緊急退避時間を示す。 

退避できない場合でも,燃料の輸送容器(約 80t:空状態)及び輸

送車両(約 34.Ot)は,重量物であり,津波を受けても,漂流物とはな

らない(輸送容器の浮力は 24.9t,輸送車両の浮力は 25.7t)。 

LLW 輸送車両は漂流物とはならないが,最も浮力が大きくなる

LLW 輸送容器の空容器を 2 個積載した場合,車両総重量(約 12t)に

対し,浮力(約 20t)の方が大きい。また,廃棄体を収納した LLW 輸

送容器を LLW 輸送車両へ積載した場合においても,車両総重量に

対し浮力の方が大きくなることがある。このため,作業員のみが退

避する場合は,LLW 輸送容器を LLW 輸送車両に固縛し,浮力を上回

るようウェイトを積載する対策を実施することで,漂流物とはし

ない方針とする。評価の詳細について,添付資料 31に示す。 
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図 2.5-52 陸側にある輸送物の退避の考え方 
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表 2.5-21 地震時の輸送車両の確認項目 
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図 2.5-53 津波襲来と緊急退避時間(輸送車両等) 
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④―3船舶(作業船,貨物船等) 

発電所港湾内には,燃料等輸送船のほか,作業船や設備,資機材

の搬出入のための貨物船等が不定期に停泊する。これらの作業船,

貨物船等については入港する前に,地震・津波発生時の緊急対応の

体制及び手順が整備され,基準津波が到達するまでに緊急退避が

可能なこと又は津波防護施設への影響がないことを当社が確認す

る。また,当社と船会社との連絡体制を確立することにより,緊急

退避の実効性があることを確認する。 

 

(d)漂流物に対する取水性への影響評価 

 

 

 

 

 

 

発電所周辺を含め,基準津波により漂流物となる可能性がある

施設・設備について,漂流(滑動を含む)する可能性,2 号炉取水口

前面に到達する可能性及び 2 号炉取水口前面が閉塞する可能性に

ついてそれぞれ検討を行い,原子炉補機冷却海水系及び高圧炉心

スプレイ補機冷却海水系の取水性確保に影響を及ぼさないことを

確認した。 

さらに,2 号炉の非常用系取水設備である取水口は,循環水ポン

プの取水路を兼ねており,全体流量に対する海水ポンプ流量の比

(約 2%)から,漂流物により通水面積の約 98%が閉塞されない限り,

取水機能が失われることはないため,複数の漂流物が同時に漂着

しないことを確認する必要がある。確認した結果を以下に示す。 

津波は流向を有していることから,漂流物がすべて取水口前面

に到達する可能性は低いと考える。万が一,漂流物のすべてが取水

口前面に集約された場合を想定しても,漂流物が隙間なく整列す

ることは考えにくい。また,漂流物の形状から取水口に密着するこ

とは考えにくく,取水口を完全に閉塞させることはないと考えら

れるため,非常用海水ポンプの取水は可能である。 

また,これらの漂流物が設置されている場所は女川地区をはじ

めとする広範囲に分散されているため,漂流物が同時に取水口前

面に到達することはないと考える。万が一,漂流物のすべてが取水

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 漂流物に対する取水性への影響評価 

 

 

 

 

 

 

 発電所周辺を含め，基準津波により漂流物となる可能性がある

施設・設備について，漂流（滑動を含む）する可能性，２号炉取

水口に到達する可能性及び２号炉取水口が閉塞する可能性につい

てそれぞれ検討を行い，原子炉補機冷却海水系及び高圧炉心スプ

レイ補機冷却海水系の取水性確保に影響を及ぼさないことを確認

した。 

 さらに，２号炉の非常用取水設備である取水口は，循環水ポン

プの取水路を兼ねており，全体流量に対する非常用海水系ポンプ

流量の比（５％未満）から，漂流物により通水面積の約95％以上

が閉塞されない限り，取水機能が失われることはない。敷地周辺

沿岸域の林木等が中長期的に漂流し輪谷湾に到達した場合を考慮

しても，２号炉の取水口は深層取水方式であり，取水口呑口が水

面から約9.5m低く，水面上を漂流する林木等は取水口に到達しな

いため，取水性に影響はない。 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【女川２】 

比較については，記載の

引用により実施済。 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は漂流物に

対する取水性への影響

評価まとめを記載（以

下，女川との比較を示

す）。 

 

 

・設備の相違 

【女川２】 

島根２号炉の取水口は

深層取水方式を採用。 

 

 

・設備の相違 

【女川２】 

・設備の相違 

【女川２】 

島根２号炉の取水口は

深層取水方式であるこ

とによる想定する事象

の相違。 

 

・立地条件の相違 

【女川２】 
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なお，漂流物による影響としては前述のとおり他に「津波防護

施設，浸水防止設備に衝突することによる影響（波及的影響）」

があり，6号及び7号炉における同影響を考慮すべき津波防護施設

及び浸水防止設備としては，基準津波が到達する範囲内に設置さ

れる海水貯留堰が挙げられる。 

この海水貯留堰に対して衝突による影響評価を行う対象漂流物

及びその衝突速度は，本項における「取水口及び取水路の通水性

に与える影響」の評価プロセスを踏まえ，それぞれ次のとおり設

定する。第2.5-14表には，この設定結果も合わせて示している。 

 

●対象漂流物 

影響評価のプロセスにおいて，6号及び7号炉の取水口に到達し

得るとされたものを対象とし，この中で最も重量の大きい総トン

数10tの船舶を代表とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●衝突速度 

海水貯留堰の設置位置における津波流速に基づき6m/sとする

（添付資料25）。 

口前面に集約された場合を想定しても,漂流物が隙間なく整列す

ることは考えにくい。また,漂流物の形状から取水口に密着するこ

とは考えにくく,取水口を完全に閉塞させることはないと考えら

れるため,非常用海水ポンプの取水は可能である。 

なお,東北地方太平洋沖地震に伴う津波の実績を踏まえ,津波襲

来後には必要に応じて漂流物を撤去する方針であることから,非

常用海水ポンプの取水は可能である。 

以上より,漂流物による取水性の影響はなく,検討対象漂流物の

漂流防止対策は不要である。 

 

 

なお,漂流物による影響について設置許可基準規則では「取水口

及び取水路の通水性に与える影響」のほかに,津波防護施設,浸水

防止設備に衝突することによる影響(波及的影響)の検討が求めら

れている。同影響の検討は「4.4 施設・設備等の設計・評価に係

る検討事項」の「(2)漂流物による波及的影響の検討」で説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，津波襲来後，巡視点検等により取水口を設置する輪谷湾

内に漂流物が確認される場合には，必要に応じて漂流物を撤去す

る方針であることから，非常用海水ポンプの取水は可能である。 

以上より，漂流物による取水性の影響はなく，検討対象漂流物

の漂流防止対策は不要である。 

 

e. 防波壁等に対する漂流物の選定 

漂流物による影響としては前述のとおり他に「津波防護施設，

浸水防止設備に衝突することによる影響（波及的影響）」があり，

２号炉における同影響を考慮すべき津波防護施設及び浸水防止設

備としては，基準津波が到達する範囲内に設置される防波壁，防

波壁通路防波扉及び１号放水連絡通路防波扉が挙げられる。 

本設備に対して衝突による影響評価を行う対象漂流物及びその

衝突速度 は，「d. 通水性に与える影響の評価」における「取水

口及び取水路の通水性に与える影響」の評価プロセスを踏まえ，

それぞれ次のとおり設定する。 

 

・対象漂流物 

影響評価のプロセスにおいて２号炉の取水口に到達し得るとさ

れたもの及び津波防護施設等に到達の可能性が否定できないもの

（添付資料 36参照）を踏まえ，港湾内に入港する作業船及び発電

所近傍を航行する可能性のある周辺漁港の漁船を対象とし，港湾

外に設置する津波防護施設（３号炉北側防波壁，１号炉放水連絡

通路防波扉）については，この中で最も重量が大きい総トン数 19t

の船舶を代表とし，港湾内に設置する津波防護施設（３号炉東防

波壁，１，２号炉前面防波壁及び防波壁付防波扉）については，

港湾内に入港する作業船のうち最も重量が大きい総トン数 10tの

船舶を代表とする。 

 

・衝突速度 

津波防護施設及び浸水防止設備の設置位置における津波流速に

基づき，施設護岸（港湾外）では9.0m/s，施設護岸（港湾内）で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【女川２】 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，津波防護

施設等に到達する可能

性がある漁船を対象漂

流物として選定 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 
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(b)取水スクリーンの破損による通水性への影響 

海水中の塵芥を除去するために設置されている除塵装置（固定

式バースクリーン，バー回転式スクリーン及びトラベリングスク

リーン）については，異物の混入を防止する効果が期待できるが，

津波時に破損して，それ自体が漂流物となる可能性がある。この

場合には，破損・分離し漂流物化した構成部材等が取水路を閉塞

させることにより，取水路の通水性に影響を与えることが考えら

れるため，その可能性について確認を行った。また，除塵装置に

ついては他に，低耐震クラス（Cクラス）設備であることから津波

の原因となる地震による破損の可能性，また津波に伴う漂流物の

衝突による破損の可能性が考えられることから，これらの影響に

ついても合わせて考察を行った。 

結果は以下に示すとおりであり，除塵装置はいずれの場合にお

いても非常用海水冷却系の取水性に影響を与えるものではないと

評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)取水スクリーンの破損による通水性への影響 

図 2.5-54に取水口の概要図,図 2.5-55に取水路の構造を示す。 

図のとおり貯留堰高さは 0.P.-6.3m であり,前面海底面との比

高差が 1.2m となっており,塵芥等が混入しにくい構造であるとと

もに,取水口の固定式バースクリーンにより一定の塵芥混入防止

が期待できる。また,海水ポンプ室前面においても,同様の効果を

有するトラベリングスクリーンを設置している。 

トラベリングスクリーン(図 2.5-56,写真 2.5-4)は,基準津波時

の発生水位差が設計水位差以下であり,損傷しないことから,漂流

物とならない(表 2.5-22)。 

また,固定式バースクリーンは鋼材を溶接接合した構造となっ

ており,仮に津波により変形するようなことがあっても個々の鋼

材が分離し漂流物化する可能性はないと考えられるため,評価の

対象はトラベリングスクリーンとした。 

 

 

図 2.5-54 ２号炉取水口概要図(単位:m) 

は9.0m/s，1号放水連絡通路前では9.8m/sであるため，10.0m/sと

する。（添付資料18参照） 

 

 

 

 

 

 

 (4)取水スクリーンの破損による通水性への影響 

海水中の塵芥を除去するために設置されている除塵装置につい

ては，異物の混入を防止する効果が期待できるが，津波時に破損

して，それ自体が漂流物となる可能性がある。この場合には，破

損・分離し漂流物化した構成部材等が取水路を閉塞させることに

より，取水路の通水性に影響を与えることが考えられるため，そ

の可能性について確認を行った。また，除塵装置については，低

耐震クラス（Cクラス）設備であることから地震により破損した

後に，津波により移動した場合，長尺化を実施した非常用海水ポ

ンプへの波及的影響が考えられることから，これらの影響につい

ても合わせて考察を行った。 

結果は以下に示すとおりであり，除塵装置はいずれの場合におい

ても非常用海水冷却系の取水性に影響を与えるものではないこと

と評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波解析結果の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価内容の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は取水口呑

口内に漂流物は侵入し

ない。 
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ⅰ.津波による破損に対する評価 

 

確認方法 

除塵装置の概要は第2.5-37図に示すとおりであり，バー回転式

スクリーン及びトラベリングスクリーンはいずれも多数のバスケ

ットがキャリアチェーンにより接合される構造となっている。こ

のため，入力津波の流速により生じるスクリーン部の水位差（損

失水頭）により，キャリアチェーン及びバスケットが破損し，バ

スケットが分離して漂流物化する可能性について確認する。 

確認条件（津波流速）は，第2.5-38図に示すとおり基準津波の

遡上解析により算出した，6号及び7号炉の海水貯留堰内（取水口

前面）流速の評価結果を踏まえ，0.5m/sとする。 

なお，固定式バースクリーンは鋼材を溶接接合した構造となっ

ており，仮に津波により変形するようなことがあっても個々の鋼

材が分離し漂流物化する可能性はないと考えられるため，評価の

対象は上記の二種類のスクリーンとした（第2.5-37図a部）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-55 ２号炉取水路の構造(概略図) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ.津波による破損に対する評価 

 

a.確認方法 

 除塵装置の概要は第 2.5-31図に示すとおりであり，除塵装置は

いずれも 多数のバケットがキャリングチェーンにより接合され

る構造となっている。このため，入力津波の流速により生じるス

クリーン部の水位差（損失水頭）により，キャリングチェーン及

びバケットが破損し，バケットが分離して漂流物化する可能性に

ついて確認する。 

確認条件（津波流速）の算出位置を第 2.5-32 図，算出位置にお

ける流速評価結果を第 2.5-33図に示す。算出位置における最大流

速は 1.93m/sとなるが，除塵装置が破損しないことは流速 2.4m/s

まで確認しており，ここでは，2.4m/sにおける確認結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

津波解析結果の相違 
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第2.5-37図 除塵装置の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-56 除塵装置(トラベリングスクリーン) 

 

 
写真 2.5-4 除塵装置(トラベリングスクリーン) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 2.5-31図 除塵装置の概要 
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[確認条件] 

・最大流速:トラベリングスクリーン付近 1.6m/s 

・確認方法:設計時に各部材応力を算出し許容値との比較を行っ

ていることから,スクリーン前後の設計水位差に対

し,基準津波による設計水位差以下であることを確

認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.5-32図 流速算出位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

循環水ポンプ EL 8.8m

EL 8.5m

EL 1.1m
海水ポンプ EL 4.0m

EL 0.4m

除塵装置流速算出位置
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第2.5-38-1図 除塵装置部津波流速（基準津波1） 
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第2.5-38-2図 除塵装置部津波流速（基準津波2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.5-33図 流速評価結果（入力津波６） 
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第2.5-38-3図 除塵装置部津波流速（基準津波3） 
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確認結果 

津波流速によって生じるバー回転式スクリーン及びトラベリン

グスクリーン部の水位差（損失水頭）をそれぞれ第2.5-39図のと

おり算出した。 

 

 

第2.5-39図 津波流速により生じるスクリーン部水位差 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 確認結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価内容の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉はメーカの

計算式により導出。 
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これを各部材の設計水位差と比較して示すと第2.5-15表に示す

とおりとなる。 

これより，いずれの設備においても確認条件の津波流速0.5m/s

により発生する水位差は設計水位差内であることから，津波によ

り設備が破損し漂流物化することはなく，取水性に影響を及ぼす

ものでないことを確認した。 

 

第2.5-15表 除塵装置の強度確認結果 

 

 

ⅱ.地震，漂流物による破損に対する評価 

除塵装置は低耐震クラス（Cクラス）であることから津波の原因

となる地震に対して健全性は保証されておらず，また，前項で示

したとおり津波時には除塵装置部に総トン数10t程度の船舶が漂

流物として到達する可能性があるが，この衝突にｓ対しても健全

性が保障されているものではない。しかしながら，地震あるいは

漂流物の衝突により除塵装置が破損し，変形あるいは分離・脱落

し取水路内で堆積した場合でも，除塵装置は本来，通水を前提と

した設備であり，主たる構成要素であるバスケットが隙間の多い

構造であることから，取水路を閉塞させることはないものと考え

られる。 

したがって，前項で述べた取水口呑口の断面寸法と非常用海水

冷却系に必要な取水路の通水量を考慮すると，除塵装置の変形や

分離による堆積により非常用海水冷却系に必要な通水性が損なわ

れることはないものと考えられる。 

また，分離・脱落した構成部材が非常用海水冷却系のポンプ等

の機器に影響を与える可能性については，6号及び7号炉では第

2.5-37図に示したとおり除塵装置と補機取水槽との間に約150ｍ

 

 

 

 

 

 

[確認結果] 

表 2.5-22 除塵装置の健全性確認結果 

 

津波流速が作用した際の各部材における発生値と許容値の比

較結果を第 2.5-10表に示す。2.5-10 表より，2.4m/s時の発生

水位差における各部材に発生する最大応力が許容応力を下回

っていることから，設備が漂流物化することはなく，取水性に

影響を及ぼすものでないことを確認した。 

 

 

第 2.5-10表 津波流速が作用した際の各部材における発生値と

許容値の比較 

設備 部材 
2.4m/s 時の 

発生水位差 

発生水位差における 

発生値／許容値 

除塵

機 

キャリング 

チェーン 
5.8m 

142739（MPa）／617000（MPa） 

（最大応力／許容応力） 

バケット 
225（MPa）／246（MPa） 

（最大応力／許容応力） 

 

 

 

 

 

ⅱ.地震による破損に対する評価 

除塵装置（耐震 Cクラス）は，基準地震動 Ssによる地震力に対

して，機器が破損し漂流しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価内容の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は取水口呑

口内に漂流物は侵入し

ない 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は設計方針

を記載。 
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の距離があることから，構成部材は補機取水槽に到達する前に沈

降し，ポンプ等の機器に影響を与えることはないものと考えられ

る。 
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4.2浸水防止設備の設計 

【規制基準における要求事項等】 

浸水防止設備については，浸水想定範囲における浸水時及び冠

水後の波圧等に対する耐性等を評価し，越流時の耐性にも配慮し

た上で，入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう

設計すること。 

 

【検討方針】 

浸水防止設備（取水槽閉止板，水密扉，止水ハッチ，貫通部止

水処置，床ドレンライン浸水防止治具，浸水防止ダクト及びダク

ト閉止板）については，基準地震動による地震力に対して浸水防

止機能が十分に保持できるよう設計する。また，浸水時の波圧等

に対する耐性等を評価し，越流時の耐性にも配慮した上で，入力

津波に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計する。 

 

【検討結果】 

浸水防止設備としては，「2.2敷地への浸水防止（外郭防護1）」

及び「2.3漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護2）」

に示したとおり，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包す

る建屋及び区画に取水路，放水路等の経路から津波が流入及び漏

水することがないよう，各号炉のタービン建屋地下の補機取水槽

上部床面に設けられた点検口に取水槽閉止板を設置する。 

 

また，「2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」

に示したとおり安全側に想定した浸水範囲に対して，設計基準対

象施設の津波防護対象設備を内包する浸水防護重点化範囲内が浸

水することがないよう，タービン建屋内の浸水防護重点化範囲の

境界にある扉，開口部，貫通口等に，水密扉，止水ハッチ，床ド

レンライン浸水防止治具，浸水防止ダクト及びダクト閉止板の設

置並びに貫通部止水処置を実施する。 

 

 

 

浸水防止設備の種類と設置位置を整理し，第4.2-1表に示す。 

各浸水防止設備の設計方針を以下に示す。 

 

4.2浸水防止設備の設計 

【規制基準における要求事項等】 

浸水防止設備については，浸水想定範囲における浸水時及び冠

水後の波圧等に対する耐陸等を評価し，越流時の耐性にも配慮し

た上で，入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう

設計すること。 

 

【検討方針】 

浸水防止設備(逆流防止設備，水密扉，浸水防止蓋，浸水防止壁，

貫通部止水処置，逆止弁付ファンネル)については，基準地震動Ss

による地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計

する。また，浸水時の波圧等に対する耐性等を評価し，越流時の

耐性にも配慮した上で，入力津波に対して浸水防止機能が十分に

保持できるよう設計する。 

 

【検討結果】 

浸水防止設備としては，「2.設計基準対象施設の津波防護の基本

方針」に示したとおり，設計基準対象施設の津波防護対象設備を

内包する建屋及び区画に取水路，放水路等の経路から津波が流入

及び漏水することがないよう，防潮堤・防潮壁の横断部に，逆流

防止設備を設置する。 

 

 

また，浸水防護重点化範囲の境界にある開口部，貫通部，床ドレ

ン排出口に対して，水密扉，浸水防止蓋，浸水防止壁，貫通部止

水処置及び逆止弁付ファンネルの設置等の浸水対策を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防止設備の種類と設置位置を表4.2-1に示す。 

各浸水防止設備の設計方針を以下に示す。 

 

4.2 浸水防止設備の設計 

【規制基準における要求事項等】 

浸水防止設備については，浸水想定範囲における浸水時及び冠

水後の波圧等に対する耐性等を評価し，越流時の耐性にも配慮し

た上で，入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう

設計すること。 

 

【検討方針】 

浸水防止設備（屋外排水路逆止弁，防水壁，水密扉，床ドレン

逆止弁，隔離弁及び貫通部止水処置）については，基準地震動に

よる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計す

る。また，浸水時の波圧等に対する耐性等を評価し，越流時の耐

性にも配慮した上で，入力津波に対して浸水防止機能が十分に保

持できるよう設計する。 

 

【検討結果】 

浸水防止設備としては，「2.2 敷地への浸水防止（外郭防護１）」

及び「2.3 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護２）」

に示したとおり，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包す

る建物及び区画に津波を地上部から到達，流入させないよう，ま

た，取水槽，放水槽等の経路から津波が流入及び漏水することが

ないよう，屋外排水路逆止弁，防水壁，水密扉及び床ドレン逆止

弁を設置し，貫通部止水処置を実施する。 

また，「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」

に示したとおり安全側に想定した浸水範囲に対して，浸水防護重

点化範囲内が浸水することがないよう，浸水防護重点化範囲の境

界にある扉，開口部，貫通口等に，防水壁，水密扉，床ドレン逆

止弁，隔離弁の設置並びに貫通部止水処置を実施する。なお，浸

水防護重点化範囲内に設置する海域に接続する低耐震クラスの機

器及び配管のうち，破損した場合に津波の流入経路となる機器及

び配管については，基準地震動Ssによる地震力に対してバウンダ

リ機能を保持する設計とする。 

 

浸水防止設備の種類と設置位置を整理し，第4.2-1表に示す。 

各浸水防止設備の設計方針を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，女川 2】 

津波に対する防護対

策の相違（以下，①の相

違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，女川 2】 

①の相違 

 

 

・津波防護対策の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

①の相違及び島根２号

炉は，浸水防護重点化範

囲内に海域と接続する

低耐震クラスの機器及

び配管があるため，それ

らの対策について記載。 
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第4.2-1表 浸水防止設備の種類と設置位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4.2-1 浸水防止設備の種類と設置位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.2-1表 浸水防止設備の種類と設置位置 

 

 

(１) 屋外排水路逆止弁 

施設護岸における入力津波高さに対して，屋外排水路出口から

の敷地への津波の到達，流入を防止するため，屋外排水路出口の

排水桝に屋外排水路逆止弁を設置する。 

屋外排水路逆止弁は津波荷重や地震荷重等に対して浸水防止機

能が十分に保持できるよう以下の方針により設計する。 

a. 構造 

屋外排水路逆止弁は，板材，補強材等の鋼製部材により構成し，

排水桝に固定する。 

屋外排水路逆止弁の位置図を第4.2-1図に，配置図を第4.2-2図

に，構造例を第4.2-3図に示す。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，女川 2】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類 設置位置 
箇所数 

（参考） 

外郭防護に 

係る浸水 

防止設備 

屋外排水路逆止弁 屋外排水路 一式 

防水壁 取水槽除じん機エリア １ 

水密扉 取水槽除じん機エリア ３ 

貫通部止水処置 取水槽除じん機エリア 一式 

床ドレン逆止弁 取水槽 一式 

内郭防護に 

係る浸水 

防止設備 

防水壁 

タービン建物（復水器を設置するエリア）とタ

ービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエ

リア）との境界 

１ 

水密扉 ５ 

床ドレン逆止弁 一式 

隔離弁 

電動弁 
取水路とタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を

設置するエリア）との境界 
４ 

逆止弁 
放水路とタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を

設置するエリア）との境界 
２ 

貫通部止水処置 

タービン建物（復水器を設置するエリア）と原

子炉建物，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備

を設置するエリア）及び取水槽循環水ポンプエ

リアとの境界 

一式 
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第4.2-1図 屋外排水路逆止弁位置図 

 

 

第4.2-2図 屋外排水路逆止弁⑥配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，女川 2】 

 ①の相違 
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第4.2-3図 屋外排水路逆止弁構造例 

 

b. 荷重組合せ 

屋外排水路逆止弁の設計においては，以下のとおり，常時荷重，

地震荷重及び津波荷重を適切に組合せて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

また，設計に当たっては，その他自然現象との組合せを適切に考

慮する（添付資料20参照）。 

c. 荷重の設定 

屋外排水路逆止弁の設計において考慮する荷重は，以下のように

設定する。 

(a) 常時荷重 

自重等を考慮する。 

(b) 地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

(c) 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮

する。 

(d) 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体的

には余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し,これ

による荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え方

を添付資料22に示す。 
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（４）浸水防止壁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再

使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形

能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域内

に収まることを確認する。 

なお，止水性能については耐圧・漏水試験で確認する。 

 

(２) 防水壁 

a. 除じん機エリア防水壁 

除じん機エリアに設置する防水壁は，２号炉取水槽での入力津波

高さに対して，取水路から敷地への津波の到達，流入を防止し，

津波防護対象設備が機能喪失しないようにするために２号炉取水

槽に設置するものであり，入力津波高さに対して十分な高さを確

保している。 

除じん機エリア防水壁は津波荷重や地震荷重に対して津波防護

機能が十分に保持できるように以下の方針により設計する。（詳細

な設計方針及び構造成立性の見通しについては，添付資料 30 参

照） 

(a) 構造 

除じん機エリア防水壁は鋼製壁で構成し，基礎ボルトにより取水

槽躯体に固定する。 

除じん機エリア防水壁の配置図を第4.2-4図に，構造図を第4.2-5

図に示す。 
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第4.2-4図 除じん機エリア防水壁配置図 

 

 
第4.2-5図 除じん機エリア防水壁構造図 

 

(b) 荷重組合せ 

除じん機エリア防水壁は防波壁内側の敷地にある２号炉取水槽

の天端に設置するものであることから，設計においてはその設置

状況を考慮し，以下に示す常時荷重，地震荷重，津波荷重の組合

せを考慮する。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 
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「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す

浸水防護重点化範囲への浸水防止を目的に浸水防止壁を設置す

る。設置位置は，２号炉海水ポンプ室補機ポンプエリアである。

２号炉海水ポンプ室浸水防止壁の設置位置を図4.2-10，図4.2-11 

に示す。 

 

 

 

 

浸水防止壁は津波荷重や地震荷重等に対して，浸水防止機能が

十分保持できるよう以下の方針により設計する。 

 

 

また，設計に当たっては，その他自然現象との組合せを適切に考

慮する（添付資料20参照）。 

(c) 荷重の設定 

除じん機エリア防水壁の設計において考慮する荷重は，以下のよ

うに設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮

する。 

ⅳ 余震荷重 

海域活断層に想定される地震による津波の影響を受けないため，

余震荷重を考慮しない。 

(d). 許容限界 

津波防護機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再

使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形

能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域内

に収まることを基本として，津波防護機能を保持していることを

確認する。 

 

b.復水器エリア防水壁 

「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定した

際に，浸水防護重点化範囲であるタービン建物（耐震Ｓクラスの

設備を設置するエリア）への浸水を防止するため，タービン建物

（復水器を設置するエリア）とタービン建物（耐震Ｓクラスの設

備を設置するエリア）の境界に復水器エリア防水壁を設置する。 

復水器エリア防水壁の設置位置を第 4.2-6図に示す。 

 

 

復水器エリア防水壁は津波荷重や地震荷重に対して浸水防止機

能が十分に保持できるように以下の方針により設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，女川 2】 

①の相違 
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ａ．構造 

構造については，今後詳細な検討を行い設定する。 

 

 

ｂ．荷重組合せ 

浸水防止壁の設計においては以下のとおり，常時荷重，地震荷

重，津波荷重及び余震荷重を適切に組み合わせて設計を行う。 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

また，設計に当たっては，地震及び津波以外の自然現象との組

合せを適切に考慮する（添付資料20 参照）。 

 

 

 

ｃ．荷重の設定 

浸水防止壁の設計において考慮する荷重は以下のように設定す

る。 

①常時荷重 

自重等を考慮する。 

②地震荷重 

基準地震動Ss を考慮する。 

③津波荷重 

設置位置における津波高さに基づき算定される水圧を考慮する。 

 

④余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動Sd を適用し，こ

れによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え

方を添付資料23 に示す。 

 

d．許容限界 

浸水防止設備に対する機能保持限界として，地震後，津波後の

再使用性や，津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体の変形

能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域内

 

(a)構造 

復水器エリア防水壁は鋼製壁で構成し，アンカーボルトによりタ

ービン建物躯体に固定する。 

 

(b) 荷重組合せ 

復水器エリア防水壁の設計においては，以下のとおり，常時荷重，

地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

なお，復水器エリア防水壁は，建物内に設置することから，そ

の他自然現象の影響が及ばないため，その他自然現象による荷重

との組合せは考慮しない。（添付資料 20参照）。 

 

 

(c) 荷重の設定 

復水器エリア防水壁の設計において考慮する荷重は，以下のよう

に設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動 Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

ⅳ 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には，余震による地震動として弾性設計用地震動 Sdを適用し，

これによる荷重を余震荷重として設定する。適用にあたっての考

え方を添付資料 22に示す。 

 

(d) 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の

再使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変

形能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域
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(2)水密扉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に収まることを基本として，浸水防止機能を保持していることを

確認する。 

なお，止水性能については耐圧・漏水試験で確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2-10 ２号炉海水ポンプ室浸水防止壁設置位置（平面図） 

 

 

図4.2-11 ２号炉海水ポンプ室浸水防止壁設置位置（Ａ－Ａ断面

図） 

 

(2)水密扉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内に収まることを基本として，浸水防止機能を保持していること

を確認する。 

なお，止水性能については，耐圧・漏水試験で確認する。 

 

 

第 4.2-6図 復水器エリア防水壁 設置位置 

 

 

（３）水密扉 

a. 除じん機エリア水密扉 

除じん機エリア水密扉は，２号炉取水槽での入力津波高さに対し

て，敷地への津波の到達，流入を防止するため，２号炉取水槽に

設置するものであり，入力津波高さに対して十分な高さを確保し

ている。 

除じん機エリア水密扉は津波荷重や地震荷重等に対して浸水防

止機能が十分に保持できるように以下の方針により設計する。（詳

細な設計方針及び構造成立性の見通しについては，添付資料 30参

照） 

なお，水密扉の運用管理については添付資料 23に示す。 

(a) 構造 

除じん機エリア水密扉は鋼製部材により構成し，扉枠は基礎ボル

トにより取水槽躯体に固定する。また，扉体又は扉枠に止水ゴム

等を取り付けることで浸水を防止する構造とする。 

除じん機エリア水密扉の配置図を第 4.2-7 図に，構造例を第

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【女川 2】 

① 相違 
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4.2-8図に示す。 

 

第 4.2-7図 除じん機エリア水密扉配置図 

 

第 4.2-8図 除じん機エリア水密扉構造例 
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「2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す

浸水防護重点化範囲への浸水経路，浸水口となり得る扉部に対し

て，浸水防止設備として水密扉を設置する。 

水密扉の設置位置は添付資料14に示す。 

 

 

 

水密扉は津波荷重や地震荷重等に対して浸水防止機能が十分に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取放水路を流入経路とした津波により浸水する区画と設計基準

対象施設の津波防護対象施設を内包する建屋及び区画とを接続す

る経路上に浸水防止設備として水密扉を設置する。設置位置は，

３号炉海水熱交換器建屋補機ポンプエリアから３号炉海水熱交換

器建屋取水立坑へのアクセス用入口である。３号炉海水熱交換器

建屋取水立坑入口水密扉設置位置を図4.2-4に示す。 

 

水密扉は津波荷重や地震荷重等に対して，浸水防止機能が十分

(b) 荷重組合せ 

除じん機エリア水密扉の設計においては，以下のとおり，常時荷

重，地震荷重及び津波荷重を適切に組合せて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

また，設計に当たっては，その他自然現象との組合せを適切に考

慮する（添付資料20参照）。 

(c) 荷重の設定 

除じん機エリア水密扉の設計において考慮する荷重は，以下のよ

うに設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮

する。 

ⅳ 余震荷重 

海域活断層に想定される地震による津波の影響を受けないため，

余震荷重を考慮しない。 

(d) 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再

使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形

能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域内

に収まることを確認する。 

なお，止水性能については耐圧・漏水試験で確認する。 

 

 b. 復水器エリア水密扉 

「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定した

際に，浸水防護重点化範囲であるタービン建物（耐震Ｓクラスの

設備を設置するエリア）への浸水を防止するため，タービン建物

（復水器を設置するエリア）とタービン建物（耐震Ｓクラスの設

備を設置するエリア）の境界に復水器エリア水密扉を設置する。 

復水器エリア水密扉の設置位置を第 4.2-9図に示す。 

復水器エリア水密扉は津波荷重や地震荷重に対して浸水防止機

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，女川 2】 

 ①の相違 
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保持できるように以下の方針により設計する。 

なお，水密扉の運用管理については添付資料33に示す。 

 

 

 

 

 

 

a.構造 

水密扉は，板材，補強材，扉枠等の鋼製部材により構成し，扉

枠はアンカーボルトにより建屋躯体に固定する。また，扉枠にパ

ッキンを取り付けることで浸水を防止する構造とする。 

水密扉の構造例を第4.2-3図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保持できるよう以下の方針により設計する、 

 

 

なお，水密扉の運用管理については添付資料25に示す。 

 

 

 

 

a.構造 

水密扉は，扉板，補強材，扉枠，カンヌキ，ヒンジ等の鋼製部

材により構成し，扉枠はアンカーボルトにより建屋躯体に固定す

る。また，扉枠にパッキンを取り付けることで浸水を防止する構

造とする。水密扉構造例を図4.2-5に示す。 

 

 

 

図4.2-4 ３号炉海水熱交換器建屋取水立坑入口水密扉設置位置

図 

 

能が十分に保持できるように以下の方針により設計する。 

 

 

なお，水密扉の運用管理については，添付資料 23に示す。 

 

 

 

 

(a) 構造 

復水器エリア水密扉は板材，補強材，扉枠等の鋼製部材により

構成し，扉枠はアンカーボルトにより建物躯体等に固定する。ま

た，扉枠にパッキンを取りつけることで浸水を防止する構造とす

る。水密扉の構造例を第 4.2-10 図に示す。

 

 

第 4.2-9図 復水器エリア水密扉 設置位置 
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第4.2-3図 水密扉の構造例 

 

 

 

 

 

 

図4.2-5水密扉構造例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2-10図 水密扉の構造例 
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b.荷重組合せ 

水密扉の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重，

津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行う。 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

なお，水密扉は，建屋内に設置することから，その他自然現象

の影響が及ばないため，その他自然現象による荷重との組合せは

考慮しない。(添付資料27参照) 

 

 

c.荷重の設定 

水密扉の設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。 

 

○常時荷重 

自重等を考慮する。 

○地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

○津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

○余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し，こ

れによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え

方を添付資料30に示す。 

 

d.許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の

再使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変

形能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域

内に収まることを確認する。 

 

なお，止水性能については耐圧・漏水試験で確認する。 

 

b.荷重組合せ 

３号炉海水熱交換器建屋水密扉の設計においては以下のとお

り，常時荷重，地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組み合

わせて設計を行う。 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋津波荷重+余震荷重 

また，設計に当たっては，地震及び津波以外の自然現象との組

合せを適切に考慮する(添付資料20参照)。 

 

 

c.荷重の設定 

水密扉の設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。 

 

①常時荷重 

自重等を考慮する。 

②地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する、 

③津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

④余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し，こ

れによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え

方を添付資料23に示す。 

 

d.許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の

再使用性や，津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体の変形

能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域内

に収まることを基本として，浸水防止機能を保持していることを

確認する。 

なお，止水性能については耐圧・漏水試験で確認する。 

 

 

(b) 荷重組合せ 

復水器エリア水密扉の設計においては，以下のとおり，常時荷

重，地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行

う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

なお，復水器エリア水密扉は，建物内に設置することから，そ

の他自然現象の影響が及ばないため，その他自然現象による荷重

との組合せは考慮しない。（添付資料 20参照）。 

 

(c) 荷重の設定 

復水器エリア水密扉の設計において考慮する荷重は，以下のよ

うに設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動 Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

ⅳ 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には，余震による地震動として弾性設計用地震動 Sdを適用し，

これによる荷重を余震荷重として設定する。適用にあたっての考

え方を添付資料 22に示す。 

 

(d) 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の

再使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変

形能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域

内に収まることを基本として，浸水防止機能を保持していること

を確認する。 

なお，止水性能については耐圧・漏水試験で確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

334



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 女川原子力発電所 ２号炉（2019.9.19版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

第4.2-4図 水密扉の耐圧・漏水試験例 

 

【ここまで】 
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(5)床ドレンライン浸水防止治具 

 

 

 

 

「2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す

浸水防護重点化範囲への浸水経路，浸水口となり得る床ドレンラ

イン部に対して，浸水防止設備として床ドレンライン浸水防止治

具を設置する。床ドレンライン浸水防止治具の実施範囲は添付資

料14に示す。 

床ドレンライン浸水防止治具は閉止治具（閉止キャップ及び閉

止栓），フロート式止水治具及び逆止弁式止水治具に分類でき，

床ドレンラインの要求事項（排水機能の要否等）により適切な治

具を選択し設置する。 

 

これらの浸水防止治具の設計においては，以下のとおり，常時

荷重，地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を

行う。 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

なお，床ドレンライン浸水防止治具は，建屋内に設置すること

から，その他自然現象の影響が及ばないため，その他自然現象に

よる荷重との組合せは考慮しない。(添付資料27参照) 

 

 

 

ここで，床ドレンライン浸水防止治具の設計において考慮する

荷重は，以下のように設定する。 

○常時荷重 

自重等を考慮する。 

○地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

○津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

（６）逆止弁付ファンネル 

設計基準対象施設の津波防護対象施設の設置エリアである，２

号炉海水ポンプ室補機ポンプエリア床面に11 箇所，３号炉海水熱

交換器建屋補機ポプエリア床面に９箇所設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逆止弁付ファンネルの設計においては以下のとおり，常時荷重，

地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組み合わせて設計を行

う。 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

また，設計に当たっては，地震及び津波以外の自然現象との組

合せを適切に考慮する（添付資料20 参照）。 

 

 

 

 

逆止弁付ファンネルの設計において考慮する荷重は，以下のよ

うに設定する。 

①常時荷重 

自重等を考慮する。 

②地震荷重 

基準地震動Ss を考慮する。 

③津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

（４）床ドレン逆止弁 

津波防護対象設備を設置する区画である取水槽の床面高さ

EL1.1mに対し，取水槽の入力津波高さがEL10.5mであることから，

取水槽海水ポンプエリア及び循環水ポンプエリアへの津波の流入

を防止するため，浸水防止設備として逆止弁を設置する。 

 また，「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」

に示す浸水防護重点化範囲への浸水経路，浸水口となり得る床ド

レンライン部に対して，浸水防止設備として逆止弁を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

床ドレン逆止弁の設計においては，以下のとおり，常時荷重，

地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行う。 

 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

また，設計にあたっては，その他自然現象との組合せを適切に

考慮する（添付資料20参照）。 

 

 

 

 

床ドレン逆止弁の設計において考慮する荷重は，以下のように

設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を

考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，女川 2】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，フロート

式逆止弁のみを採用。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の設置箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の逆止弁設

置箇所は屋内・屋外にあ

るため，屋外について

は，自然現象を考慮す

る。 

 

336



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 女川原子力発電所 ２号炉（2019.9.19版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

○余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には，余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し，

これによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての考

え方を添付資料30に示す。 

 

 

 

また，上記荷重の組合せに対して，各浸水防止治具の浸水防止

機能が十分保持できるよう，それぞれ以下の方針により設計する。 

 

 

 

b.フロート式止水治具 

フロート式止水治具は，逆流方向に対して浸水防止要求があり，

溢水発生時に排水を期待するファンネルに対して適用する。 

同治具は，以下のとおり設計する。 

 

(a)構造 

フロート式止水治具は，フロートを内包した鋼製の治具であり，

フロートが水の浮力により上昇し，開口部を閉鎖することで床ド

レンラインからの逆流を防止する構造とする。 

フロート式止水治具の外観及び構造例を第4.2-17図に示す。 

 

 

 

 

 

第4.2-17図 フロート式止水治具の外観及び構造例 

 

 

④余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動Sd を適用し，こ

れにる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え方

を添付資料23 に示す。 

 

 

 

また，上記荷重の組合せに対して，各止水構造の浸水防止機能

が十分に保持できるよう，それぞれ以下の方針により設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．形状（寸法），材質，構造 

逆止弁付ファンネルの構造を図4-2-22 に示す。また，逆止弁付

ファンネルの仕様を表4.2-5 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2-22 逆止弁付ファンネルの構造 

 

 

ⅳ 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具

体的には，余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用

し，これによる荷重を余震荷重として設定する。適用にあたっ

ての考え方を添付資料22に示す。 

 

 

 

また，上記荷重の組合せに対して，床ドレン逆止弁の浸水防止

機能が十分に保持できるよう，それぞれ以下の方針により設計す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

a. 構造 

床ドレン逆止弁は，鋼製の構造物であり，フロートが水の

浮力により上昇し，開口部を閉鎖することで津波の流入を防

止する構造とする。 

構造例を第4.2-11図に示す。 

 

 

第4.2-11図 床ドレン逆止弁の構造の例 
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(b)耐圧性及び水密性 

設置箇所で想定される浸水に対して，浸水防止機能が保持でき

ることを，実機を模擬した耐圧・漏水試験により確認する。 

実機模擬試験の例を第4.2-18図に示す。 

 

 

 

 

 

第4.2-18図 実機模擬耐圧・漏水試験例（フロート式止水治具） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4.2-5 逆止弁付ファンネルの仕様 

 

ｂ．水密性 

床面下部からの流入に対しては弁体が押し上げられ，弁座に密着

することで漏水を防止する。なお，止水性能については耐圧・漏

水試験で確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 耐圧性及び水密性 

床ドレン逆止弁は，床面下部からの流入に対してフロートが

押し上げられ，弁座に密着することで漏水を防止する。 

また，溢水時には溢水を当該エリア外へ排出する。逆止弁が

十分な水密性をもっていることを試験で確認する。試験概要を

第4-2-12図に示す。 

 

 

 

 

第 4.2-12図 逆止弁の試験概要 
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(c)耐震性 

基準地震動Ssに対して，浸水防止機能が保持できることを評価

または加振試験により確認する。 

加振試験の例を第4.2-19図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.2-19図 加振試験例（フロート式止水治具） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．耐震性 

基準地震動Ss に対して，浸水防止機能が保持できることを評価

または加震試験により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 耐震性 

基準地震動Ssに対して，浸水防止機能が保持できることを評

価または加振試験により確認する。 

加振試験の例を第4.2-13図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2-13図 加振試験例（逆止弁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■加振試験条件 

・水平方向振動周波数：20Hz 

・水 平 方 向 加 速 度：6.0G 

・鉛直方向振動周波数：20Hz 

・鉛 直 方 向 加 速 度：6.0G 

・加 振 時 間：５分間 
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（５）隔離弁 

a.電動弁

「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す

地震による配管損傷後に，浸水防護重点化範囲への浸水経路とな

り得るタービン補機海水ポンプ出口に電動弁（以下「タービン補

機海水ポンプ出口弁という。」）を設置する。電動弁は，インター

ロックの動作による自動閉とし，インターロックに係る設備は，

浸水防護重点化範囲（耐震 S クラスの設備を内包する建物）への

津波の流入を防止する重要な設備であり，津波襲来前に確実に閉

止するため，重要安全施設（MS-1）相当として設計し，多重化・

多様化を図る。 

タービン補機海水ポンプ出口弁は津波荷重や地震荷重に対して

浸水防止機能が十分に保持できるように以下の方針により設計す

る。 

(a) 構造

タービン補機海水ポンプ出口弁は，当該配管損傷後，取水路か

ら浸水防護重点化範囲であるタービン建物（耐震Ｓクラスの設備

を設置するエリア）に津波が浸水することを防止するため，ター

ビン補機海水ポンプ出口に設置する。設置位置を第 4.2-14図に示

す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，女川 2】 

①の相違
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第 4.2-14図 タービン補機海水ポンプ出口弁 設置位置 

 

(b) 荷重組合せ 

タービン補機海水ポンプ出口弁の設計においては，以下のとお

り，常時荷重，地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せ

て設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

また，設計に当たっては，その他自然現象との組合せを適切に

考慮する（添付資料20参照）。 

 

(c) 荷重の設定 

タービン補機海水ポンプ出口弁の設計において考慮する荷重

は，以下のとおり設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

  

  

  
 

：ＴＳＷポンプ出口弁
：配管（点線部は埋設配管を示す）

R

H

T

C

Ｊ

：原子炉補機海水ポンプ
：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ
：タービン補機海水ポンプ
：循環水ポンプ
：除じんポンプ

341



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 女川原子力発電所 ２号炉（2019.9.19版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

ⅳ 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し,こ

れによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え

方を添付資料22に示す。 

 

(d) 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の

再使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変

形能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域

内に収まることを確認する。なお，止水性能については耐圧・漏

水試験で確認する。 

 

 b.逆止弁 

 「2.4 重量な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す

地震による配管損傷後に，浸水防護重点化範囲への浸水経路とな

り得るタービン補機系放水配管及び液体廃棄物処理系排水配管に

浸水防止設備として逆止弁を設置する。 

タービン補機系放水配管及び液体廃棄物処理系配管逆止弁は津

波荷重や地震荷重に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう

に以下の方針により設計する。 

 

 

(a) 構造 

 タービン補機系放水配管及び液体廃棄物処理系配管逆止弁は，

当該配管損傷後，放水路から浸水防護重点化範囲であるタービン

建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に津波が浸水する

ことを防止するため，タービン補機海水系放水配管及び液体廃棄

物処理系排水配管に設置する。設置位置を第4.2-15図に示す。 
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第4.2-15図 タービン補機海水系放水配管逆止弁及び液体廃棄物

処理系配管逆止弁 設置位置 

 

(b) 荷重組合せ 

 タービン補機海水系放水配管及び液体廃棄物処理系配管逆止弁

の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重，津波荷

重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

また，設計に当たっては，その他自然現象との組合せを適切に

考慮する（添付資料20参照）。 

 

(c) 荷重の設定 

 タービン補機海水系放水配管及び液体廃棄物処理系配管逆止弁

の設計において考慮する荷重は，以下のとおり設定する。 

 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

 

 

：逆止弁
：原子炉補機海水系放水配管
：タービン補機海水系配管
：液体廃棄物処理系排水配管

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

放水槽
タービン建物

原子炉建物

原子炉建物へ

原子炉建物より

原子炉建物より

復
水
器

TCW熱交
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ⅳ 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し,こ

れによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え

方を添付資料22に示す。 

 

(d)  許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の

再使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変

形能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域

内に収まることを確認する。 

なお，止水性能については耐圧・漏水試験で確認する。 

 

(６) 貫通部止水処置 

「2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す

浸水防護重点化範囲への浸水経路，浸水口となり得る貫通口部等

に対して，浸水防止設備として貫通部止水処置を実施する。貫通

部止水処置の実施範囲及び実施例は添付資料11に示す。 

貫通部止水処置は，第4.2-2表に示す充てん構造（シリコン），

ブーツ構造（ラバーブーツ），及び充てん構造（モルタル）に分類

でき，貫通部の形状等に応じて適切な止水構造を選択し実施する。 

これらの止水処置の設計においては，以下に示すとおり，常時

荷重，地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を

行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

また，設計に当たっては，その他自然現象との組合せを適切に

考慮する。（添付資料20参照） 

ここで，貫通部止水処置の設計において考慮する荷重は，以下

のように設定する。 

(a)常時荷重 

自重等を考慮する。 

(b)地震荷重 

基準地震動Ssを考慮する。 

(c)津波荷重 
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設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

(d)余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し，こ

れによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての考え

方を添付資料22に示す。 

また，上記荷重の組合せに対して，各止水構造の浸水防止機能

が十分に保持できるよう，それぞれ以下の方針により設計する。 

 

第 4.2-2表 止水構造 

 

a. 充てん構造（シリコン） 

(a) 構造 

充てん構造（シリコン）は貫通口と貫通物の間の隙間に，鋼板に

よる補強板を設けた上でシリコンを充てんすることにより止水す

る構造である。 

本構造の概要を第4.2-16図に示す。 

345



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 女川原子力発電所 ２号炉（2019.9.19版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

第4.2-16図 充てん構造（シリコン）の概要 

 

(b) 水密性 

耐圧性は補強板及びシリコンが担い，シリコンにより水密性を確

保することを基本としており，設置箇所で想定される浸水に対し

て，浸水防止機能が保持できることを，実機を摸擬した耐圧・漏

水試験により確認する。 

実機模擬試験の例を第4.2-17図に示す。 

 

 
【試験体寸法】 

スリーブ径［A］50,150,250 

施工幅[mm] 40,150 

【試験体数】 

各組合せ6体  

【試験方法】 

試験装置に注水後，水により加圧 

試験圧力（0.11MPa），保持時間15分 

第 4.2-17図 実機模擬試験例 
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(c) 耐震性 

シリコンは伸縮性に優れたシール材であり，配管の貫通部に適用

するシール材の耐震性を満足させるために，貫通部近傍に支持構

造物を設置することとしており，配管等の変位追従性に優れた構

造となっていることから，地震によりシリコンの健全性が損なわ

れることはない。 

b. ブーツ構造（ラバーブーツ） 

(a) 構造 

ブーツ構造（ラバーブーツ）はブーツと締付バンドにて構成され，

高温配管等の熱膨張変位及び地震時の変位を吸収できるよう伸縮

性ゴムを用い，壁面に溶接した取付用座と配管に締付バンドにて

締結する。 

本構造の概要を第4.2-18図に示す。 

 

 

 

第4.2-18図 ブーツ構造の概要 

 

(b) 水密性 

伸縮性のあるシールカバーを貫通口と貫通物の隙間に設置する

ことで，耐圧性及び水密性を確保することを基本としており，設

置箇所で想定される浸水に対して，浸水防止機能が保持できるこ

とを，第4.2-19図に示す実機を模擬した耐圧・漏水試験により確

認する。 

実機模擬試験の例を第4.2-3表，第4.2-4表に示す。 
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【試験方法】 

ラバーブーツ内側・外側から水により加圧 

第4.2-19図 実機模擬試験例 

 

第4.2-3表 実機模擬試験（型式１） 

 

 

第4.2-4表 実機模擬試験（型式２） 

 

 

(c) 耐震性 

ラバーブーツについては，伸縮性ゴムを使用しており，配管等の

変位追従性に優れた構造となっていることから，地震によりラバ

ーブーツの健全性が損なわれることはない。 

 

ｃ. 充てん構造（モルタル） 

(a) 構造 

モルタルは，貫通口と貫通物の間の隙間にモルタルを充てんする

ことにより止水する構造とし，充てん硬化後は，貫通部内面，配

管等の外面と一定の付着力によって結合される。 
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本構造の概要を第4.2-20図に示す。 

 

 

第4.2-20図 充てん構造（モルタル）の概要 

 

(b) 水密性 

貫通部の止水処置として使用するモルタルについて，性能試験等

により，止水性能を確認した。 

貫通部の止水処置に用いるモルタルについては，以下のとおり静

水圧に対し十分な耐性を有していることを確認している。モルタ

ルの評価概要を第4.2-21図に示す。 

 

【検討条件】 

・スリーブ径：D［mm］ 

・モルタルの充填深さ：L［mm］ 

・配管径：d［mm］ 

・モルタル許容付着強度※：2.0［N/mm2］ 

・静水圧：0.2［N/mm2］（保守的に 20m相当の静水圧を想定） 

※「鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説 2010」による。 
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第 4.2-21図 モルタル評価概要図 

 

○評価方法 

① モルタル部分に作用する水圧荷重（P1） 

静水圧がモルタル部分に作用したときに生じる荷重は以下の

とおり。 

 

P1［N］＝0.2［N/mm2］×（π×（D2-d2）／4）［mm2］ 

 

② モルタルの許容付着荷重（P2） 

静水圧がモルタル部分に作用したときに，モルタルが耐える

限界の付着荷重は以下のとおり。 

 

P2［N］＝2.0［N/mm2］×（π×（D+d）×L）［mm2］ 

 

モルタルの付着強度は，付着面積及び充填深さに比例する

ため，ここでは，保守的に貫通部に配管がない状態（d=0）を

想定し評価を行った。 

 

静水圧に対して止水性能を確保するためには，P1≦P2であ

るため，以下のように整理できる。 

 

0.03×D［mm］≦ L［mm］ 
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上式より，モルタル施工個所が止水性能を発揮するために

は，貫通スリーブ径の3％以上の充填深さが必要である。 

例えば400mmの貫通スリーブに対して，約12mm以上の充填深

さが必要であるが，実機における対象貫通部の最小厚さ200mm

に対し，モルタルは壁厚さと同程度の厚さで充填されている

ことを踏まえると，止水性能は十分に確保できる。 

 

(c) 耐震性 

貫通口内に貫通部が存在する構造では，基準地震動Ssによりモル

タル充てん部に発生する配管反力がモルタルの許容圧縮強度及び

許容付着強度以下であることを確認する。 
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4.4施設・設備等の設計・評価に係る検討事項 

(1)津波防護施設，浸水防止設備等の設計における検討事項 

【規制基準における要求事項等】 

津波防護施設，浸水防止設備の設計及び漂流物に係る措置に当

たっては，次に示す方針（津波荷重の設定，余震荷重の考慮，津

波の繰返し作用の考慮）を満足すること。 

 

●各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重（浸水高，波力・

波圧，洗掘力，浮力等）について，入力津波から十分な余裕を

考慮して設定すること。 

 

●サイトの地学的背景を踏まえ，余震の発生の可能性を検討する

こと。 

 

●余震発生の可能性に応じて余震による荷重と入力津波による荷

重との組合せを考慮すること。 

 

●入力津波の時刻歴波形に基づき，津波の繰返し襲来による作用

が津波防護機能，浸水防止機能へ及ぼす影響について検討する

こと。 

 

【検討方針】 

津波防護施設，浸水防止設備の設計及び漂流物に係る措置に当

たり，津波荷重の設定，余震荷重の考慮，津波の繰返し作用の考

慮に関して次に示す方針を満足していることを確認する。 

 

 

●各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重（浸水高，波力・

波圧，洗掘力，浮力等）について，入力津波から十分な余裕を

考慮して設定する。 

 

●サイトの地学的背景を踏まえ，余震の発生の可能性を検討する。 

 

●余震発生の可能性に応じて余震による荷重と入力津波による荷

重との組合せを考慮する。 

 

3.4 施設・設備の設計・評価に係る検討事項 

3.4.1 津波防護施設，浸水防止設備等の設計における検討事項 

【規制基準における要求事項等】 

津波防護施設，浸水防止設備の設計及び漂流物に係る措置に当た

っては，次に示す方針（津波荷重の設定，余震荷重の考慮，津波

の繰返し作用の考慮）を満足すること。 

 

・各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重（浸水高，波力・

波圧，洗掘力，浮力等）について，入力津波から十分な余裕を考

慮して設定すること。 

 

・サイトの地学的背景を踏まえ，余震の発生の可能性を検討する

こと。 

 

・余震発生の可能性に応じて余震による荷重と入力津波による荷

重との組合せを考慮すること。 

 

・入力津波の時刻歴波形に基づき，津波の繰返し襲来による作用

が津波防護機能，浸水防止機能へ及ぼす影響について検討するこ

と。 

 

【検討方針】 

津波防護施設，浸水防止設備の設計及び漂流物に係る措置に当

たり，津波荷重の設定，余震荷重の考慮，津波の繰返し作用の考

慮に関して，次に示す方針を満足していることを確認する（【検

討結果】参照）。 

 

・各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重（浸水高，波力・

波圧，洗掘力，浮力等）について，入力津波から十分な余裕を考

慮して設定する。 

 

・サイトの地学的背景を踏まえ，余震の発生の可能性を検討する。 

 

・余震発生の可能性に応じて，余震による荷重と入力津波による

荷重との組合せを考慮する。 

 

4.4 施設・設備等の設計・評価に係る検討事項 

(1) 津波防護施設，浸水防止設備等の設計における検討事項 

【規制基準における要求事項等】 

津波防護施設，浸水防止設備の設計及び漂流物に係る措置に当

たっては，次に示す方針（津波荷重の設定，余震荷重の考慮，津

波の繰返し作用の考慮）を満足すること。 

 

・各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重（浸水高，波

力・波圧，洗掘力，浮力等）について，入力津波から十分な

余裕を考慮して設定すること。 

 

・サイトの地学的背景を踏まえ，余震の発生の可能性を検討す

ること。 

 

・余震発生の可能性に応じて余震による荷重と入力津波による

荷重との組合せを考慮すること。 

 

・入力津波の時刻歴波形に基づき，津波の繰返し襲来による作

用が津波防護機能，浸水防止機能へ及ぼす影響について検討

すること。 

 

【検討方針】 

津波防護施設，浸水防止設備の設計及び漂流物に係る措置に当

たり，津波荷重の設定，余震荷重の考慮，津波の繰返し作用の考

慮に関しては次に示す方針を満足していることを確認する。 

 

 

・各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重（浸水高，波力・

波圧，洗掘力，浮力等）について，入力津波から十分な余裕を

考慮して設定する。 

 

・サイトの地学的背景を踏まえ，余震の発生の可能性を検討する。 

 

・余震発生の可能性に応じて余震による荷重と入力津波による荷

重との組合せを考慮する。 
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●入力津波の時刻歴波形に基づき，津波の繰返しの襲来による作

用が津波防護機能，浸水防止機能へ及ぼす影響について検討す

る。

【検討結果】 

津波荷重の設定，余震荷重の考慮及び津波の繰返し作用の考慮

のそれぞれについては，以下のとおりとしている。 

a.津波荷重の設定

津波荷重の設定について，以下の不確かさを考慮する。

●入力津波が有する数値計算上の不確かさ

●各施設・設備等の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程に

介在する不確かさ

b.余震荷重の考慮

柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉の耐津波設計では，津波の

波源の活動に伴い発生する余震による荷重を考慮する。 

具体的には，柏崎刈羽原子力発電所周辺の地学的背景を踏まえ，

弾性設計用地震動Sdを6号及び7号炉の耐津波設計で考慮する余震

による地震動として適用し，これによる荷重を設計に用いる。適

用に当たっての考え方を添付資料30に示す。 

各施設，設備の設計に当たっては，その個々について津波によ

る荷重と余震よる荷重の重畳の可能性，重畳の状況を検討し，そ

れに基づき入力津波による荷重と余震による荷重とを適切に組み

合わせる。各施設，設備の設計における具体的な荷重の組合せに

ついては，本章の4.1～4.3節に示したとおりである。 

・入力津波の時刻歴波形に基づき，津波の繰返しの襲来による作

用が津波防護機能，浸水防止機能へ及ぼす影響について検討する。 

【検討結果】 

津波荷重の設定，余震荷重の考慮及び津波の繰返し作用の考慮に

ついて，以下に示す。 

(1) 津波荷重の設定

津波荷重の設定については，以下の不確かさを考慮する。 

・入力津波が有する数値計算上の不確かさ

・各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程に介

在する不確かさ 

(2) 余震荷重の考慮

  余震荷重と基準津波の荷重の組合せを考慮すべき施設・設備

の設計に当たっては，余震による地震荷重を定義して考慮する。

添付資料２８耐津波設計における余震荷重と津波荷重の組合せ

について考え方を示す。 

・入力津波の時刻歴波形に基づき，津波の繰返しの襲来による作

用が津波防護機能，浸水防止機能へ及ぼす影響について検討する。 

【検討結果】 

津波荷重の設定，余震荷重の考慮及び津波の繰返し作用の考慮

のそれぞれについては，以下のとおりとしている。 

a.津波荷重の設定

津波荷重の設定について，以下の不確かさを考慮する。

・入力津波が有する数値計算上の不確かさ

・各施設・設備等の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程に

介在する不確かさ 

b.余震荷重の考慮

島根原子力発電所の耐津波設計では，津波の波源の活動に伴

い発生する余震による荷重を考慮する。 

具体的には，島根原子力発電所周辺の地学的背景を踏まえ，

弾性設計用地震動Sdを２号炉の耐津波設計で考慮する余震によ

る地震動として適用し，これによる荷重を設計に用いる。適用

に当あたっての考え方を添付資料22に示す。 

各施設，設備の設計にあたっては，その個々について津波に

よる荷重と余震による荷重の重畳の可能性，重畳の状況を検討

し，それに基づき入力津波による荷重と余震による荷重とを適

切に組み合せる。各施設，設備の設計における具体的な荷重組

み合わせについては，本章の4.1～4.3節に示したとおりである。 
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c.津波の繰返し作用の考慮

津波の繰返し作用の考慮については，漏水，二次的影響（砂移

動等）による累積的な作用または経時的な変化が考えられる場合

は，時刻歴波形に基づき，非安全側とならない検討をしている。

具体的には，以下のとおりである。 

●循環水系機器・配管損傷による津波浸水量について，入力津波

の時刻歴波形に基づき，津波の繰返しの襲来を考慮している。

●基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積については，基準

津波に伴う砂移動の数値シミュレーションにおいて，津波の繰

返しの襲来を考慮している。

●基準津波に伴う取水口付近を含む敷地前面及び敷地近傍の寄せ

波及び引き波の方向を分析した上で，漂流物の可能性を検討し，

取水口を閉塞するような漂流物は発生しないことを確認してい

る。

(2) 漂流物による波及的影響の検討

【規制基準における要求事項等】 

津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建物・構

築物，設置物等が破損，倒壊，漂流する可能性について検討する

こと。 

上記の検討の結果，漂流物の可能性がある場合には，防潮堤等

の津波防護施設，浸水防止設備に波及的影響を及ぼさないよう，

漂流防止装置または津波防護施設・設備への影響防止措置を施す

こと。 

【検討方針】 

発電所敷地内及び近傍において建物・構築物，設置物等が破損，

倒壊，漂流する可能性について検討する。 

上記の検討の結果，漂流物の可能性がある場合には，津波防護

施設，浸水防止設備に波及的影響を及ぼさないよう，漂流防止装

置または津波防護施設・設備への影響防止措置を施す。 

(3) 津波の繰返し作用の考慮

津波の繰返し作用の考慮については，漏水，二次的影響（砂

移動等）による累積的な作用又は経時的な変化が考えられる場

合は，時刻歴波形に基づき，安全性を有する検討をしている。

具体的には，以下のとおりである。 

・基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積については，基準

津波に伴う砂移動の数値シミュレーションにおいて，津波の繰返

しの襲来を考慮している。 

・基準津波に伴う取水口付近を含む敷地前面及び敷地近傍の寄せ

波及び引き波の方向を分析した上で，漂流物の可能性を検討し，

取水口の閉塞するような漂流物は発生しないことを確認してい

る。 

3.4.2 漂流物による波及的影響の考慮 

【規制基準における要求事項等】 

津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建物・構

築物，設置物等が破損，倒壊，漂流する可能性について検討する

こと。 

上記の検討の結果，漂流物の可能性がある場合には，防潮堤等

の津波防護施設，浸水防止設備に波及的影響を及ぼさないよう，

漂流防止装置又は津波防護施設・設備への影響防止措置を施すこ

と。 

【検討方針】 

津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において，建物・

構築物，設置物等が破損，倒壊，漂流する可能性について検討す

る。 

上記の検討の結果，漂流物の可能性がある場合には，津波防護

施設である防潮堤，防潮扉，放水路ゲート,構内排水路逆流防止設

備及び貯留堰に波及的影響を及ぼさないことを確認する（【検討

結果】参照）。 

c.津波の繰返し作用の考慮

津波の繰返し作用の考慮については，漏水，二次的影響（砂

移動等）による累積的な作用または経時的な変化が考えられる

場合は，時刻歴波形に基づき，非安全側とならない検討をして

いる。具体的には，以下のとおりである。 

・循環水系機器・配管損傷による津波浸水量について，入力津波

の時刻歴波形に基づき，津波の繰返しの襲来を考慮している。 

・基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積については，基準

津波に伴う砂移動の数値シミュレーションにおいて，津波の繰返

しの襲来を考慮している。 

・基準津波に伴う取水口付近を含む敷地前面及び敷地近傍の寄せ

波及び引き波の方向を分析した上で，漂流物の可能性を検討し，

取水口を閉塞するような漂流物は発生しないことを確認してい

る。 

(2)漂流物による波及的影響の検討

【規制基準における要求事項等】 

津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建物・構

築物，設置物等が破損，倒壊，漂流する可能性について検討する

こと。 

上記の検討の結果，漂流物の可能性がある場合には，防潮堤等

の津波防護施設，浸水防止設備に波及的影響を及ぼさないよう，

漂流防止装置または津波防護施設・設備への影響防止措置を施す

こと。 

【検討方針】 

発電所敷地内及び近傍において建物・構築物，設置物等が破損，

倒壊，漂流する可能性について検討する。 

上記の検討の結果，漂流物の可能性がある場合には，津波防護

施設，浸水防止設備に波及的影響を及ぼさないよう，漂流防止装

置または津波防護施設・設備への影響防止措置を施す。 
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【検討結果】 

6 号及び7 号炉では，基準津波による遡上域を考慮した場合に

漂流物による波及的影響を考慮すべき津波防護施設，浸水防止設

備としては，津波防護施設として位置付けて設計を行う海水貯留

堰が挙げられる。 

海水貯留堰の設計においては，2.5節における「(2)津波の二次

的な影響による非常用海水冷却系の機能保持確認」の「c.基準津

波に伴う取水口付近の漂流物に対する通水性確保」で抽出した，

海水貯留堰に衝突する可能性のある漂流物の衝突荷重を考慮し，

海水貯留堰の海水貯留機能に波及的影響が及ばないことを確認す

る。 

【検討結果】 

基準津波による遡上域を考慮した場合の漂流物による波及的影

響を考慮すべき津波防護施設，浸水防止設備としては，津波防護

施設として位置付けて設計を行う防潮堤，防潮扉，放水路ゲート,

構内排水路逆流防止設備及び貯留堰が挙げられる。 

このため，漂流物による衝突荷重は，「2.5(2) (4) 基準津波に

伴う津波防護施設等の健全性確保及び取水口付近の漂流物に対す

る取水性確保」において抽出したもののうち，最も重量の大きい

総トン数5t（排水トン数15t）の漁船を考慮して設定する。また，

常時荷重，津波荷重，余震荷重及び自然現象による荷重との組合

せを適切に考慮した上で，防潮堤及び防潮扉の津波防護機能，貯

留堰の貯水機能に波及的影響を及ぼさないことを確認する。 

【検討結果】 

２号炉では，基準津波による遡上域を考慮した場合に漂流物に

よる波及的影響を考慮すべき津波防護施設，浸水防止設備として

は，津波防護施設として位置付けて設計を行う防波壁，防波扉が

挙げられる。 

防波壁，防波扉の設計においては，2.5節における「2.5.2津波

の二次的な影響による非常用海水冷却系の機能保持確認」の「(3)

基準津波に伴う取水口付近の漂流物に対する通水性確保」で抽出

した，防波壁及び防波扉に衝突する可能性のある漂流物の衝突荷

重を考慮し，防波壁，防波扉の津波防護機能に波及的影響が及ば

ないことを確認する。 

燃料等輸送船が漂流した場合は，取水口に到達する可能性が否

定できないことから，燃料等輸送船を漂流させない対策として船

舶の係留索を固定する係船柱について漂流防止装置として設置す

る。また，漂流防止装置は，津波による波力を考慮して設計する。 

・津波防護対策の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

・津波防護対策の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は燃料等輸

送船を漂流させないた

めの係船柱を漂流防止

装置とする旨記載。 

355



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

添付資料21 

燃料等輸送船の係留索の耐力について 

 

21.1 概要 

燃料等輸送船（以下，「輸送船」という。）は，津波警報等発

令時，原則，緊急退避するが，津波流向及び物揚場と取水口との

位置関係を踏まえ，短時間に津波が襲来する場合を考慮し，係留

索の耐力について評価を実施する。 

 

 

係留索については，船舶の大きさから一定の算式によって計算

される数値（艤装数）に応じた仕様（強度，本数）を有するもの

を備えることが，日本海事協会（NK）の鋼船規則において定めら

れている。 

本書では，輸送船が備えている係留索の係留力及び津波による

流圧力を石油会社国際海事評議会OCIMF（Oil Companies 

International Maritime Forum）刊行“MooringEquipment 

Guidelines”の手法を用いて算出し，耐力評価を行う。なお，同

書は船舶の係留方法・係留設備に関わる要求事項を規定するもの

であり，流圧力の評価については大型タンカーを主たる適用対象

とするものであるが，輸送船は大型タンカーと同じ1 軸船であり，

水線下の形状が類似しているため，同評価を輸送船に適用するこ

とは可能と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料１９ 

燃料等輸送船の係留索の耐力について 

 

1．概要 

燃料等輸送船（以下「輸送船」という。）は，津波警報等発

表時は，原則として緊急退避するが，極めて短時間に津波が襲

来する場合を考慮し，津波の流向及び物揚岸壁（以下「岸壁」

という。）と取水口の位置関係を踏まえ，係留索の耐力につい

て評価を実施する。 

 

係留索については，船舶の大きさから一定の算式によって計

算される数値（艤装数）に応じた仕様（強度，本数）を有する

ものを備えることが，日本海事協会（NK）の鋼船規則において

定められている。 

今回，輸送船が備えている係留索の係留力及び流圧力につい

て，石油会社国際海事評議会 OCIMF（ Oil Companies 

International Marine Forum）の手法を用いて算出し，耐力評

価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 16 

燃料等輸送船の係留索の耐力について 

 

1. 概要 

 燃料等輸送船（以下，「輸送船」という。）は，津波襲来までに

時間的余裕がある津波の場合は，緊急退避するが，津波襲来まで

に時間的余裕がない津波の場合は，荷揚場に係留することとなる。

そのため，ここでは，係留索の耐力について評価を実施する。ま

た，耐津波設計における係留索を固定する係船柱及び係船環（以

下ここでは「係船柱」という。）の必要性等について別紙に示す。 

 係留索については，船舶の大きさから一定の算式によって計算

される数値（艤装数）に応じた仕様（強度，本数）を有するもの

を備えることが，日本海事協会（NK）の鋼船規則において定めら

れている。 

 本書では，輸送船が備えている係留索の係留力及び津波による

流圧力を石油会社国際海事評議会 OCIMF（Oil Companies 

International Maritime Forum）刊行“Mooring Equipment 

Guidelines”の手法を用いて算出し，耐力評価を行う。なお，同

書は船舶の係留方法・係留設備に関わる要求事項を規定するもの

であり，流圧力の評価については大型タンカーを主たる適用対象

とするものであるが，輸送船は大型タンカーと同じ 1 軸船であり，

水線下の形状が類似しているため，同評価を輸送船に適用するこ

とは可能と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載内容の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，係船柱及

び係船環の必要性等に

ついて記載。 
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21.2 評価 

（１）輸送船，係留索，係船柱 

輸送船，係留索，係船柱の仕様を添付第21-1 表に，配置を添付

第21-1 図に示す。 

 

添付第 21-1 表 輸送船，係留索，係船柱の仕様 

 

 

 

 

 

 

なお，岸壁については，基準地震動Ｓｓに対して，必要な対

策工を実施し，当初の位置及び高さを確保すること（添付資料

１８参照），また，津波に対して，緊急退避可能時間（本文 第

2.5-26 図参照）を考慮すると，基準津波及び早く到達する敷

地周辺の海域活断層を波源とした津波の到達（第 2表）までに

輸送船は退避可能であることから，本係留索の耐力評価に影響

を及ぼさない。 

 

 

 

 

 

 

 

2．評価 

(1) 輸送船，係留索，係留柱 

輸送船，係留索，係留柱の仕様を第 1表に，配置を第 1図に

示す。 

 

第 1表 輸送船，係留索，係留柱の仕様 

 

 

 

 なお，荷揚場については，岩着構造であり，基準地震動 Ssに対

して損傷することはなく，本係留索の耐力評価に影響を及ぼさな

い（添付資料 38参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 評価 

(1)輸送船，係留索，係船柱の仕様 

 輸送船，係留索，係船柱の仕様を表１に，配置を図１に示す。 

 

 

表１ 輸送船，係留索，係船柱の仕様 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の荷揚場は

基準地震動 Ss に対して

損傷しない。 

・評価条件の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では海域活

断層から想定される地

震による津波に対して，

緊急退避を想定しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

係船柱強度の相違 
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添付第 21-1 図 輸送船，係留索，係船柱の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1図 輸送船，係留索，係留柱の配置 

※接岸時には通常 6本以上で係留する。本評価においては，保守

的に鋼船規則上の最低本数（4本）を仮定 

 

 

 

 

 

 

図１ 輸送船，係留索，係船柱の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

荷揚場設備の配置等の

相違 
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（２）津波条件（流向，水位，流速） 

襲来までに時間的余裕がなく，輸送船を離岸できない可能性が

ある基準津波3（別添1 本文 第2.5-19 図参照）を評価条件とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 津波条件（流向，水位，流速） 

津波警報等発表時は，原則として緊急退避するが，極めて短

時間に津波が襲来する場合を考慮し，早く襲来する可能性があ

る第 2 図に示す敷地周辺の海域活断層を波源とした津波の中

から，評価対象津波を選定する。 

 

 

 

第 2図 海域活断層の位置 

 

第 2 表に，取水口前面位置における各海域活断層の津波高さと

到達時間の関係を示す。第 2表に示すとおり，F8及び F16を波源

とした津波は他の海域活断層を波源とした津波に比べて，早く到

達するが，F8及び F16を波源とした津波の到達時刻はほぼ同様で

あるため，ここでは保守的に最高水位が最も大きい F16 を波源と

した津波を選定した。 

 

 

 

 

 

 

(2)津波条件（流向，水位，流速） 

 襲来までに時間的余裕がなく，輸送船を離岸できない海域活断

層から想定される地震による津波を評価条件とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【東海第二】 

東海第二では，基準津波

到達までに緊急退避が

可能であることから，敷

地に早く襲来する津波

を津波高さも考慮し選

定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【東海第二】 

東海第二では，基準津波

到達までに緊急退避が

可能であることから，敷

地に早く襲来する津波

を津波高さも考慮し選

定 
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基準津波3 による物揚場近傍の流向は，添付第21-2 図に例示す

るとおり物揚場に対する接線方向の成分が支配的となる。これに

対し，輸送船は物揚場（コンクリート製）と平行して接岸される

ことから，評価は輸送船の船首及び船尾方向の流圧力に対する係

留索の耐力について実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2表 各海域活断層の津波高さと到達時間の関係（取水口前面） 

 

評価対象津波の流向は，第 3図に例示するとおり岸壁に対す

る接線方向の成分が支配的となる。これに対して，輸送船は岸

壁と平行して接岸されることから，評価は輸送船の船首及び船

尾方向それぞれの流圧力に対する係留索の耐力について実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 海域活断層から想定される地震による津波による荷揚場近傍の

流向は，図２に例示するとおり，荷揚場に対する接線方向の成分

が支配的となる。これに対し，輸送船は荷揚場と平行して接岸さ

れることから，評価は輸送船の船首及び船尾方向の流圧力に対す

る係留索の耐力について実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【東海第二】 

東海第二では，基準津波

到達までに緊急退避が

可能であることから，敷

地に早く襲来する津波

を津波高さも考慮し選

定 
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添付第 21-2 図 基準津波 3 の流向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3図 評価対象津波の流向 

 

 

（地震発生後５分 50秒後） 

 

（地震発生後６分 10秒後） 

図２－１ 基準津波４の流向 

 

（地震発生後６分 50秒後） 

図２－２ 基準津波４の流向 
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一方，基準津波3 の物揚場位置における水位及び接線方向成分

の流速は，添付第21-3-1 図のとおりとなる。 

添付第21-3-1 図に示すとおり地震発生後15 分で第一波の最高

点に達する。その後，引き波が発生し，流速は地震発生後30 分に

最大の3.2m/s に達する。 

緊急退避時間との関係から，津波が最大流速に到達する前に輸

送船は退避できると考えられるものの（別添1 本文 第2.5-19 図

参照），今回は係留により対応することを仮定し，最大流速3.2m/s 

で生じる流圧力に対する係留力を評価する。 

 

 

 

 

 

 

添付第21-3-1 図 基準津波3 の水位・流速（物揚場前面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象津波の岸壁位置における水位及び接線方向成分の

流速を第 4図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震発生からの時間（分） 

第 4図 評価対象津波の水位及び流速（岸壁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一方，海域活断層から想定される地震による津波の荷揚場位置

における水位及び接線方向成分の流速は，図３－１のとおりとな

る。 

 図３－１に示すとおり，地震発生後，押し波が５分程度継続し

た後，引き波に転じ約６分で第一波の最低点に達し，流速は第１

波の最低点と同時刻に最大の 2.3m/sに達する。 

 

 

図３－１ 基準津波４の流速（荷揚場近傍） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は評価条件を

図の後に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 
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なお，地震等により防波堤の損傷を想定した場合（防波堤なし

の条件）でも，接線方向成分の流速は，添付第21-3-2 図に示すと

おり防波堤健全時（添付第21-3-1 図）よりも小さいため，流速条

件は健全状態における流速に包含される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付第 21-3-2 図 防波堤損傷時における基準津波 3 の流速（物揚

場前面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 図に示すとおり評価対象津波は地震発生後約 17 分で第

一波の最高点に到達後，引き波が発生し，地震発生後約 26 分

の第二波で最高津波高さ T.P.＋1.9m に達する。流速は地震発

生後約 23分に最大 1.9m／sに達する。 

緊急退避可能時間（本文 第 2.5-26図参照）を考慮すると，

輸送船は最大流速到達前に退避可能であるものの，今回は係留

による対応を仮定し，最大流速 1.9m／sで生じる流圧力に対す

る係留力を評価する。また，係留力の評価に当たっては，第 4

図に示す押し波高さ T.P.＋1.9m（朔望平均満潮位（T.P.＋

0.61m）及び 2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動

（0.2m沈下）考慮済み）に上昇側潮位のばらつき（＋0.18m）

を考慮した最高水位 T.P.＋2.1mで評価する。 

 

 

 

 

 

 

なお，図３－１に示した津波の流速は，防波堤の損傷を想定し

た場合における流速であり，防波堤の損傷を想定しない場合（防

波堤健全の条件）でも，接線方向成分の流速は，図３－２に示す

とおり，流速条件は防波堤損傷状態における流速と同程度である。 

 

 
図３－２ 防波堤健全時における基準津波４の流速（荷揚場近傍） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，防波堤

有無による評価条件へ

の影響について記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は評価条件

を図の前に記載 

・評価条件の相違 

【東海第二】 
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 (３）係留力 

係留力の計算方法を添付第21-2 表に，計算結果を添付第21-3 

表，添付第21-4図及び添付第21-5 図に示す。 

 

添付第 21-2 表 係留力の計算方法 1) 

 

参考文献 

1) 日本タンカー協会：係留設備に関する指針 第 2 版，pp.167，

2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 係留力 

係留力の計算方法を第 3表に，計算結果を第 4表，第 5図及

び第 6図に示す。 

 

第 3表 係留力の計算方法 

 

（出典：係留設備に関する指針 OCIMF刊行） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)係留力 

 係留力の計算方法を表２に，計算結果を表３，図４，５に示

す。 

 

表２ 係留力の計算方法 
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添付第 21-3 表 係留力（添付第 21-1 図）の計算結果 

 

 

 

 

 

 

第 4表 係留力（第 1図）の計算結果 

 

 

 

 

 

 

表３ 係留力（図１）の計算結果 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

評価条件，荷揚場配置等

による評価結果の相違 
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添付第 21-4 図 船尾方向への移動に対する船首方向係留力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5図 船尾方向への移動に対する船首方向係留力 

 

 

 

 

 

 

 

 
図４ 船尾方向への移動に対する船首方向係留力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

津波条件，荷揚場配置等

による評価結果の相違 
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添付第 21-5 図 船首方向への移動に対する船尾方向係留力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6図 船首方向への移動に対する船尾方向係留力 

 

 

 

 

 

 

図５ 船首方向への移動に対する船尾方向係留力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

津波条件，荷揚場配置等

による評価結果の相違 
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（４）流圧力 

流圧力の計算方法を添付第21-4 表に，係留力との比較結果を添

付第21-6 図に示す。 

 

添付第 21-4 表 流圧力の計算方法 1) 

 

 

 

 

 

参考文献 

1) OCIMF：Mooring Equipment Guidelines 3rd Edition，pp.178，

pp.187，pp.202， 

2008. 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 流圧力 

流圧力の計算方法を第 5表に示す。計算結果について，前項

で求めた係留力と比較した結果を第 7図に示す。 

 

第 5表 流圧力の計算方法 

 

（出典：VLCCにおける風圧及び流圧の予測 OCIMF刊行） 

 

 

（出典：VLCCにおける風圧及び流圧の予測 OCIMF刊行） 

縦方向流圧力係数［ＣＸ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)流圧力 

流圧力の計算方法を表４に示す。計算結果について，前項で求

めた係留力との比較結果を図６に示す。 

 

表４ 流圧力の計算方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【流圧力計算式】 

𝐹𝑥𝑐 =
1

2
× 𝐶𝑥𝑐 × 𝜌𝑐 × 𝑉𝑐

2 × 𝐿𝑝𝑝 × 𝑑 

Fxc：縦方向流圧力[kgf] 

Cxc：縦方向流圧力計数 

Vc ：流速[m/s] 

Lpp：垂線間直[m] 

d  ：喫水[m] 

ρc：水密度[kg・sec2/m4] 

    （＝104.5 sec2/m4） 

（出典：係留設備に関する指針 OCIMF 刊行） 

 

（出典：VLCCにおける風圧及び流圧の予測 OCIMF 刊行） 

 

縦方向流圧力係数[Cx] 
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添付第21-6 図 流圧力と係留力の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7図 流圧力と係留力比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 流圧力と係留力の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

津波条件，荷揚場配置等

による評価結果の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船尾方向の流圧力と 

船尾スプリング等の係留力 

船首方向の流圧力と 

船首スプリング等の係留力 

  

  

・最大津波流速 2.3m/s による船尾方

向への流圧力約 18tonf に対し，船

尾スプリング＋ヘッドラインの係

留力は約 38tonf であり対抗可能で

ある 

・荷揚場の係船柱に掛ける係船索（船

尾スプリング）のみを考慮した場合

においても，船尾スプリングの係留

力は約 19.7tonf であり，船尾方向

への流圧力約 18tonf を上回ってい

るため，対抗可能である 

・最大津波流速 2.3m/s による船首方

向への流圧力約 12tonf に対し，船

首スプリングライン＋スタンライ

ンの係留力は約 32tonf であり対抗

可能である 

・荷揚場の係船柱に掛ける係船索（船

首スプリング）のみを考慮した場合

においても，船首スプリングの係留

力は約 19.3tonf であり，船首方向

への流圧力約 12tonf を上回ってい

るため，対抗可能である 
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21.3 結論 

津波（最大流速3.2m/s：添付第21-3 図参照）による流圧力に対

し，係留力（約51tonf，約57tonf）が上回ることを確認した。 

したがって，津波に対し，輸送船が係留によって対応すると仮

定した場合においても係留力により物揚場に留まり続けることが

できる。 

3．結論 

評価対象津波（最大流速 1.9m／s：第 4 図参照）による流圧

力に対し，係留力（約 32tonf）が上回ることを確認した。 

従って，早い津波に対し，輸送船が係留によって対応すると

仮定した場合においても，係留力により岸壁に留まり続けるこ

とができる。 

 

 

3.結論 

津波（最大流速 2.3m/s）による流圧力に対し，地震時に健全

性が確保された荷揚場の係船柱に掛ける係船索のみを考慮した

場合でも，係留力（約 19.7tonf，約 19.3tonf）が上回ることを

確認した。 

したがって，津波に対し，輸送船が係留によって対応すると

仮定した場合においても係留力により荷揚場に留まり続けるこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

津波条件，荷揚場配置等

による評価結果の相違 

・記載内容の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，地震時に

健全性が確保された荷

揚場の係船柱に掛ける

係船索のみを考慮した

評価結果について記載 
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別紙 

 

耐津波設計における係船柱及び係船環の必要性等について 

 

１．概要 

燃料等輸送船は，津波襲来までに時間的余裕がある津波の場合

は，緊急退避するが，津波襲来までに時間的余裕がない津波の場

合は，荷揚場に係留する。 

ここでは，係留索が機能しない場合，燃料等輸送船は輪谷湾内

を漂流し，取水口へ到達する可能性があるため，取水口への到達

可能性評価を踏まえ，係留索を固定する係船柱及び係船環の必要

性等について示す。 

 

２．係船柱及び係船環の必要性について 

燃料等輸送船が係留索がない状態において取水口上部に漂流し

た場合，基準津波４の取水口における最低水位 EL-4.2mに対して，

喫水高さは３m～５m であることから，取水口（上端 EL-9.0m）に

到達する可能性がある。 

 

３．係船柱及び係船環の位置付けについて 

係船索を固定する係船柱及び係船環について，漂流防止装置と

位置付け設計を行う。 

 

４．漂流防止装置の評価方針について 

海域活断層に想定される地震による津波の来襲に伴い，荷揚場

に係留された燃料等輸送船を漂流させないため，荷揚場の係船柱

及び係船環を漂流防止装置として設計する。（燃料等輸送船の係留

については，係船柱又は係船環のうち，いずれか２基を使用する。） 

 

【規制基準における要求事項等】 

津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建物・構

築物，設置物等が破損，倒壊，漂流する可能性について検討する

こと。上記の検討の結果，漂流物の可能性がある場合は，防潮堤

等の津波防護施設，浸水防止設備に波及的影響を及ぼさないよう，

漂流防止装置または津波防護施設，浸水防止設備への影響防止措

置を施すこと。 

 

 

・記載内容の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，係船柱及

び係船環の必要性等に

ついて記載。 

371



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

係船柱及び係船環の配置を図１に，構造概要を表１に示す。 

 

  

図１ 係船柱及び係船環配置図 

 

表１ 係船柱及び係船環の構造概要 

 

 

 

 

Ｎ

荷揚場拡大

係船柱

係船環

凡例

施設護岸の岩着範囲
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漂流防止装置とする係船柱及び係船環は，海域活断層に想定さ

れる地震による津波の流れによる流圧力を受けた燃料等輸送船の

係留力に対して，係留機能を損なうおそれのないよう，構造強度

を有することを確認する。また，基準地震動Ｓｓに対して，係留

機能を損なうおそれのないよう，構造強度を有することを確認す

る。 

係船柱及び係船環の要求機能と評価方針を表２に示す。 

 

 
 

装
置
名

係
船
柱

係
船
環

要
求
機
能

係
留
機
能

・
基
準
地
震
動
Ｓ
ｓ
に
対
し
，
漂
流
防
止
装
置
に
要
求
さ
れ
る
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
，
構
造
強
度
を
有
す
る
こ
と
。

・
海
域
活
断
層
に
想
定
さ
れ
る
地
震
に
よ
る
津
波
の
流
れ
に
よ
る
流
圧
力
を
受
け
た
燃
料
等
輸
送
船
の
引
張
荷
重
に
対
し
，
漂
流

防
止
装
置
に
要
求
さ
れ
る
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
，
構
造
強
度
を
有
す
る
こ
と
。

評
価

方
針

性
能
目
標

・
終
局
状
態
に
至
ら
な
い
こ
と
。

照
査
部
位

・
係
船
柱
本
体

・
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト

・
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト

定
着
部

・
係
船
環
本
体

・
係
船
環
定
着
部

照
査
項
目

曲
げ
及
び

せ
ん
断
破
壊

曲
げ
破
壊

せ
ん
断
破
壊

せ
ん
断
破
壊

曲
げ
破
壊

せ
ん
断
破
壊

せ
ん
断
破
壊

許
容
限
界

・
短
期
許
容
応
力
度

留
意
事
項

・
燃
料
等
輸
送
船
の
浸
水
深
に
応
じ
た
浮
力
，
燃
料
等
輸
送
船
の
形
状
及
び
津
波
の
速
度
に
応
じ
た
波
圧
を
荷
重
と
し
て
考
慮
す

る
。

荷
重

組
合
せ

係
船
柱
及
び
係
船
環
の
設
計
に
お
い
て
は
，
常
時
荷
重
，
地
震
荷
重
及
び
係
留
力
※
を
適
切
に
組
合
せ
て
設
計
を
行
う
。
な
お
，

海
域
活
断
層
か
ら
想
定
さ
れ
る
地
震
に
よ
る
津
波
は
荷
揚
場
に
遡
上
し
な
い
こ
と
か
ら
，
津
波
荷
重
は
考
慮
し
な
い
。

・
常
時
荷
重
＋
地
震
荷
重

・
常
時
荷
重
＋
係
留
力
＋
余
震
荷
重

※
係
留
力
：
海
域
活
断
層
に
想
定
さ
れ
る
地
震
に
よ
る
津
波
の
流
れ
に
よ
る
流
圧
力
を
受
け
た
燃
料
等
輸
送
船
の
係
留
力

表
２
 
係
船
柱
及
び
係
船
環
の
要
求
機
能
と
評
価
方
針
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添付資料22 

燃料等輸送船の喫水と津波高さの関係について 

 

22.1 はじめに 

燃料等輸送船は，津波警報等発令時，原則，緊急退避するが，

津波の襲来までに時間的な余裕がなく緊急退避が困難な場合につ

いて，燃料等輸送船の喫水と津波高さとの関係に基づき，寄せ波

に対して物揚場に乗り上げることのないこと，引き波に対して座

礁及び転覆するおそれのないことを確認する。また，緊急退避が

可能であった場合についても，退避中に引き波により，座礁及び

転覆するおそれのないことを確認する。 

 

22.2 確認条件 

燃料等輸送船は，津波警報等発令時，原則，緊急退避する。輸

送行程（「物揚場への接岸」～「荷役」～「物揚場からの離岸」）

において，輸送船と輸送物の干渉がない「荷役」以外の行程にお

いては，津波警報等の発令から数分程度で緊急退避が可能である

が，輸送船と輸送物が干渉し得る「荷役」行程では，緊急退避に

15～30 分程度を要する場合がある。 

柏崎刈羽原子力発電所で襲来が想定される津波の到達時間と緊

急退避に要する時間との関係を示すと添付第22-1 図のとおりと

なる。 

これを踏まえ，以下の3 ケースを確認ケースとする。なお，添

付第22-1 図より，40 分程度の時間があれば緊急退避が十分可能

であることから，確認の範囲は津波警報等の発令後，40 分の期間

とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料２０ 

燃料等輸送船の喫水と津波高さとの関係について 

 

1．概要 

燃料等輸送船（以下「輸送船」という。）は，津波警報等発表時

は，原則として緊急退避するが，極めて短時間に津波が襲来する

場合を考慮し，押し波により輸送船が物揚岸壁（以下「岸壁」と

いう。）に乗り上げることはないこと，また引き波により座礁及び

転覆するおそれのないことを確認する。 

 

 

 

2．評価 

津波警報等発表時は，原則として緊急退避するが，極めて短時

間に津波が襲来する場合を考慮し，早く襲来する可能性がある第

1図に示す敷地周辺の海域活断層を波源とした津波の中から，評

価対象津波を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 17 

燃料等輸送船の喫水高さと津波高さとの関係について 

 

1. はじめに 

燃料等輸送船は，津波警報等発令時，原則，緊急退避するが，

津波の襲来までに時間的な余裕がなく緊急退避が困難な場合につ

いて，燃料等輸送船の喫水高さと津波高さとの関係に基づき，寄

せ波に対して荷揚場に乗り上げることのないこと，引き波に対し

て座礁，転覆するおそれのないことを確認する。また，緊急退避

が可能であった場合についても，退避中に引き波により，座礁，

転覆するおそれのないことを確認する。 

 

2. 確認条件 

燃料等輸送船は，津波警報等発令時，原則，緊急退避する。輸

送行程（「荷揚場岸壁への接岸」～「荷役」～「荷揚場岸壁からの

離岸」）において，燃料等輸送船と輸送物の干渉がない「荷役」以

外の行程においては，津波警報等の発令から数分程度で緊急退避

が可能である。また，燃料等輸送船と輸送物が干渉し得る「荷役」

行程では， 30 分程度の時間があれば緊急退避が十分可能である

ことから，確認の範囲は，早く襲来する海域活断層から想定され

る地震による津波で水位変化が一番大きい押し波，引き波を評価

対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【東海第二】 

東海第二では，基準津波

の到達までに緊急退避

が可能であることから，

早く襲来する津波を，高

さも考慮し選定 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

基準津波の到達時間等

の相違 
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第 1図 検討用海域活断層の位置 

 

第 2表に，取水口前面位置における各海域活断層の津波高さと

到達時間の関係を示す。第 2表に示すとおり，F8及び F16を波源

とした津波は他の海域活断層を波源とした津波に比べて，早く到

達するが，F8及び F16を波源とした津波の到達時刻はほぼ同様で

あるため，ここでは保守的に最高水位がもっとも高く，また最低

水位がもっとも低い F16を波源とした津波を選定した。 

 

第 2表 各海域活断層の津波高さと到達時間の関係（取水口前面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【東海第二】 

東海第二では，基準津波

の到達までに緊急退避

が可能であることから，

早く襲来する津波を津

波高さも考慮し選定 
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ケース1：寄せ波による物揚場への乗り上げ評価 

緊急退避できずに基準津波3 の寄せ波第一波（※）を受ける 

※最高水位 T.M.S.L.＋4.08m（発生時刻：地震後約15 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケース2：引き波による座礁及び転覆評価（緊急退避不能時） 

緊急退避できずに基準津波3 の引き波第一波（※）を受ける 

※最低水位 T.M.S.L.－3.46m（発生時刻：地震後約26 分） 

※基準津波1 の引き波第一波は本ケースに包含される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 津波高さ 

 ａ．押し波 

第 2図に，最高水位を示した評価対象津波の波形を示す。第

2図に示すとおり地震発生後約 17分で第一波の最高点に到達

後，引き波が発生し，地震発生後約 26分の第二波で最高津波

高さ（T.P.＋1.90m（朔望平均満潮位（T.P.＋0.61m）及び 2011

年東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動（0.2m沈下）考慮済

み））に達している。 

 

地震発生からの時間（分） 

第 2図 評価対象津波の波形（最高水位を示したケース，岸壁） 

 

 

 

 ｂ．引き波 

第 3図に，最低水位を示した評価対象津波の波形を示す。第

3図に示すとおり地震発生後約 17分で第一波の最高点に到達

後，引き波が発生し，地震発生後約 22 分に最低津波高さ（T.P.

－2.53m（朔望平均干潮位（T.P.－0.81m）及び 2011年東北地

方太平洋沖地震に伴う地殻変動（0.2m沈下）考慮済み））に達

している。 

 

 

 
地震発生からの時間（分） 

第 3図 評価対象津波の波形（最低水位を示したケース，岸壁） 

 

 

 

 

 (1) 検討ケース 

図１，２に，燃料等輸送船が停泊する荷揚場における海域活断

層から想定される地震による津波の波形を示す。押し波時の最大

水位は T.P.2.0m，引き波時の最低水位は T.P.-4.07m である。 

 

 

 

図１ 基準津波４による荷揚場での時刻歴波形 

（水位上昇側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 基準津波４による荷揚場での時刻歴波形 

（水位下降側） 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

津波等の高さ，地盤変動

に係る相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

津波等の高さ，地盤変動

に係る相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

376



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

ケース3：引き波による座礁及び転覆評価（退避中） 

緊急退避中に基準津波3 の引き波第一波（※）を受ける 

※ケース 2 と同条件 

 

 

 

添付第 22-1 図 津波の到達と燃料等輸送船の緊急退避に要する時

間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は早く襲来

する津波（海域活断層か

ら想定される地震によ

る津波）が敷地に数分程

度で到達するため，緊急

退避を実施しないこと

から，退避中の評価は実

施しない 
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22.3 確認結果 

（1） ケース1：寄せ波による物揚場への乗り上げ評価 

寄せ波による津波高さと喫水の関係を添付第22-2 図に示す。 

これより， 燃料等輸送船は物揚場に乗り上げることはないこと

を確認した。 

 

 

 

添付第 22-2 図 寄せ波による津波高さと喫水の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 押し波（岸壁乗上げ評価） 

押し波高さと喫水の関係を第 4図に示す。第 4図に示すとお

り，輸送船は岸壁に乗り上げることはないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4図 押し波高さと喫水の関係 

  

（備考） 

・津波の原因となる地震による地殻変動（＋0.05m）は岸壁が

高くなる方向に寄与するため，保守的に考慮していない。 

・押し波高さ（T.P.＋1.90m）は，朔望平均満潮位（T.P.＋0.61m）

及び 2011年東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動（0.2m 沈

下）を考慮している。 

・輸送船の喫水は，積荷，バラスト水等で変動するが，積荷な

しでも 3.8m以上（実績）である。 

 

3．確認結果 

(1) 寄せ波による岸壁への乗り上げ評価 

寄せ波による津波高さと岸壁高さ及び喫水高さの関係を図３に

示す。 

寄せ波による津波高さは岸壁高さを下回ることから，燃料等輸

送船は岸壁に乗り上げることはないことを確認した。 

なお，地震により地盤の隆起が考えられるが，保守的に考慮し

ないものとする。 

 

 

 

 

図３ 寄せ波による津波高さと岸壁高さ及び喫水高さの関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

評価条件の違いによる

相違 

 

 

 

 

 

 

 

①津波高さ 

・寄せ波水位       T.P.1.38m 

・朔望平均満潮位    T.P.0.58m 

・潮位のばらつき      0.14m        ②－①＝3.90m 

合計        T.P.約 2.10m           

    

②津波襲来時岸壁高さ 

   ・岸壁高さ（通常時）     T.P.6.00m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岸壁 

T.P.6.0m 

〈通常時〉 〈津波襲来時〉 

津波高さ T.P.2.10m 

喫水３～５ｍ 

岸壁 

地盤隆起 

T.P.6.0m 

岸壁 

喫水３～５ｍ 

燃料等輸送船 

燃料等輸送船 
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（2） ケース2：引き波による座礁及び転覆評価（緊急退避不能時） 

引き波による津波高さと喫水の関係を添付第22-3 図に示す。 

これより， 燃料等輸送船は引き波のピークの際には一時的に着

底し得ることが示されるが，この場合も，以下の理由より座礁及

び転覆することはない（漂流物とならない）。 

● 一時的な着底があったとしても，輸送船は二重船殻構造等，

十分な船体強度を有しており，水位回復後に退避が可能で

ある。 

● また，着底後の引き波による流圧力，あるいは水位回復時

の寄せ波による流圧力に対する転覆の可能性については， 

輸送船の重量及び扁平な断面形状より，その可能性はない。

なお，転覆の可能性に関わる具体的な評価を別紙に示す。 

 

 

 

 

 

添付第 22-3 図 引き波による津波高さと喫水の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 引き波（着底評価） 

引き波高さと喫水の関係を第 5図に示す。第 5図に示すとお

り，輸送船は引き波の最低高さ時には一時的に着底し得るが，

この場合も以下の理由により座礁及び転覆することはなく漂

流物とならない。 

・仮に一時的な着底があったとしても，輸送船は二重船殻構造

等，十分な船体強度を有しており，水位回復後に退避が可能

であり座礁する可能性はない。 

・輸送船の重量及び扁平的な断面形状より，着底後の引き波に

よる流圧力，又は水位回復時の押し波による流圧力に対して

転覆の可能性はない。なお，転覆に関わる評価を別紙に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

第 5図 引き波高さと喫水の関係 

（備考） 

・津波の原因となる地震による地殻変動（＋0.05m）を考慮し

た。 

・引き波高さ（T.P.－2.53m）は，朔望平均干潮位（T.P.－0.81m）

及び 2011年東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動（0.2m 沈

下）を考慮している。 

 

 

(2) 引き波（着底評価） 

引き波による津波高さと喫水高さの関係を図４に示す。 

これにより，燃料等輸送船は引き波のピークの際には一時的に

着底し得ることが示されるが，この場合も，以下の理由により座

礁，転覆することはない（漂流物とならない）。 

・一時的な着底があったとしても，燃料等輸送船は二重船殻

構造等，十分な船体強度を有しており，水位回復後に退避

が可能である。 

・また，着底後の引き波による流圧力，あるいは水位回復時

の押し波による流圧力に対する転覆の可能性については，

燃料等輸送船の重量及び扁平な断面形状より，その可能性

はない。 

 

図４ 引き波による津波高さと喫水高さの関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

評価条件の違いによる

相違 

 

 

 

 

 

①津波高さ 

・引き波水位      T.P.-3.88m 

・朔望平均干潮位    T.P.-0.02m 

・潮位のばらつき      -0.17m            ①－②＝3.59m 

合計        T.P.約-4.07m        ＜喫水（３～５ｍ） 

  ②海底面高さ       

・海底面高さ      T.P.-8.00m 

・地盤変動         +0.34m 

T.P.約-7.66m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〈早い津波（引き波）時〉 

喫水３～５ｍ 

引き波（最低水位）T.P.-4.07m 

地盤隆起（0.34m） 

海底面 T.P.-8.0m 

岸壁 

海底面 T.P.-7.66m 

T.P.6.0m 

燃料等輸送船 
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（3） ケース3：引き波による座礁及び転覆評価（退避中） 

柏崎刈羽原子力発電所の港湾内の海底面高さは， 港湾内でほぼ

一定であるため，本ケースにおける引き波高さと喫水との関係は

ケース2 における添付第22-3 図と同等である。 

したがって，図より燃料等輸送船は，退避中，引き波のピーク

の際には一時的に着底し得ることが示されるが，この場合も，前

述と同様，輸送船の船体強度，重量及び形状より，離岸後の輸送

船は，座礁及び転覆することなく，退避可能（漂流物とならない）

と判断できる。 

 

22.4 結論 

朔望平均満潮位・干潮位等の保守的な条件を考慮した場合でも，

燃料等輸送船は，津波高さと喫水高さの関係から寄せ波により物

揚場に乗り上げることはなく，また，緊急退避ができない場合及

び退避中に引き波により一時的に着底した場合でも，座礁及び転

覆しない（漂流物とならない）ことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．結論 

朔望平均満潮位，干潮位等の保守的な条件を考慮し，極めて

短時間に津波が襲来する場合を仮定しても，輸送船は，津波高

さと喫水高さの関係から岸壁に乗り上げることはなく，また，

引き波により一時的に着底したとしても，座礁及び転覆せず漂

流物とならないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 結論 

 朔望平均満潮位，干潮位等の保守的な条件を考慮した場合でも，

燃料等輸送船は，津波高さと喫水高さの関係から寄せ波により荷

揚場に乗り上げることはなく，また，緊急退避ができない場合で

も，引き波により一時的に着底することが考えられるが，船体は

二重船殻構造等，十分な強度を有しており，水位回復後に退避が

可能であり，漂流物とならないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は早く襲来

する津波（海域活断層か

ら想定される地震によ

る津波）が敷地に数分程

度で到達するため，緊急

退避を実施しないこと

から，退避中の評価は実

施しない 
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別紙 

 

燃料等輸送船の着底時の転覆の可能性について 

 

 

本別紙では，燃料等輸送船が物揚場における停泊時及び港湾内

で緊急退避中に引き波により着底することを想定し，その際の転

覆の可能性について評価する。 

 

 

 

 

1．評価条件 

(1) 燃料等輸送船の仕様・形状 

燃料等輸送船の仕様を表 1に，外形図を図 1 及び図 2に示す。 

 

表 1 燃料等輸送船の仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 

 

燃料等輸送船の着底時の転覆の可能性について 

 

1．概要 

燃料等輸送船（以下「輸送船」という。）の物揚岸壁におけ

る停泊中及び港湾内で緊急退避中に引き波により着底するこ

とを想定し，その際の転覆の可能性について評価する。 

 

 

 

 

2．評価条件 

(1) 輸送船の仕様・形状 

輸送船の仕様を第 1表に，外形図を第 1図及び第 2図に示す。 

 

第 1表 輸送船の仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

 

燃料等輸送船の着底時の転覆の可能性について 

 

 

本別紙では，燃料等輸送船が荷揚場における停泊時に引き波に

より着底することを想定し，その際の転覆の可能性について評価

する。ここでは，転覆の可能性の観点から，転覆しやすい

よう重心位置が高くなる積荷がない場合の評価結果を示

す。 

 

 

１．評価条件 

(1) 燃料等輸送船の仕様・形状 

  燃料等輸送船の仕様を表１に，外形図を図１及び図２に示す。 

 

表１ 燃料等輸送船の仕様 

項 目 仕様 

満載排水量 約 7,000トン（空荷状態；約 4,000 トン） 

載貨重量トン 約 3,000トン 

喫水 約 5m 

全長 100.0m（垂線間長：94.4m） 

型幅 16.5m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は早く襲来

する津波（海域活断層か

ら想定される地震によ

る津波）が敷地に数分程

度で到達するため，緊急

退避を実施しないこと

から，退避中の評価は実

施しない 
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図 1 燃料等輸送船外形図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 燃料等輸送船外形図（A-A 矢視） 

 

(2) 転覆モード 

小型の船舶の場合，丸型やV 型の船底を有しているものがある。

このような船舶の場合，図3 に示すとおり引き波により着底した

際には傾きが発生し，この状態で津波による流圧力を受けると転

覆する可能性が考えられる。 

 

 

 

 

第 1図 輸送船外形図 

 

 

 

第 2図 輸送船外形図（Ａ矢視） 

 

(2) 転覆モード 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 燃料等輸送船外形図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 燃料等輸送船外形図（A-A断面） 

 

(2) 転覆モード 

 小型の船舶の場合，丸型や V型の船底を有しているものがある。

このような船舶の場合，図３に示すとおり引き波により着底した

際には傾きが発生し，この状態で津波による流圧力を受けると転

覆する可能性がある。 
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図 3 丸型の船底を有する船舶の着底状態 

 

一方，燃料等輸送船は一般のタンカーなどと同様に図2 で示し

たとおり，断面形状が扁平であり船底が平底型である。このため，

引き波により着底した場合にも傾くことなく安定していると考え

られるが，ここでは保守的に，図4 に示すように燃料等輸送船が

津波を受けた際に船底の端部が海底に引っ掛かり，船底端部周り

に回転する状況を想定し，転覆可能性の評価を行うものとする。 

 

 

 

図 4 想定転覆モード 

 

2．転覆評価 

図4 の転覆モードにおいて燃料等輸送船に働く力とモーメント

を図5 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般の船舶の場合，丸型や V型の船底を有しているものがあ

るが，輸送船は第 2図に示すとおり，断面形状が扁平であり船

底が平底型である。このため，引き波により着底した場合にも

傾くことなく安定していると考えられるが，ここでは保守的

に，第 3図に示すように輸送船が津波を受けた際に船底の端部

が海底に引っ掛かり，船底端部周りに回転する状況を想定し，

転覆可能性の評価を行うものとする。 

 

 

 

第 3図 想定転覆モード 

 

3．転覆評価 

第 3図の想定転覆モードにおいて輸送船に働く力とモーメン

トを第 4図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 丸型の船底を有する船舶の着底状態 

 

 一方，燃料等輸送船は一般のタンカーなどと同様に図２で示し

たとおり，断面形状が扁平であり船底が平底型である。このため，

引き波により着底した場合にも傾くことなく安定していると考え

られるが，ここでは保守的に，図４に示すように燃料等輸送船が

津波を受けた際に船底の端部が海底に引っ掛かり，船底端部周り

に回転する状況を想定し，転覆の可能性の評価を行うものとする。 

 

 

 

図４ 想定転覆モード 

 

２．転覆評価 

 図４の転覆モードにおいて燃料等輸送船に働く力とモーメント

を図５に示す。 
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図 5 燃料等輸送船に働く力とモーメント 

 

津波を受けると流圧力FYc によるモーメントN が発生し，船底端

部を中心に燃料等輸送船を回転させる。また，浮力FBr によるモー

メントNB も流圧力によるモーメントN と同じ方向に発生する。一

方，重力FG によるモーメントNG がこれらのモーメントと逆方向に

発生し燃料等輸送船の傾きを戻す。この際，流圧力及び浮力によ

るモーメントにより傾きが増大し，重心位置が回転中心の鉛直線

上を超える場合には転覆する。 

重心位置が回転中心の鉛直線上にあるときの傾きは約60°であ

るため，ここでは傾きを30°と仮定し，流圧力によるモーメントN 

と浮力によるモーメントNB の和と重力によるモーメントNG との

モーメントの釣り合いから転覆しないことを確認する。 

 

重力によるモーメントNG は次式のとおりとなる。 

 

NG=FG×X(GR) 

=7000×5.1 

=35700［tonf·m］ 

 

NG：重力によるモーメント［tonf·m］ 

FG：燃料等輸送船の重量(=満載排水量)［tonf］(=7000) 

X(GR)：重心と回転中心の水平方向距離［m］ (≒5.1) 

 

次に流圧力によるモーメントN は次式にて計算できる。 

 

 

 

 

 

 
第 4図 輸送船に働く力とモーメント 

 

津波を受けると流圧力ＦＹｃによるモーメントＮが発生し，船

底端部を中心に輸送船を回転させる。また，浮力ＦＢによるモ

ーメントＮＢも流圧力によるモーメントＮと同じ方向に発生

する。一方，重力ＦＧによるモーメントＮＧがこれらのモーメ

ントと逆方向に発生し輸送船の傾きを戻す。この際，流圧力及

び浮力によるモーメントにより傾きが増大し，重心位置が回転

中心の鉛直線上を超える場合には転覆する。 

重心位置が回転中心の鉛直線上にあるときの傾きは約 48°

であるため，ここでは傾きを 24°と仮定し，流圧力によるモ

ーメントＮと浮力によるモーメントＮＢの和と重力によるモ

ーメントＮＧとのモーメントの釣り合いから転覆しないこと

を確認する。 

重力によるモーメントＮＧは次式のとおりとなる。 

 

ＮＧ＝ＦＧ×Ｘ（ＧＲ） 

＝4,000×4.5 

＝18,000［tonf•m］ 

 

ＮＧ：重力によるモーメント［tonf•m］ 

ＦＧ：輸送船（空荷状態）の重量［tonf］（＝4,000） 

Ｘ（ＧＲ）：重心と回転中心の水平方向距離［m］（≒4.5） 

 

次に流圧力によるモーメントＮは次式にて計算できる。 

 

 

図５ 燃料等輸送船に働く力とモーメント 

 

 津波を受けると流圧力 FYCによるモーメント Nが発生し，船底端

部を中心に燃料等輸送船を回転させる。また，浮力 FBrによるモー

メント NBも流圧力によるモーメント Nと同じ方向に発生する。一

方，重力 FGによるモーメント NGがこれらのモーメントと逆方向に

発生し，燃料等輸送船の傾きを戻す。この際，流圧力及び浮力に

よるモーメントにより傾きが増大し，重心位置が回転中心の鉛直

線上を超える場合には転覆する。 

 重心位置が回転中心の鉛直線上にあるときの傾きは約 48°であ

るため，ここでは，傾きを 24°と仮定し，流圧力によるモーメン

ト Nと浮力によるモーメント NBの和と重力によるモーメント NGと

のモーメントの釣り合いから転覆しないことを確認する。 

 

 重力によるモーメント NGは次式のとおりとなる。 

 

 NG＝FG×X(GR) 

   ＝4,000×4.5 

     ＝18,000[tonf・m] 

 

   NG：重力によるモーメント [tonf・m] 

   FG：燃料等輸送船の重量（＝空荷状態重量）[tonf](=4,000) 

    X(GR)：重心と回転中心の水平方向距離 [m] (≒4.5) 

 

次に流圧力によるモーメント Nは次式にて計算できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は空荷状態

を考慮 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は空荷状態

を考慮 
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N=FYc×W÷2 

=FYc×d÷2 

 

N：流圧力によるモーメント［tonf·m］ 

FYc：流圧力［tonf］ 

W：水位［m］ 

d：喫水［m］(=5) 

 

ここで，流圧力は受圧面積が最大のときに最も大きくなり，か

つ，流圧力によるモーメントは流圧力の作用点と回転中心との距

離が最大のときに最も大きくなるため，本評価における水位は喫

水と同等とした。 

また，横方向の流圧力FYc を表2 に示す方法で計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 横方向流圧力の計算方法 1 ) 

 

 

 

 

 

このとき，流速は図6-1 に示す早く襲来する津波の最大流速

3.2m/s を適用し，横方向流圧力係数を図7 より10 と仮定する。 

 

Ｎ＝ＦＹｃ×Ｗ÷2 

＝ＦＹｃ×ｄ÷2  

 

Ｎ：流圧力によるモーメント［tonf•m］ 

ＦＹｃ：流圧力［tonf］ 

Ｗ：水位［m］ 

ｄ：喫水［m］（＝5） 

 

ここで，流圧力は受圧面積が最大のときに最も大きくなり，

かつ，流圧力によるモーメントは流圧力の作用点と回転中心と

の距離が最大のときに最も大きくなるため，本評価における水

位は喫水と同等とした。 

また，横方向の流圧力ＦＹｃを第 2表に示す方法で計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2表 横方向流圧力の計算方法 

 

（出典：VLCCにおける風圧及び流圧の予測 OCIMF刊行） 

 

このとき，流速は第 5図に示す最低水位を示した早く襲来す

る津波の最大流速 2.0m／sを適用し，横方向流圧力係数を第 6

 

 N＝FYC×W÷2 

   ＝FYC×d÷2 

 

   N：流圧力によるモーメント[tonf・m] 

    FYC：流圧力 [tonf] 

    W：水位 [m] 

    d：喫水 [m] (=5) 

 

 ここで，流圧力は受圧面積が最大のときに最も大きくなり，か

つ，流圧力によるモーメントは流圧力の作用点と回転中心との距

離が最大の時に最も大きくなるため，本評価における水位は喫水

と同等とした。 

 また，横方向の流圧力 FYCを表２に示す方法で計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 横方向流圧力の計算方法 1) 

 

 

 

 

 

このとき，流速は図６に示す基準津波の最大流速 2.3m/sを適用

し，横方向流圧力係数を図７より 10と仮定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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図 6-1 基準津波 3 の水位・流速（物揚場前面） 

 

 

なお，地震等により防波堤が損傷した場合でも，流速は図6-2 に

示すとおり防波堤健全時（図6-1）よりも小さいため，流速条件は

防波堤健全時における流速に包含される。 

 

 

 

図6-2 防波堤損傷時における基準津波3 の流速（物揚場前面） 

 

 

 

 

 

図より 10と仮定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震発生からの時間（分） 

第 5図 早く襲来する津波の流速 

（最低水位を示したケース，岸壁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 基準津波４の流速（荷揚場近傍） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波流速の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・基準津波の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価内容の相違 

【柏崎 6/7】 

添付資料 16 において確

認した最大流速を適用 
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図7 横方向の流圧力係数1 ) 

 

参考文献 

1) OCIMF：Mooring Equipment Guidelines 3r d Edition，

pp.178，pp.190，pp.202，2008. 

 

 

上記の表2 によりFYｃは以下のとおりとなる。 

 

FYｃ＝1÷2×10×104.7×3.22×94.4×5 

≒2531000［kgf］ 

=2531［tonf］ 

 

従って，流圧力によるモーメントは以下のとおりとなる。 

 

N=FYc×d÷2 

=2531×5÷2 

≒6328［tonf·m］ 

 

 

 

 

（出典：VLCCにおける風圧及び流圧の予測 OCIMF刊行） 

第 6図 横方向流圧力係数 

 

 

 

 

 

第 2表によりＦＹｃは以下のとおりとなる。 

 

ＦＹｃ＝1÷2×10×104.5×2.0２×94.4×5  

＝986,480［kgf］ 

≒1,000［tonf］ 

 

したがって，流圧力によるモーメントＮは以下のとおりとな

る。 

Ｎ＝ＦＹｃ×ｄ÷2  

＝1,000×5÷2 

＝2,500［tonf•m］ 

 

 

 

 

 

図 7 横方向の流圧力係数 1) 

 

参考文献 

1)  OCIMF：Mooring Equipment Guidelines 3rd Edition，pp.178，

pp.190，pp.202，2008. 

 

 

 表２より FYCは以下のとおりとなる。 

 

   FYC=1÷2×10×104.7×2.32×94.4×5 

     ≒1,308,000 [kgf] 

     ＝1,308 [tonf] 

 

 したがって，流圧力によるモーメント Nは以下のとおりとな

る。 

    N＝FYC×d÷2 

     ＝1,308×5÷2 

     ＝3,270 [tonf・m] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

津波流速等の相違 
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最後に浮力によるモーメントNB は次式にて評価する。 

NB = FBr×X(BR) 

=2500×2.0 

≒5000［tonf·m］ 

 

NB：浮力によるモーメント［tonf·m］ 

FBr：傾いた際の燃料等輸送船の浮力［tonf］ (≒2500) 

X(BR)：浮心と回転中心の水平方向距離［m］ (≒2.0) 

 

以上の結果をまとめると，以下に示すとおり重力によるモ

ーメントNG は流圧力によるモーメントと浮力によるモーメ

ントの和より大きくなるため，燃料等輸送船は転覆すること

はない。 

 

N+NB=6328+5000 

=11328［tonf·m］ < NG=35700［tonf·m］ 

 

3．結論 

燃料等輸送船は着底後に津波による流圧力を受けてもその形状

から通常の状態であれば転覆することはなく，また，保守的に船

底の一部が固定されるような状態を想定した場合であっても転覆

しないことを確認した。 

最後に浮力によるモーメントＮＢは次式にて評価する。 

ＮＢ＝ＦＢｒ×Ｘ（ＢＲ） 

＝1,700×3.0 

＝5,100［tonf•m］ 

 

ＮＢ：浮力によるモーメント［tonf•m］ 

ＦＢｒ：傾いた際の輸送船の浮力［tonf］（≒1,700） 

Ｘ（ＢＲ）：浮心と回転中心の水平方向距離［m］（≒3.0） 

 

以上の結果をまとめると，以下に示すとおり重力によるモー

メントＮＧは流圧力によるモーメントと浮力によるモーメン

トの和より大きくなるため，輸送船は転覆することはない。 

 

 

Ｎ＋ＮＢ＝2,500＋5,100 

＝7,600［tonf•m］ ＜ ＮＧ（＝18,000）［tonf•m］ 

 

4．結論 

輸送船は着底後に津波による流圧力を受けてもその形状から通

常の状態であれば転覆することはなく，また，保守的に船底の一

部が固定されるような状態を想定した場合であっても転覆しない

ことを確認した。 

 

 最後に浮力によるモーメント NBは次式にて評価する。 

   NB=FBr×X(BR) 

    ＝1,700×3.0 

    ＝5,100[tonf・m] 

 

    NB：浮力によるモーメント[tonf] 

    FBr：傾いた際の燃料等輸送船の浮力[tonf]（≒1,700） 

    X(BR)：浮心と回転中心の水平方向距離[m]（≒3.0） 

 

  以上の結果をまとめると，以下に示すとおり重力によるモー

メント NGは流圧力によるモーメントと浮力によるモーメントの

和より大きくなるため，燃料等輸送船は転覆することはない。 

 

 

   N＋NB＝3,270＋5,100 

      ＝8,370 [tonf・m] ＜ NG=18,000 [tonf・m] 

 

３．結論 

燃料等輸送船は着底後に津波による流圧力を受けてもその形状

から通常の状態であれば転覆することなく，また，保守的に船底

の一部が固定されるような状態を想定した場合であっても転覆し

ないことを確認した。 
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添付資料 31 

 

施設護岸の漂流物評価における遡上域の範囲及び流速について 

 

１．概要 

非常用冷却海水系の海水ポンプの取水性へ影響を及ぼす可能性

については，施設護岸の設備等が漂流物となる可能性を踏まえ評

価している。ここでは，施設護岸の設備等が漂流物となる可能性

の評価のうち滑動評価に用いる流速を確認する。 

 

２．検討内容 

遡上域の範囲（最大水位上昇量分布）を保守的に評価するため，

地震による荷揚場周辺の沈下及び初期潮位を考慮した津波解析を

実施した。解析に当たっては，荷揚場付近の水位上昇量が大きい

基準津波１（防波堤有無）を対象とした。解析条件を以下に示す。 

・荷揚場周辺の沈下については，防波壁前面を一律１ｍ沈下

させたケースを用いる。 

・初期潮位については，朔望平均満潮位+0.58mに潮位のばら

つき＋0.14mを考慮する。 

基準津波１（防波堤有無）における荷揚場付近の最大水位上昇

量分布（拡大図）を図 1に示す。図 1より，防波堤有りに比べ，

防波堤無しの方が最大水位上昇量は大きく，遡上範囲が広いこと

から，防波堤無しの流速を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎6/7,東海第二】 

島根２号炉は荷揚場に

ある設備等の漂流評価

のため，遡上域の範囲及

び流速について示して

いる。 
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図１ 最大水位上昇量分布（拡大図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

３．確認結果 

遡上域における流速分布を図２に，主な荷揚場漂流物の配置を

図３に示す。 

流速の抽出にあたっては，荷揚場漂流物の配置を踏まえ，遡上

域である荷揚場周辺の 12地点（図４参照）を選定し各地点の最大

流速を抽出した。 

図２に示すとおり，遡上域における流速は概ね 8.0m/s以下であ

るが，遡上域の一部において 8.0m/sを超える流速が確認できる。

各地点における最大流速抽出結果を表１に示す。 

表１に示すとおり，東西方向の流速は荷揚場へ押し波として遡

上する西方向（取水口反対方向）の流速が速く支配的であること

がわかる。一方，東方向（取水口方向）の流れとなる引き波では，

地点 10に示す 4.8m/sが最大流速となるが，漂流物評価に用いる

流速は，最大流速（11.9m/s）とする。最大流速を示す地点７及び

取水口方向への最大流速を示す地点 10について，浸水深・流速の

時刻歴波形及び各地点における最大流速発生時の水位分布・流速

ベクトルをそれぞれ図５，図６に示す。 

なお，図５に示すとおり，最大流速(11.9m/s)を示す地点におけ

る 8.0m/sを超える時間は極めて短い（1秒以下である）。 

 

 

図２ 遡上域における流速分布 
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図３ 主な荷揚場漂流物の配置 

 

 

 

図４ 流速抽出地点 
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表１ 各地点の流速評価結果 

  

 

  

図５ 地点７（最大流速を示す地点）における浸水深・流速時刻

歴波形及び最大流速発生時刻における水位分布・流速ベクトル 

 

地点
Vx方向
最大流速
(m/s)

Vy方向
最大流速
(m/s)

全方向最大流速(m/s)

Vx方向
流速

Vy方向
流速

全方向流速
（√Vx2+Vy2)

1 -4.2 2.1 -4.2 1.9 4.6

2 -4.0 2.5 -4.0 1.4 4.2

3 -6.7 2.1 -6.7 -0.8 6.8

4 -3.6 3.7 -3.2 3.4 4.6

5 -3.6 3.8 -3.6 3.7 5.1

6 -5.5 4.1 -5.5 2.7 6.1

7 -11.8 3.4 -11.8 1.1 11.9

8 -5.3 1.5 -5.3 1.3 5.4

9 -5.9 1.9 -5.9 1.6 6.1

10 4.8 -7.6 4.8 -7.6 9.0

11 -8.9 2.5 -8.9 -1.2 9.0

12 -2.7 5.1 -1.4 5.1 5.3

 

 

 

（最大流速発生時刻（約 190 分）） 

（最大流速発生時刻（約 190 分）における水

位分布・流速ベクトル） 
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図６ 地点 10（取水口方向への最大流速を示す地点）における 

浸水深・流速時刻歴波形及び最大流速発生時刻における水位分

布・流速ベクトル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

（最大流速発生時刻（約 192 分 30 秒）） 

（最大流速発生時刻（約 192 分 30 秒）にお

ける水位分布・流速ベクトル） 
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  添付資料 34 

 

水位変動・流向ベクトルについて 

 

１．概要 

島根原子力発電所の基準津波１～６による水位変動・流向

ベクトル図について，第１図～第６図に示す。 

 

第 1図(1) 基準津波１の水位変動・流向ベクトル 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

柏崎 6/7，女川２は，水

位変動・流向ベクトルに

ついて，別添 1 2.5 章

に記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以降，同様な図であり

記載を省略する。） 

 

 
 

395



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

  添付資料 35 

 

荷揚場作業に係る車両・資機材の漂流物評価について 

 

１．概要 

荷揚場では，使用済燃料輸送に係る作業や低レベル放射性廃

棄物（LLW）の輸送に係る作業等を定期的に実施することから，

荷揚場作業中の地震または津波の発生を想定し，荷揚場作業に

用いる車両・資機材が津波により漂流物となるか評価する。 

 

２．評価する基準津波と地震影響 

島根原子力発電所において想定する基準津波のうち，海域活

断層から想定される地震による津波は荷揚場に遡上しないこと

から，日本海東縁部に想定される地震による津波に対して評価

を実施する。 

評価にあたっては，日本海東縁部に想定される地震による津

波については，波源が敷地から離れており地震による敷地への

影響はないが，敷地近傍の震源による地震が発生した後に，独

立した事象として日本海東縁部に想定される地震による津波が

発生し，襲来することも想定し，「（１）荷揚場作業中に津波が

発生する場合」と「（２）地震が発生し，その後独立事象として

津波が発生する場合」を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は荷揚場作

業に係る車両・資機材の

漂流物評価について資

料を作成 
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３．荷揚場作業に係る車両・資機材 

 定期的に実施する荷揚場作業に係る車両・資機材を表１に示

す。 

表１ 荷揚場作業に係る車両・資機材 

 

※うち 8個は輸送車両に積載 

 

４．評価内容 

（１）荷揚場作業中に津波が発生する場合 

荷揚場作業中に，日本海東縁部に想定される地震による津波が

発生した場合，地震発生後に発電所へ津波が到達するまでの時間

は約 110 分である。この間に，荷揚場作業に用いている車両・資

機材が荷揚場から防波壁内に退避可能か評価する。 

各荷揚場作業において，荷揚場に仮置きする資機材とその個数

及び車両等への積載時間を以下に，また退避に要する時間を表２

に示す。各荷揚場作業における，仮置き資機材の車両等への積載

時間，車両退避時間（約 10分），防波扉の開放・閉止時間（開放・

閉止各約 10分（電動））から求まる退避時間は，津波到達時間（地

震発生後約 110分）より短く，車両・資機材の退避は可能である。  

 

① 使用済燃料輸送作業 

   荷揚場に仮置きする使用済燃料キャスクは，デリッククレ

ーンを用い使用済燃料輸送車両に積載して退避する手順とし

ている。 

  【仮置き資機材と積載時間】 

   使用済燃料キャスク個数：２個 

   輸送車両への積載時間：15分／個 

 

作業項目 作業頻度 種類 名称 個数 質量 

①使用済燃料輸送作

業 

２回／年 

程度 

車両 輸送車両 2 約 32t 

資機材 使用済燃料キャスク 2 約 93t 

②LLW（低レベル放射

性廃棄物）搬出作業 

２回／年 

程度 

車両 輸送車両 4 約 11t 

車両 フォークリフト 2 約 17t 

資機材 LLW輸送容器 10※ 約 1t 

③デリッククレーン

点検作業 

１回／年 

程度 

車両 トラック 1 約 5t 

車両 ラフタークレーン 1 約 39t 

車両 トレーラー 1 約 21t 

資機材 発電機 1 約 8t 

④防舷材設置作業 
大型船舶入

港の都度 

車両 ラフタークレーン 2 約 25t 

車両 トラック 1 約 5t 
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② LLW荷役作業 

   荷揚場に仮置きする LLW 輸送容器は，輸送船のクレーンを

用い，輸送船に積載し退避する手順としている。 

【仮置き資機材と積載時間】 

   LLW輸送容器個数：２個 

   輸送船への積載時間：５分/２個※ 

    ※：LLW輸送容器は２個ずつ輸送船へ積載 

 

③ デリッククレーン点検作業 

   荷揚場に仮置きする発電機は，ラフタークレーンを用いト

ラックに積載して退避する手順としている。 

  【仮置き資機材と積載時間】 

   発電機個数：１個 

   トラックへの積載時間：10分／個 

 

④ 防舷材設置作業 

   防舷材については，「2.5 水位変動に伴う取水性低下による

重要な安全機能への影響防止」において，漂流物として抽出

し取水性へ影響を与えないことを確認している。また，作業

に伴う車両については，退避する手順としている。 

 

表２ 退避に要する時間 

 

 

（２）荷揚場作業中に地震が発生し，その後独立事象として津波

が発生する場合 

 敷地近傍の震源による地震が発生した後に，独立した事象とし

て日本海東縁部に想定される地震による津波が発生することを想

定する。 

 荷揚場作業中に，敷地近傍の震源による地震が発生した場合，

荷揚場の沈下や車両の故障等が想定されるが，地震により荷揚場

作業項目 防波扉開 
資機材の 

積載 

車両退

避 
防波扉閉 合計 評価結果 

①使用済燃料輸送作

業 

約 10 分※１ 

約 30 分 

約 10 分 約 10 分 

約 50 分 

○ 

（約 110 分

までに退避

可能） 

②LLW（低レベル放射

性廃棄物）搬出作業 
約 5分※２ 約 20 分 

③デリッククレーン

点検作業 
約 10 分 約 30 分 

④防舷材設置作業 － 約 20 分 

※１ 資機材の積載，車両退避と同時に防波扉の開作業を実施するため，合計には含まない。 

※２ 輸送船へ積載するため，合計には含まない。 
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の沈下や車両の故障等が生じた場合においても，荷揚場の復旧や

車両の牽引等により，津波来襲までに車両・資機材が荷揚場から

防波壁内に退避可能か評価する。  

a. 地震による影響

荷揚場作業中に地震が発生した場合の車両・資機材の退避への

影響及びこれらへの対応のための退避作業について整理した結果

を，表３に示す。 

表３ 地震による車両・資機材の退避への影響と退避作業 

b. 車両・資機材の退避

 地震発生後に，荷揚場からの車両・資機材を退避させる作業手

順を図１に示す。また，以下の(a)～(d)に，各荷揚場各作業にお

ける車両・資機材の退避に係る具体的な作業内容及び退避時間を

示す。  

図１ 荷揚場からの車両・資機材の退避作業手順 

地震による荷揚場への影響 車両・資機材の退避への影響 退避作業 

荷揚場退

避ルート

への影響 

荷揚場沈降 退避ルートに段差が発生するこ

とにより車両が通行できない可

能性がある。 

①※
荷揚場復旧（別紙１） 

（段差解消） 

荷揚場常設設

備の倒壊 

荷揚場常設設備が転倒し，退避ル

ートに干渉することで，車両が通

行できない可能性がある。 

②※ 倒壊物の撤去 

資機材へ

の影響 

荷揚場常設設

備の倒壊 

荷揚場常設設備が倒壊し，資機材

に干渉することで，車両への積込

みができない可能性がある。 

③※
倒壊物の干渉回避 

（切断・撤去等） 

資機材の転倒 資機材が転倒する可能性がある。 
④※

車両に積込み退避を

実施 

車両への

影響 

荷揚場常設設

備の倒壊 

荷揚場常設設備が倒壊し，車両に

干渉することで，牽引できない可

能性がある。 

③※
倒壊物の干渉回避 

（切断・撤去等） 

車両の故障 油漏れ等で自走不可になる可能

性がある。 
⑤※

牽引による退避を実

施 

※ 図１のフローの番号と整合

地震発生

①荷揚場復旧

③倒壊物の干渉回避

④資機材の車両積込

⑤車両退避

作業完了

②倒壊物の撤去作業により，退避ルートの

確保及び荷揚場への必要資機材の配置

を可能とする。

③倒壊物の干渉回避作業により，資機材

の車両への積込作業を可能とする。また，牽

引による車両退避を可能とする。

④資機材の車両積込作業により，資機材の

退避を可能とする。

⑤車両退避作業により，車両及び資機材

の退避を実施する。

②倒壊物の撤去

①荷揚場復旧（段差解消）作業により，

退避ルートの確保及び荷揚場への必要

資機材の搬入を可能とする。
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(a) 使用済燃料輸送作業

使用済燃料輸送作業中には，荷揚場に使用済燃料輸送車両，使

用済燃料輸送容器がある。津波による漂流物の発生を防止するた

め，これらを退避させる。 

使用済燃料輸送作業中に地震が発生した場合の，車両・資機材

の退避への影響，退避作業及びこれに必要な資機材等について整

理した結果を表４に示す。また，荷揚場作業と退避ルートの概要

図を図２に，退避作業に係る時系列を図３に示す。 

表４ 地震による車両・資機材の退避への影響と退避作業 

（使用済燃料輸送作業） 
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図２ 使用済燃料輸送作業の荷揚場作業と退避ルートの概要図 

図３ 退避作業に係る時系列（使用済燃料輸送作業） 

(b) LLW搬出作業

LLW搬出作業中には，荷揚場に LLW輸送車両，LLW輸送容器

がある。津波による漂流物の発生を防止するため，これらを

退避させる。 

  LLW 搬出作業中に地震が発生した場合の，車両・資機材の

退避に影響を及ぼす事象，退避作業及びこれに必要な資機材

等について整理した結果を表５に示す。また，荷揚場作業と

退避ルートの概要図を図４に，退避作業に係る時系列を図５

に示す。 

使用済燃料輸送容器

使用済燃料輸送車両

荷揚場詰所

オイルフェンスドラム・

オイルフェンス

デリッククレーン

デリッククレーン巻上装置建物

デリッククレーン荷重試験用ウェイト

キャスク取扱収納庫他

段差最大 70cm 

段差最大 45cm 

段差最大 40cm 
：作業エリア

：地盤改良部

：防波壁

：防波扉

：施設護岸線

：岩着部

：車両通行範囲

：段差発生箇所

：退避ルート

：倒壊範囲

作業車両移動

砕石積込

砕石運搬
砕石敷設等

作業車両移動

撤去作業等

作業車両移動

撤去作業等
作業車両移動

玉かけ

積込等

作業車両移動

車両接続
牽引等

6

6

3

3

6h

①段差復旧

③倒壊物の干渉回避

④資機材積込

⑤車両・資機材退避

経過時間
作業内容

作業時間

(h) 12h 18h 24h

②倒壊物の撤去 6
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表５ 地震による荷揚場からの退避への影響と退避作業 

（LLW搬出作業） 

図４ LLW 搬出作業の荷揚場作業と退避ルートの概要図 

荷揚場詰所

オイルフェンスドラム・

オイルフェンス

デリッククレーン

デリッククレーン巻上装置建物

デリッククレーン荷重試験用ウェイト

キャスク取扱収納庫他

LLW輸送車両

LLW輸送容器

フォークリフト

段差最大 70cm 

段差最大 45cm 

段差最大 40cm 
：作業エリア

：地盤改良部

：防波壁

：防波扉

：施設護岸線

：岩着部

：車両通行範囲

：段差発生箇所

：退避ルート

：倒壊範囲

402



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

図５ 退避作業に係る時系列（LLW搬出作業） 

(c) デリッククレーン点検作業

デリッククレーン点検作業中には，荷揚場に発電機，トラ

ック，ラフタークレーンがある。津波による漂流物の発生を

防止するため，これらを退避させる。 

  デリッククレーン点検作業中に地震が発生した場合の，車

両・資機材の退避に影響を及ぼす事象，退避作業及びこれに

必要な資機材等について整理した結果を表６に示す。また，

荷揚場作業と退避ルートの概要図を図６に，退避作業に係る

時系列を図７に示す。 

表６ 地震による荷揚場からの退避への影響と退避作業 

（デリッククレーン点検作業） 

作業車両移動

砕石積込

砕石運搬
砕石敷設等

作業車両移動

撤去作業等

作業車両移動

撤去作業等
作業車両移動

玉かけ

積込等

作業車両移動

車両接続
牽引等

6

6

3

3

6h

①段差復旧

③倒壊物の干渉回避

④資機材積込

⑤車両・資機材退避

経過時間
作業内容

作業時間

(h) 12h 18h 24h

②倒壊物の撤去 6
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図６ デリッククレーン点検作業の荷揚場作業と退避ルートの

概要図 

図７ 退避作業に係る時系列（デリッククレーン点検作業） 

(d) 防舷材設置作業

防舷材設置作業中には，荷揚場にラフタークレーン，トラ

ックがある。津波による漂流物の発生を防止するため，これ

らを退避させる。 

  防舷材設置作業中に地震が発生した場合の，車両・資機材

の退避に影響を及ぼす事象，退避作業及びこれに必要な資機

材等について整理した結果を表７に示す。また，荷揚場作業

と退避ルートの概要図を図８に，退避作業に係る時系列を図

９に示す。 

荷揚場詰所

オイルフェンスドラム・

オイルフェンス

デリッククレーン

デリッククレーン巻上装置建物

デリッククレーン荷重試験用ウェイト

キャスク取扱収納庫他

トラック 発電機

トレーラ

段差最大 70cm 

段差最大 45cm 

段差最大 40cm ：作業エリア

：地盤改良部

：防波壁

：防波扉

：施設護岸線

：岩着部

：車両通行範囲

：段差発生箇所

：退避ルート

：倒壊範囲

作業車両移動

砕石積込

砕石運搬
砕石敷設等

作業車両移動

撤去作業等

作業車両移動

撤去作業等
作業車両移動

玉かけ

積込等

作業車両移動

車両接続
牽引等

6

6

3

3

6h

①段差復旧

③倒壊物の干渉回避

④資機材積込

⑤車両・資機材退避

経過時間
作業内容

作業時間

(h) 12h 18h 24h

②倒壊物の撤去 6
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表７ 地震による荷揚場からの退避への影響と退避作業 

（防舷材設置作業） 

図８ 防舷材設置作業の荷揚場作業と退避ルートの概要図 

図９ 退避作業に係る時系列（防舷材設置作業） 

c. 地震発生後の車両・資機材の退避の実現性

各荷揚場各作業において退避に要する時間は，いずれも 24

荷揚場詰所

オイルフェンスドラム・

オイルフェンス

デリッククレーン

デリッククレーン巻上装置建物

デリッククレーン荷重試験用ウェイト

キャスク取扱収納庫他

トラック

ラフタークレーン

段差最大 70cm 

段差最大 45cm 

段差最大 40cm 
：作業エリア

：地盤改良部

：防波壁

：防波扉

：施設護岸線

：岩着部

：車両通行範囲

：段差発生箇所

：退避ルート

：倒壊範囲

作業車両移動
砕石積込

砕石運搬
砕石敷設等
作業車両移動
撤去作業等

作業車両移動
撤去作業等
作業車両移動
車両接続
牽引等

作業内容
作業時間
(h)

経過時間

6h 12h 18h 24h

①段差復旧 6

③倒壊物の干渉回避 6

④車両・資機材退避 3

②倒壊物の撤去 6
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時間程度であり，必要資機材の手配に１週間を要すると仮定

すると，荷揚場作業に係る車両・資機材は 10日間程度で退避

可能である。従って，荷揚場作業中に，敷地近傍の震源によ

る地震が発生した場合，荷揚場の沈下や車両の故障等が想定

されるが，独立事象である日本海東縁部に想定される地震に

よる津波が襲来するまでの間に，荷揚場の復旧や車両の牽引

等による退避が可能である。 

５．まとめ 

  荷揚場作業中に，日本海東縁部に想定される地震による津波

が発生する場合は，津波が到達するまでに荷揚場作業に係る車

両・資機材の退避が可能である。また，荷揚場作業中に，敷地

近傍の震源による地震が発生する場合は，独立事象である日本

海東縁部に想定される地震による津波が襲来するまでに，荷揚

場作業に係る車両・資機材の退避が可能である。 

荷揚場作業を実施する場合には，その都度，作業に必要な車

両・資機材が，津波または地震が発生する場合に退避可能であ

るか確認することから，荷揚場作業に用いる車両・資機材が津

波により漂流物となることはない。 

なお，仮にこれらの車両・資機材が漂流物となった場合にお

いても，水面上を漂流するものは深層取水方式の取水口に到達

することはなく，港湾内に沈むものは海底面から 5.5mの高さが

ある取水口に到達することはなく，取水口の通水性への影響を

及ぼすことはない。 
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別紙１ 

地震による荷揚場への影響と復旧作業について 

１．概要 

地震による荷揚場への影響として，荷揚場沈下に伴う段差が発

生する。地震による段差復旧については，「「実用発電用原子炉に

係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要

な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への

適合状況について」のうち「添付資料 1.0.2 可搬型重大事故等対

処設備保管場所及びアクセスルートについて」において試験を実

施している。地震により段差が発生した場合でも同様な復旧作業

が可能であり，ここでは，地震による荷揚場への影響と復旧作業

について示す。 

２．地震による荷揚場への影響について 

 荷揚場は海側の施設護岸下部を岩着構造としており，沈下しな

い範囲もあるが，その西側や荷揚場道路付近は埋戻土（掘削ズリ）

により敷地造成していることから，地中埋設構造物（施設護岸）

及び地盤改良部との境界部に不等沈下に伴う段差が発生する可能

性がある。ここで，荷揚場付近で段差が発生する可能性がある箇

所を図１に示す。 

ここで，埋戻土（掘削ズリ）の沈下量を計算した結果，荷揚場

付近の沈下しない範囲との段差は北側通路付近で最大約 70cm，南

側通路付近で最大約 45cm，荷揚場付近で最大約 40cmとなる。 

図１ 荷揚場付近の沈下により段差が発生する可能性がある箇所 

Ｎ

KEY PLAN

Ｎ

荷揚場

凡例

鋼管杭

施設護岸

止水目地

防波扉基礎 改良地盤

防波壁

屋外排水路横断部

施設護岸の岩着範囲

段差が発生する可能性がある箇所

RC床版

北側通路付近

荷揚場付近

南側通路付近

A

A

B

B

C
C

Ｎ

KEY PLAN

Ｎ

荷揚場

凡例

鋼管杭

施設護岸

止水目地

防波扉基礎 改良地盤

防波壁

屋外排水路横断部

施設護岸の岩着範囲

段差が発生する可能性がある箇所

RC床版

北側通路付近

荷揚場付近

南側通路付近

A

A

B

B

C
C
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３．段差高の計算方法について 

埋戻土（掘削ズリ）の沈下量については，液状化及び揺すり込

みに伴う沈下量として，保守的にばらつきを考慮した相対密度か

ら求まる沈下率（3.5%）を用い，埋戻土（掘削ズリ）の層厚×3.5％

で算出する。 

段差高は，道路部における埋戻土（掘削ズリ）の層厚から地中

埋設構造物（施設護岸）及び地盤改良部の層厚を引いた差に 3.5％

を乗じて算出する。 

 

表１ 各断面における埋戻土層厚および段差評価一覧表 

 

 

図２ 北側通路付近断面図（A-A断面） 

地盤改良範囲岩盤線

地表面

防波壁

地盤改良部と全層埋戻土部の境界における
埋戻土部の層厚差=18.7m-0.5m

段差計算箇所
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図３ 南側通路付近断面図（B-B断面） 

 

 

 

 

 

図４ 荷揚場付近断面図（C-C断面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩盤線

地表面

防波壁
セルラーブロック部と全層埋戻土部の境界における
埋戻土部の層厚差=15.0m-5.0m

段差計算箇所

地盤改良部と全層埋戻土部
の境界における埋戻土部の
層厚差=13.4m-2.0m

岩盤線

地表面
段差計算箇所
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４．段差復旧作業について 

地震により段差が発生した場合でも，砕石の敷設により段差復

旧が可能である。 

段差復旧作業について，「添付資料 1.0.2 可搬型重大事故等対

処設備保管場所及びアクセスルートについて」のうち「別紙(9) 

構内道路補修作業の検証について」の内容を抜粋して示す。 
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 添付資料 17 

 

津波の流況を踏まえた漂流物の津波防護施設等及び取水口への到

達可能性評価について 

 

1. はじめに 

 「2.5 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への

影響防止」における評価のひとつとして，基準津波に伴う漂流

物が津波防護施設等の健全性及び非常用海水ポンプの取水性に

及ぼす影響を確認するために，漂流物となる可能性のある施

設・設備を「第 2.5-11図 漂流物評価フロー」に基づき評価し

ている。 

漂流物評価フローにおいて示される「津波防護施設等，取水

機能を有する安全設備等に対する漂流物となる可能性」の具体

的な考え方について，以下に示す。 

 

2. 「津波防護施設等，取水機能を有する安全設備等に対する漂

流物となる可能性」について 

 津波防護施設等，取水機能を有する安全設備等に対する漂流

物となる可能性について，津波の流況を踏まえて，東海第二発

電所の津波防護施設等及び取水口に対する漂流物の動向を確認

することにより評価する。 

 

 

2.1 津波流況の考察 

(1) 流況考察時間の分類 

 東海第二発電所敷地内及び敷地外における津波襲来時の流

況について整理した。津波流向の時刻歴を確認した結果，津

波が襲来する時間帯（以下流況の評価においては「津波襲来

時」という。）である地震発生後約 34分～約 40分及び引き波

の時間帯（以下流況の評価においては「引き波時」という。）

である地震発生後約 40 分～約 50 分に大きな速度を有する一

定方向の流向が継続しており，引き波後は継続的でない流向

を示す傾向にあった。漂流物の動向に影響を与える流況とし

ては，大きな速度を有する継続的な一定方向の流向が支配的

添付資料 36 

 

津波の流況を踏まえた漂流物の津波防護施設等及び取水口への到

達可能性評価について 

 

1. はじめに 

 「2.5 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能へ

の影響防止」における評価のひとつとして，基準津波に伴う漂

流物が非常用海水ポンプの取水性に及ぼす影響を確認するため

に，漂流物となる可能性のある施設・設備を「第 2.5-18図 漂

流物の選定・影響確認フロー」に基づき評価する。 

 

漂流物の選定・影響確認フローに基づき，漂流物が津波防護

施設等及び取水口に到達する可能性の具体的な考え方について

以下に示す。 

 

2. 漂流物の津波防護施設等への到達可能性及び２号炉取水口に

到達する可能性について 

 津波防護施設等及び２号炉取水口に到達する可能性につい

て，津波の流況を踏まえて，島根原子力発電所の津波防護施設

等及び取水口に対する漂流物の動向を確認することにより評価

する。 

 

 

2.1 津波流況の考察 

(1) 流況考察時間の分類 

島根原子力発電所敷地内及び敷地外における津波襲来時の

流況について考察した。島根２号炉は基準津波の特性として

継続的な流向はないため，日本海東縁部に想定される地震に

よる津波（基準津波１）と海域活断層から想定される地震に

よる津波（基準津波４）について，流況考察時間を最大水位・

流速を示す時間帯とその前後の３つに分類した。 

日本海東縁部に想定される地震による津波（基準津波１）

については，最大水位・流速を示す時間帯が地震発生後約 180

分～200分であるため，津波到達時間も考慮し地震発生後約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・基準津波の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は基準津波

の特性として，津波周期

が短く敷地周辺及び港

湾内の流向が短時間に

変化することから，最大

流速・水位を示す時間帯
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であると考えられるが，ここでは保守的に引き波後の流況に

ついても把握することを目的とし，津波による流況が収束し

つつある時間帯（以下流況の評価においては「収束時」とい

う。）である地震発生後約 50分～約 90分についても整理した。

第 1図に流況考察時間の分類を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100分～180分，地震発生後約 180分～200分，地震発生後約

200分～360分の３区分に分類し，海域活断層から想定される

地震による津波（基準津波４）については，最大水位・流速

を示す時間帯が地震発生後約５分～７分であるため，地震発

生後約０分～５分，地震発生後約５分～７分，地震発生後約

７分～30分の３区分に分類した。図１に流況考察時間の分類

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とそれ以外に分類。 
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第１図 流況考察時間の分類 

 

(2) 津波流況の考察 

 第 2 図に発電所周辺海域及び発電所敷地前面海域の流向ベ

クトル（防波堤ありの場合）を示す。また，防波堤ありの場

合における流況の考察の詳細を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図１ 流況考察時間の分類 

 

(2) 津波流況の考察 

   添付資料 34「水位変動・流向ベクトル」第１図，第４図に

基準津波１，４の水位変動・流向ベクトルを示す。また，防

波堤有りの場合における流況の考察の詳細を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，水位変

動・流向ベクトルを添付

資料 34に示す。 

 

 

御津漁港

片句漁港

手結漁港

恵曇漁港

地点１

地点２

地点３

地点７

地点４

地点５

地点８

地点６

地点９

大芦漁港
地点11

地点10
地点12 地点13
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ａ．防波堤あり 

 

(a) 津波襲来時（地震発生後 約 34分～約 40分） 

 

 

i) 発電所敷地エリア 

東方より北西向きの流向を主流として襲来し，地震発

生から約 35 分後に敷地前面に到達する。地震発生から

約 37分後には敷地への遡上が始まり，第 2図（4／11）

の地震発生から 38 分後における発電所敷地エリア拡大

図のように，取水口以北では防潮堤の敷地前面東側から

敷地側面北側に沿うように遡上し，取水口以南では防潮

堤の敷地前面東側から敷地側面南側に沿うように遡上

する。地震発生から約 40分後には引き波となる。 

 

ii) 発電所北側エリア 

東方より北西向きの流向を主流として襲来し，地震発

生から約 35 分後に発電所北側エリア前面の海域に到達

する。地震発生から約 37 分後には北西向きの流向を主

流として発電所北側エリアの陸域及び久慈川へ遡上し，

第 2図（5／11）の地震発生から 40分後における発電所

周辺広域図のように，発電所敷地エリアでは引き波へと

転じる地震発生から約 40 分後においても，発電所北側

エリアの陸域及び久慈川では津波の遡上が続く（地震発

生から約 43分後まで遡上が継続する）。 

 

iii) 発電所南側エリア 

東方より北西向きの流向を主流として襲来し，地震発

生から約 34 分後に発電所南側エリア前面の海域に到達

する。前面海域に到達した津波は常陸那珂港区沖防波堤

の影響により，常陸那珂火力発電所敷地へは直接遡上せ

ず，沖防波堤の北側に回り込む。地震発生から約 36 分

後には常陸那珂港区沖防波堤の北側に回り込んだ津波

が常陸那珂火力発電所敷地の北側から遡上を始める。第

2図（3／11）の地震発生から 37.5分後における発電所

周辺広域図のように，常陸那珂火力発電所敷地の北側か

a. 防波堤有り 

Ⅰ. 基準津波１（防波堤有り） 

(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 100

分～180分） 

 

ⅰ) 発電所周辺海域 

  約 109 分では，津波の第１波が敷地の東側から沿岸を

沿うように襲来する。また，約 113分 30秒では，敷地の

北西側から津波が襲来する。発電所周辺海域において流

速の変化は小さく，水位変動も 1m程度である。その後，

約 180 分まで主に敷地の北西側からの押し波，引き波に

より，短い周期で北西方向と南東方向の流れを繰返す。

いずれの時間帯においても流速は 1m/s未満である。 

 

 

ⅱ) 発電所港湾部 

  約 116分 30秒では，津波の第１波が輪谷湾に到達する。

水位が 1m 程度上昇し，0.5m/s 程度の流速が防波堤付近

で発生する。その後，約 180 分まで，短い周期で輪谷湾

内と輪谷湾外への流れを繰返す。水位変動は最大でも 3m

程度で，流速は最大でも 3m/s程度である。 

  流れの特徴としては，押し波時，引き波時とも防波堤

を回り込む流れが生じ，港湾内のうち防波堤を回り込む

流れによる流速が比較的速い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・基準津波の相違 

【東海第二】 

島根は基準津波が複数

あることによる相違。 

 

・基準津波の相違 

【東海第二】 

基準津波の違いによる

考察結果の相違（以下，

同様）。 
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らは南向きの流向を主流とした津波が陸域へ遡上し，常

陸那珂火力発電所敷地の南側からは北向きの流向を主

流とした津波が陸域へ遡上するが，地震発生から約 40

分後には引き波となる。国立研究開発法人日本原子力研

究開発機構敷地では地震発生から約 37 分後に西向きの

流向を主流とした津波が陸域へ遡上するが，地震発生か

ら約 39分後には引き波となる。 

(b) 引き波時（地震発生後 約 40分～約 50分） 

 

i) 発電所敷地エリア 

地震発生から約 40 分後に引き波へと転じ，敷地前面

東側から外海へ向かう流況となる。引き波時は津波襲来

時のように防潮堤に沿うような流況は示さず，第 2図（5

／11）の地震発生から 40 分後における発電所敷地エリ

ア拡大図のように，敷地前面東側の一部を除き，直接外

海へ向かう流況となっている。また，第 2 図（7／11）

の地震発生から 43 分後における発電所敷地エリア拡大

図のように，防波堤の間隔が狭いため，引き波方向に大

きな流速が出ていることが確認される。引き波の流況は

地震発生から約 50分後まで継続する。 

 

ii) 発電所北側エリア 

地震発生から約 40 分後以降においても久慈川及び久

慈川周辺陸域については遡上を続けるが，地震発生から

約 43 分後には引き波へ転じ始め，陸域から外海へ向か

う流向を主流とした流況となる。この流況は地震発生か

ら約 50 分後以降も継続する。なお，防波堤より敷地側

の海域では比較的穏やかな流況となる（防波堤より敷地

側の海域では穏やかな流況が地震発生から 90 分後まで

続く）。また，第 2 図（6／11）の地震発生から 41.5 分

後における発電所周辺広域図のように，日立港区沖防波

堤の北側又は南側に回り込みながら波が引いていく流

況となる。さらに，第 2図（8／11）の地震発生から 45

分後における発電所周辺広域図のように，日立港区東防

波堤及び南防波堤の間隔が狭いため，引き波方向に大き

な流速が出ていることが確認される。発電所北側エリア

 

 

 

 

 

 

 

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 180 分～

200分） 

ⅰ) 発電所周辺海域 

  約 180 分では，敷地の北西側から引き波が襲来する。

引き波の影響により北西方向の流れとなり 1m/s 程度の

流れが確認できる。約 183 分では，敷地の北西側から押

し波が襲来し，押し波の影響により南東方向の流れとな

り，引き波の流速と同様 1m/s程度の流れが確認できる。 

  約 187 分では，敷地の北西側から引き波が襲来し，約

191分では，水位変動が 3m程度の大きい押し波が襲来し

2m/s程度の流れが確認できる。その後も，主に敷地の北

西側から押し波，引き波が比較的速い流速にて約 200 分

まで交互に襲来する。 

 

ⅱ) 発電所港湾部 

  地震発生後約 184 分では，敷地の北西側から押し波が

襲来し，流速 5m/s程度の防波堤を回り込む流れが発生す

る。約 184 分 30 秒では，輪谷湾内の水位が 5m 程度上昇

し，周辺海域では押し波傾向であるが，輪谷湾水位が高

いため，輪谷湾内への流れは 2m/s程度となる。その直後

には輪谷湾外へ向かう流れとなる。約 192分 30秒では，

輪谷湾の水位が低い状態において，敷地の北西側から押

し波が襲来する。最大流速が発生する時間帯であり，防

波堤を回り込む 5m/s 程度の流れが発生する。約 193 分

30秒では，周辺海域は押し波傾向であるが，輪谷湾水位

が高いため，輪谷湾に向かう流れはない。その後，地震

発生後約 200 分まで，短い周期で輪谷湾内と輪谷湾外へ

の流れを繰返す。 
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の前面海域については地震発生から約 40 分後には引き

波へと転じ，外海へ向かう流況となる。この流況は地震

発生から約 43分後まで継続する。 

iii) 発電所南側エリア 

発電所南側エリアの常陸那珂火力発電所敷地では，地

震発生の約 40 分後から約 45 分後にかけて引き波とな

る。第 2図（6／11）の地震発生から 42分後における発

電所周辺広域図のように，常陸那珂港区沖防波堤の北側

に回り込みながら波が引いていく流況を示し，第 2図（7

／11）の地震発生から 43 分後における発電所周辺広域

図のように，旋回する流況が確認される。旋回する流況

は地震発生後約 55 分まで継続する。国立研究開発法人

日本原子力研究開発機構敷地前面海域では地震発生の

約 40分後から約 50分後にかけて引き波となり，外海へ

向う流向を主流とした流況となる。 

(c) 収束時（地震発生後 約 50分～約 90分） 

 

i) 発電所敷地エリア 

敷地前面海域において，第 2 図（9／11）の地震発生

から 55 分後における発電所周辺広域図のように，旋回

する流況が確認される（旋回する流況は地震発生後約

75 分まで継続する）。また，第 2 図（9／11）の地震発

生から 60 分後における発電所敷地エリア拡大図のよう

に，東海港の防波堤付近にて旋回する流況となるが，継

続的な流況とはならない。地震発生の約 65 分後から約

75 分後にかけては一部旋回する流況となるものの，穏

やかな流況が継続する。第 2図（11／11）の地震発生か

ら 80 分後における発電所敷地エリア拡大図のように，

地震発生から約 80 分後に西向きの流向で津波が襲来

し，物揚岸壁及び敷地前面東側の一部に津波が遡上する

が，この流況が継続することはなく，地震発生から約

85分後には引き波へと転じ，地震発生から約 90分後に

は一部で引き波及び旋回する流況が確認されるものの

比較的穏やかな流況となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 200

分～360分） 

ⅰ) 発電所周辺海域 

  約 201分では，南東方向の流れとなり，流速は 1m/s程

度である。約 204 分では，反射波により流れは逆向きと

なる。その後，敷地北西側からの押し波，引き波により

短い周期で北西方向と南東方向の流れを繰返す。また，

流速は速くても 1m/s程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

417



柏﨑刈羽原子力発電所 6/7号炉(2017.12.20版) 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ii) 発電所北側エリア 

地震発生から約 55 分後までは陸域から外海へ向かう

流向を主流とした流況が継続する。地震発生の約 65 分

後から約 80 分後にかけては穏やかな流況が継続する。

地震発生の約 85分後から約 90分後では引き波となり，

外海へ向う流向を主流とした流況となる。 

iii) 発電所南側エリア 

地震発生の約 60分後から約 80分後にかけては穏やか

な流況が継続する。地震発生から約 85 分後に引き波へ

と転じ，地震発生から約 90 分後には再び穏やかな流況

となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 発電所港湾部 

  地震発生後約 201分では，輪谷湾外への流れとなり，，

流速は 1m/s程度である。約 205分では，押し波が襲来し，

輪谷湾内への流れとなり，流速は 1m/s程度となる。 

 流れの特徴としては，押し波時，引き波時とも防波堤

を回り込む流れが生じ，港湾内の流速のうち防波堤を回

り込む流れによる流速が比較的速い。 

 

Ⅱ. 基準津波４（防波堤有り） 

(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約０分

～５分） 

ⅰ) 発電所周辺海域 

  約２分では，津波の第１波が敷地の北西側から押し波

として襲来する。水位も低く流速の変化は小さい。約４

分では，北西側への大きい引き波により，北西方向の流

れとなるが，いずれも 1m/s以上の流速は確認されない。 

ⅱ) 発電所港湾部 

  地震発生後約３分では，津波の第１波が輪谷湾に押し波

として襲来する。水位も低く流速の変化は小さい。 

 

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約５分～７

分） 

ⅰ) 発電所周辺海域 

約５分では，敷地の北西側への大きい引き波により北西

方向の流れが継続する。 

ⅱ) 発電所港湾部 

  約６分では，大きい引き波により輪谷湾外への流れとな

り，3m/s程度の流速となる。 

 

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約７分

～30分） 

ⅰ) 発電所周辺海域 

約７分では，敷地の北西側への引き波が継続しており，

北西方向の流向が継続する。約 9分では，敷地北西側から

押し波が襲来し，南東方向の流れとなる。いずれも，1m/s

以上の流速は確認されず，以降も，1m/s を超える流速は
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第 2図 発電所周辺海域及び発電所敷地前面海域の流向ベクトル 

（防波堤ありの場合）（1／11） 

 

第 3 図に発電所周辺海域及び発電所敷地前面海域の流向ベ

クトル（防波堤なしの場合）を示す。また，防波堤なしの場

合における流況の考察の詳細を以下に示す。 

 

 

 

ない。 

ⅱ) 発電所港湾部 

  約７分では，輪谷湾内への，約９分では，輪谷湾外へ

の流れとなる。湾内のうち防波堤を回り込む流速が比較

的速く 2m/s程度の流速が確認できる。以降，輪谷湾内と

輪谷湾外への流向が短い周期で変化するが，流速は 1m/s

程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，軌跡解析

の傾向も踏まえ，第３図

に記載。 
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ｂ．防波堤なし 

 

(a) 津波襲来時（地震発生後 約 34分～約 40分） 

 

i) 発電所敷地エリア 

東方より北西向きの流向を主流として襲来し，地震発

生から約 35 分後に敷地前面に到達する。地震発生から

約 37分後には敷地への遡上が始まり，第 3図（4／11）

の地震発生から 38 分後における発電所敷地エリア拡大

図のように，取水口以北では防潮堤の敷地前面東側から

敷地側面北側に沿うように遡上し，取水口以南では防潮

堤の敷地前面東側から敷地側面南側に沿うように遡上

する。地震発生から約 40分後には引き波となる。 

ii) 発電所敷地エリア 

東方より北西向きの流向を主流として襲来し，地震発

生から約 35 分後に発電所北側エリア前面の海域に到達

する。地震発生から約 37 分後には北西向きの流向を主

流として発電所北側エリアの陸域及び久慈川へ遡上し，

第 3図（5／11）の地震発生から 40分後における発電所

周辺広域図のように，発電所敷地エリアでは引き波へと

転じる地震発生から約 40 分後においても，発電所北側

エリアの陸域及び久慈川では津波の遡上が続く（地震発

生から約 43分後まで遡上が継続する）。 

iii) 発電所南側エリア 

東方より北西向きの流向を主流として襲来し，地震発

生から約 34 分後に発電所南側エリア前面の海域に到達

する。地震発生から約 35 分後には北西向きの流向を主

流として常陸那珂火力発電所敷地へ遡上し始め，第 3図

（3／11）の地震発生から 37.5分後における発電所周辺

広域図のように，常陸那珂火力発電所敷地の北側からは

南西向きの流向を主流とした津波が陸域へ遡上し，常陸

那珂火力発電所敷地の南側からは北西向きの流向を主

流とした津波が陸域へ遡上するが，地震発生から約 40

分後には引き波となる。国立研究開発法人日本原子力研

究開発機構敷地では地震発生から約 37 分後に西向きの

流向を主流とした津波が陸域へ遡上するが，地震発生か

b. 防波堤無し 

Ⅰ. 基準津波１（防波堤無し） 

(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後 100 分

～180分） 

ⅰ) 発電所周辺海域 

 「a.防波堤有り」に記載した内容と同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 発電所港湾部 

  約 116分 30秒では，津波の第１波が輪谷湾に到達する。

水位が 1m程度上昇するが，流速の変化は小さい。その後，

約 180 分まで，短い周期で輪谷湾内と輪谷湾外への流れ

を繰返す。水位変動は最大でも 3m程度で，流速は最大で

も 3m/s程度である。 
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ら約 39分後には引き波となる。 

 

(b) 引き波時（地震発生後 約 40分～約 50分） 

 

i) 発電所敷地エリア 

地震発生から約 40 分後に引き波へと転じ，敷地前面

東側から外海へ向かう流況となる。引き波時は津波襲来

時のように防潮堤に沿うような流況は示さず，第 3図（5

／11）の地震発生から 40 分後における発電所敷地エリ

ア拡大図のように，敷地前面東側の一部を除き，直接外

海へ向かう流況となっている。この流況は地震発生から

約 50分後まで継続する。 

ii) 発電所敷地エリア 

地震発生から約 40 分後以降においても久慈川及び久

慈川周辺陸域については遡上を続けるが，地震発生から

約 43 分後には引き波へ転じ始め，陸域から外海へ向か

う流向を主流とした流況となる。この流況は地震発生か

ら約 50 分後以降も継続する。発電所北側エリアの前面

海域については地震発生から約 40 分後には引き波へと

転じ，外海へ向かう流況となる。この流況は地震発生か

ら約 50分後以降も継続する（地震発生から約 55分後ま

で引き波が継続する）。 

iii) 発電所南側エリア 

発電所南側エリアの常陸那珂火力発電所敷地では，地

震発生の約 40 分後から約 45 分後にかけて引き波とな

り，第 3図（7／11）及び（8／11）の発電所周辺広域図

のように，地震発生から約 42分後から約 45分後にかけ

て常陸那珂火力発電所敷地前面海域にて旋回する流況

となるものの，おおむね遡上時とは逆の流向を主流とし

た流況となる。地震発生から約 50 分後には常陸那珂火

力発電所敷地前面海域にて南向きの流向を主流とした

流況となる。国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

敷地前面海域では地震発生の約 40分後から約 50分後に

かけて引き波となり，外海へ向う流向を主流とした流況

となる。 

 

 

 

 (b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 180分～

200分） 

ⅰ) 発電所周辺海域 

 「a.防波堤有り」に記載した内容と同じ。 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 発電所港湾部 

約 183分 30秒では，敷地の北西側から押し波が襲来し，

輪谷湾内における流速は 3m/s 程度である。約 184 分 30 秒

では，輪谷湾内水位が 6m程度上昇し，周辺海域では押し波

傾向であるが，輪谷湾水位が高いため，輪谷湾内への流れ

はない。その直後には輪谷湾外へ向かう流れとなる。約 192

分 30秒では，輪谷湾の水位が低い状態において，敷地の北

西側から大きい押し波が襲来する。最大流速が発生する時

間帯であり，9m/s 程度の流れが発生する。約 193 分 30 秒

では，周辺海域は押し波傾向であるが，輪谷湾水位が高い

ため，輪谷湾外への流れとなる。その後，約 200 分まで，

短い周期で輪谷湾内と輪谷湾外への流れを繰返す。 
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(c) 収束時（地震発生後 約 50分～約 90分） 

 

i) 発電所敷地エリア 

敷地前面海域において，地震発生から約 55 分後には

南向きの流況となり，地震発生から約 65 分後には北向

きの流況となるが，いずれも継続的な流況とはならず，

地震発生の約 65分後から約 75分後にかけては穏やかな

流況が継続する。第 3 図（11／11）の地震発生から 80

分後における発電所敷地エリア拡大図のように，地震発

生から約 80 分後に西向きの流向で津波が襲来し，物揚

岸壁及び敷地前面東側の一部に津波が遡上するが，この

流況が継続することはなく，地震発生から約 85 分後に

は引き波へと転じ，地震発生から約 90 分後には一部で

引き津波が継続するものの比較的穏やかな流況となる。 

ii) 発電所敷地エリア 

地震発生から約 55 分後までは陸域から外海へ向かう

流向を主流とした流況が継続する。地震発生から約 60

分後には北西へ向かう流向を主流とした流況となるが，

継続的な流況とはならず，地震発生の約 65 分後から約

80 分後にかけては穏やかな流況が継続する。地震発生

の約 85分後から約 90分後では引き波となり，外海へ向

う流向を主流とした流況となる。 

iii) 発電所南側エリア 

地震発生から約 55 分後にて西向きの流向を主流とし

た流況となるが，継続的な流況とはならず，地震発生の

約 60分後から約 80分後にかけては穏やかな流況が継続

する。地震発生から約 85 分後に引き波へと転じ，地震

発生から約 90分後には再び穏やかな流況となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 200

分～360分） 

ⅰ) 発電所周辺海域 

 「a.防波堤有り」に記載した内容と同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 発電所港湾部 

約 201 分では，輪谷湾外への流れとなり，流速は 1m/s

程度である。約 205分では，押し波が襲来し，輪谷湾内へ

の流れとなり，流速は 1m/s程度となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ. 基準津波４（防波堤無し） 

(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約０分

～５分） 

ⅰ) 発電所周辺海域 

 「a.防波堤有り」に記載した内容と同じ。 
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ⅱ) 発電所港湾部 

地震発生後約３分では，津波の第１波が輪谷湾に押し波とし

て襲来する。水位も低く流速の変化は小さい。 

 

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約５分～７

分） 

ⅰ) 発電所周辺海域 

 「a.防波堤有り」に記載した内容と同じ。 

 

ⅱ) 発電所港湾部 

約６分では，大きい引き波により輪谷湾外への流れとなり，

3m/s程度の流速となる。約７分では，輪谷湾内への流向とな

り，2m/s程度の流速となる。 

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約７分

～30分） 

ⅰ) 発電所周辺海域 

 「a.防波堤有り」に記載した内容と同じ。 

 

ⅱ) 発電所港湾部 

   約７分では，輪谷湾内への流れとなる。約９分では，輪谷

湾外への流れとなるが，流速は 2m/s程度である。以降，輪谷

湾内への流れ，輪谷湾外への流れが短い周期で変化するが，

流速は 1m/s程度である。 
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第 3図 発電所周辺海域及び発電所敷地前面海域の流向ベクトル 

（防波堤なしの場合）（1／11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，軌跡解析

の傾向も踏まえ，第３図

に記載。 
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2.2 漂流物の津波防護施設等及び取水口への到達可能性評価 

津波流況の考察より，以下のとおり時間分類毎に漂流物の津

波防護施設等及び取水口への到達可能性について評価を実施

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 津波襲来時（地震発生後 約 34分～約 40分） 

発電所敷地エリアについては，津波襲来時の流況から，

取水口以北の漂流物は敷地前面東側から敷地側面北側へ防

潮堤に沿うように移動し，取水口以南の漂流物は敷地前面

東側から敷地側面南側へ防潮堤に沿うように移動すると考

えられる。 

発電所北側エリアについては，津波襲来時の流況から，

当該エリアの漂流物は北西方向へ移動すると考えられ，発

電所敷地エリアでは引き波へと転じる時間においても当該

エリアの漂流物は津波の遡上方向である北西へ移動すると

考えられる。 

発電所南側エリアのうち常陸那珂火力発電所敷地につい

ては，津波襲来時の流況から，常陸那珂火力発電所の敷地

における漂流物のうち北側に存在するものは南方向へ移動

し，南側にあるものは北方向へ移動すると考えられる。国

立研究開発法人日本原子力研究開発機構敷地については，

津波襲来時の流況から，国立研究開発法人日本原子力研究

開発機構敷地に存在する施設・設備は津波の遡上方向であ

る西へ移動すると考えられる。しかしながら，発電所南側

2.2 漂流物の津波防護施設等及び取水口への到達可能性評価 

津波流況の考察に加え，発電所周辺の漁港に停泊する船舶等

が到達する可能性について，仮想的な浮遊物の動きを把握する

方法として有効な軌跡解析も踏まえ評価した。なお，評価にあ

たっては，軌跡解析の特徴から移動量の大きい基準津波１につ

いて評価した。評価結果を第３図に示す。なお，地点 Gについ

ては，発電所からの距離があることを踏まえ，軌跡解析の考察

を実施していない。 

【軌跡解析の考察により得られた漂流物の移動傾向】 

・最大水位・流速を示す時間帯以前，以降においては，流速

が小さく，移動量も小さい 

・いずれの時間帯も主に北西・南東方向の移動を繰返す傾向

がある。 

 

流向・流速・軌跡の特徴を評価した結果は以下のとおり。 

 

 

(1) 最大水位・流速を示す時間帯以前 

発電所周辺海域においては，地震発生後 180分程度までは，

流速が小さく移動量は小さい。また，流れは主に北西・南東方

向に変化しており，漂流物は北西，南東方向に移動すると考え

られる。 移動量も小さく発電所に対する連続的な流れもない

ため発電所に到達しないと考えられる。 

発電所港湾部においては，地震発生後 180分程度までは，流

速が小さく移動量は小さい。また，港湾部はその形状から，押

し波後はすぐに引き波に転じることから，発電所の港湾部に漂

流物は到達しないと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，流況の考

察に加え軌跡解析の結

果も踏まえ評価を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・基準津波の相違 

【東海第二】 

基準津波の特性の違い

による評価結果の相違

（以下，同様）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

425



柏﨑刈羽原子力発電所 6/7号炉(2017.12.20版) 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

エリアの一部については東海第二発電所の敷地に隣接して

いることから，漂流物が津波防護施設である防潮堤の敷地

前面東側及び敷地側面南側，取水口へ向かうことを否定で

きない。 

 

 

 

 

以上より，漂流物の津波防護施設等及び取水口への到達

可能性について以下のとおり整理した。 

 

ａ．津波防護施設等への到達可能性評価 

発電所敷地エリアについては漂流物が津波防護施設

である防潮堤の敷地前面東側，敷地側面北側及び敷地

側面南側へ向かう可能性があるため，津波防護施設等

へ向かう可能性があるものと評価した。なお，漂流物

の衝突力が大きいと考えられる津波襲来時の流況とし

て，敷地前面東側においては防潮堤の軸直交方向に津

波が襲来し，敷地側面北側及び敷地側面南側において

は防潮堤に沿うように軸方向に津波が襲来することか

ら，漂流物の衝突による影響が大きくなるのは敷地前

面東側であると考えられる。 

発電所南側エリアについては漂流物が津波防護施設

である防潮堤の敷地前面東側及び敷地側面南側へ向か

う可能性があるため，津波防護施設等へ向かう可能性

があるものと評価した。 

発電所北側エリアについては漂流物が津波の遡上方

向である北西へ移動すると考えられることから津波防

護施設等へ向かわないと評価した。 

 

ｂ．取水口への到達可能性評価 

発電所南側エリアについては漂流物が取水口へ向か

う可能性があるものと評価した。 

その他のエリアにおける漂流物は陸域側又は久慈川

上流へ移動すると考えられることから，取水口へ向か

わないと評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   以上より，漂流物の津波防護施設及び取水口への到達可能

性について以下のとおり評価した。 

 

 ａ．津波防護施設等への到達可能性評価  

周辺海域において，180分程度までは，流速が小さく移動量

は小さい。また，流れは主に北西・南東方向に変化しており，

漂流物は北西，南東方向に移動すると考えられる。 移動量も

小さく発電所に対する連続的な流れもないため発電所に到達

しないと考えられることから，津波防護施設に到達しないと評

価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．取水口への到達可能性評価 

周辺海域では，流れは主に北西・南東方向に変化しており，

発電所への連続的な流れはなく流速も小さいことから，移動

量も小さい。また，港湾部においては，その形状から，押し

波後はすぐに引き波に転じることから，港湾内に設置する取

水口に漂流物は到達しないと評価した。 
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(2) 引き波時（地震発生後 約 40分～約 50分） 

発電所敷地エリアについては，引き波時の流況から，漂

流物が津波襲来時に敷地側面北側及び敷地側面南側へ移動

した後に外海方向へ移動すると考えられるが，津波襲来時

に敷地前面東側に漂流物が留まった場合，引き波時におい

て漂流物が貯留堰，取水口へ向かうことを否定できない。 

発電所北側エリアについては，引き波時の流況から，漂

流物が外海方向へ移動すると考えられる。 

発電所南側エリアのうち常陸那珂火力発電所敷地につい

ては，引き波時の流況から，漂流物が外海へ移動すると考

えられる。国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敷地

については，引き波時の流況から，漂流物が外海へ移動す

ると考えられる。 

以上より，漂流物の津波防護施設等及び取水口への到達

可能性について以下のとおり整理した。 

ａ．津波防護施設等への到達可能性評価 

発電所敷地エリアについては，津波襲来時に防潮堤

の敷地側面北側及び敷地側面南側へ到達した漂流物

が，引き波時に津波防護施設である貯留堰へ向かう可

能性があるため，津波防護施設等へ向かう可能性があ

るものと評価した。 

その他のエリアにおける漂流物は継続的に外海方向

へ移動すると考えられることから津波防護施設等へ向

かわないと評価した。 

 

 

 

 

 

 

ｂ．取水口への到達可能性評価 

発電所敷地エリアについては漂流物が取水口へ向か

う可能性がある。 

その他のエリアにおける漂流物は継続的に外海方向

 

(2) 最大水位・流速を示す時間帯 

発電所周辺海域においては，地震発生後約 180～200分では，

流速は速くても 2m/sであり，流れは短い間隔で主に北西・南東

方向に変化しており，発電所に対する連続的な流れもないため，

発電所に到達しないと考えられる。 

発電所港湾部においては，地震発生後約 180～200分では，流

速は最大 9m/s程度と速いが，港湾部はその形状から，押し波後

はすぐに引き波に転じることから，発電所の港湾部に漂流物は

到達しないと考えられる。 

 

 

 

 

 

以上より，漂流物の津波防護施設及び取水口への到達可能性

について以下のとおり評価した。 

ａ．津波防護施設等への到達可能性評価 

３号炉北岸及び１号炉放水連絡通路近傍を航行し得る船舶

についても軌跡解析の傾向では発電所方向の連続的な流れは

確認されない。一方，流速が速く，津波防護施設方向への一

時的な流れはあることから，３号炉北岸及び１号炉放水連絡

通路近傍を航行し得る船舶については，港湾外に設置する津

波防護施設（３号炉北岸防波壁，１号炉放水連絡通路防波扉）

へ到達する可能性があるものと評価した。 

なお，港湾部はその形状から，押し波後はすぐに引き波に

転じており，漂流物は港湾部に到達しないことから，港湾内

に設置する津波防護施設（３号東防波壁及び１，２号炉前面

防波壁並びに防波扉）に漂流物は到達しないと評価した。 

 

 

 

ｂ．取水口への到達可能性評価 

   敷地周辺海域では，流れは主に北西・南東方向に変化して

おり，発電所への連続的な流れはなく流速は 2m/s程度である

ことから移動量も小さい。また，港湾部においては，その形
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へ移動すると考えられることから，取水口へ向かわな

いと評価した。 

 

(3) 収束時（地震発生後 約 50分～約 90分） 

発電所敷地エリアについては，収束時の流況から，発電

所敷地前面の漂流物は一時的に外海へ移動すると考えられ

るが，比較的穏やかな流況が継続することから，漂流物は

大きな移動を伴わないと考えられる。 

発電所北側エリアについては，収束時の流況から，当該

エリアの漂流物は一時的に外海へ移動すると考えられる

が，比較的穏やかな流況が継続することから，漂流物は大

きな移動を伴わないと考えられる。 

発電所南側エリアについては，収束時の流況から，当該

エリアの漂流物は一時的に外海へ移動すると考えられる

が，比較的穏やかな流況が継続することから，漂流物は大

きな移動を伴わないと考えられる。 

以上より，漂流物の津波防護施設等及び取水口への到達

可能性について以下のとおり整理した。 

ａ．津波防護施設等への到達可能性評価 

各エリアにおける漂流物は大きな移動を伴わないと

考えられることから，津波防護施設等へは向かわない

と評価した。 

 

 

 

 

ｂ．取水口への到達可能性評価 

各エリアにおける漂流物は大きな移動を伴わないと考えら

れることから，取水口へ向かわないと評価した。 

状から，押し波後はすぐに引き波に転じることから，港湾内

に設置する取水口に漂流物は到達しないと評価した。 

 

(3) 最大水位・流速を示す時間帯以降 

発電所周辺海域においては，地震発生後約 200 分以降は，流

速が小さく移動量は小さい。また，流れは主に北西・南東方向

に変化しており，漂流物は北西，南東方向に移動すると考えら

れる。 移動量も小さく発電所に対する連続的な流れもなく発電

所に到達しないと考えられる。 

発電所港湾部においては，地震発生後約 200 分以降は，流速

が小さく移動量は小さい。また，港湾部はその形状から，押し

波後はすぐに引き波に転じることから，発電所の港湾部に漂流

物は到達しないと考えられる。 

 

 

 

以上より，漂流物の津波防護施設等及び取水口への到達可

能性について以下のとおり評価した。 

ａ．津波防護施設等への到達可能性評価  

発電所周辺海域においては，地震発生後約 200分以降は，流

速が小さく移動量は小さい。また，流れは主に北西・南東方向

に変化しており，漂流物は北西，南東方向に移動すると考えら

れる。 移動量も小さく発電所に対する連続的な流れもないた

め発電所に到達しないと考えられることから，津波防護施設に

到達しないと評価した。 

 

ｂ．取水口への到達可能性評価 

   敷地周辺海域では，流れは主に北西・南東方向に変化して

おり，発電所への連続的な流れはなく流速も小さいことから，

移動量も小さい。また，港湾部においては，その形状から，

押し波後はすぐに引き波に転じることから，港湾内に設置す

る取水口に漂流物は到達しないと評価した。 
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第 3-1図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価内容の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，水位変

動・流向ベクトルに加

え，軌跡解析の傾向も踏

まえ評価を実施。 

（以降，同様な図であり

記載を省略する。） 
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 添付資料 18 

 

地震後の防波堤の津波による影響評価について 

 

 

目  次 

1. 防波堤の施設概要 

2. 防波堤の漂流物化に係る検討方針 

3. 地震時評価 

(1) 解析方法 

(2) 荷重及び荷重の組合せ 

(3) 入力地震動 

(4) 解析モデル 

(5) 使用材料及び材料の物性値 

(6) 評価結果 

(7) 基準地震動ＳＳによる防波堤への影響評価のまとめ 

4. 津波時評価 

(1) 評価方法 

(2) 傾斜堤の津波時安定性 

(3) ケーソン堤の津波時安定性 

(4) 防波堤漂流物の重要施設への到達の可能性評価 

(5) 取水施設における取水機能の成立性 

(6) 津波による防波堤損壊の影響評価のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 38 

 

地震後の荷揚場の津波による影響評価について 

 

 

 

 発電所の構内（港湾内）にある港湾施設として，２号炉取水口

の西方に荷揚場があり，この他に，発電所港湾の境界を形成する

防波堤がある。 

 防波堤については，耐震性を有していないことから漂流物評価

としているため，本資料では地震後の荷揚場の津波による影響評

価について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は荷揚場に

ついて記載している。 
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1. 防波堤の施設概要 

東海第二発電所の防波堤は，傾斜堤，ケーソン堤及び物揚岸

壁からなる。傾斜堤は捨石や消波ブロック類からなり，上端に

は上部工を設置し道路として使用している。ケーソン堤は傾斜

堤の先端部に 2 函ずつ設置されている。また，物揚岸壁は北側

の防波堤にあり，港内側は控え杭式鋼管矢板の岸壁からなる。

平面図及び構造断面図を第 1 図～第 8 図に，東海港深浅図を第

9図に示す。 

評価を行う断面は，構造形式の異なる傾斜堤，ケーソン堤，

物揚岸壁の 3 断面を選定した。傾斜堤の評価位置は，水深が深

い北防波堤先端付近とし，また，大型船舶の緊急離岸のための

航路も考慮し，航路幅が最も狭隘となる断面①－①を選定した。

ケーソン堤の評価断面は，同様に緊急離岸航路を考慮し南防波

堤ケーソン堤断面②－②とした。 

物揚岸壁の評価断面は，構造や水深が一様なため，大型船舶

が接岸する中央位置の断面③－③とした。 

 

第 1図 港湾施設平面図 

1. 荷揚場の施設概要 

島根原子力発電所の荷揚場は岩盤上に設置され，背後に埋戻

土（掘削ズリ）が分布している。荷揚場は，基礎コンクリート，

セルラーブロック及び上部工からなる。平面図及び構造断面図

を第 1図～第 2図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価を行う断面は，構造が概ね一様なため，代表断面①－①

とした。 

 

 

 

 

 
第 1図 荷揚場平面図 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

施設概要について記載

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

施設概要について記載

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

施設概要について記載

している。 
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第 2図 北側防波堤傾斜堤断面（①－①） 

 

 

第 2図 荷揚場断面（①－①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場断

面を記載している。 
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第 3図 南側防波堤ケーソン堤断面（②－②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

施設概要について記載

している。 
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第 4図 物揚岸壁断面（③－③） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

施設概要について記載

している。 
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第 5図 南側防波堤傾斜堤断面（④－④） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

施設概要について記載

している。 
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第 6図 北側防波堤ケーソン堤断面（⑤－⑤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

施設概要について記載

している。 
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第 7図 物揚岸壁進入路断面（⑥－⑥） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

施設概要について記載

している。 
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第 8図 南防波堤陸側断面（⑦－⑦） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

施設概要について記載

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
8
図

 
南

防
波

堤
陸

側
断

面
（

⑦
－

⑦
）

 

438



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

第 9図 東海港深浅図（2016 年 12月 12日測量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

施設概要について記載

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H
.
P
.
－

(
m
)
 

T
.
P
.
－

(
m
)
 

0
.
8
9
 

1
.
8
9
 

2
.
8
9
 

3
.
8
9
 

4
.
8
9
 

5
.
8
9
 

6
.
8
9
 

7
.
8
9
 

8
.
8
9
 

9
.
8
9
 

1
0
.
8
9
 

439



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

2. 防波堤の漂流物化に係る検討方針 

基準地震動ＳＳ及び基準津波により損傷した防波堤が漂流物

化した場合，取水施設である取水口及びＳＡ用海水ピット取水

塔の取水機能並びに貯留堰の海水貯留機能に波及的影響を及ぼ

すこととなる。 

このため，防波堤の基準地震動ＳＳ及び基準津波による耐性を

確認するとともに，防波堤を構成する部材の漂流物化の可能性，

取水施設への到着の有無について評価を行う。 

その結果，取水施設への到達が否定できない場合，漂流物化

した防波堤の構成部材に対して，取水施設に期待される機能へ

の影響を確認する。 

防波堤の漂流物化に伴う波及的影響検討対象施設と想定され

る損傷モードについて第 1表に，防波堤の漂流物化に係る波及

的影響検討対象施設図を第 10図に，波及的影響検討フローを第

11図に示す。 

 

第 1表 波及的影響検討対象施設と損傷モード一覧表 

 

 

第 10図 波及的影響検討対象施設図 

2. 荷揚場の漂流物化に係る検討方針 

基準地震動Ｓｓ及び基準津波により損傷した荷揚場が漂流物

化した場合，取水施設である取水口に波及的影響を及ぼすこと

となる。 

 

このため，荷揚場の基準地震動Ｓｓ及び基準津波による耐性

を確認するとともに，荷揚場を構成する部材の漂流物化の可能

性，取水施設への到着の有無について評価を行う。 

その結果，取水施設への到達が否定できない場合，漂流物化

した荷揚場の構成部材に対して，取水施設に期待される機能へ

の影響を確認する。 

荷揚場の漂流物化に伴う波及的影響検討対象施設と想定され

る損傷モードについて第 1表に，荷揚場の漂流物化に係る波及

的影響検討対象施設図を第 3図に，波及的影響検討フローを第

4図に示す。 

 

第 1表 波及的影響検討対象施設と損傷モード一覧表 

 

 

 

 

 

第 3図 波及的影響検討対象施設図 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

漂流物化について記載

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は取水口を

波及的影響検討対象施

設としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

漂流物化について記載

している。 

波及的影響検討対象施設  損傷モード  

１．取水口  ・漂流物による閉塞  

・漂流物の堆積による取水量の減少  

２．貯留堰  ・漂流物の衝突による損傷  

・漂流物の堆積による貯留容量の減少  

３．ＳＡ用海水ピット取水

塔  

・漂流物の衝突による損傷  

・漂流物による閉塞  

・漂流物の堆積による取水量の減少  
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300m

400m

500m

貯留堰

物揚岸壁

取水口

ＳＡ用海水ピット取水塔

波及的影響検討対象施設 損傷モード

１．取水口
・漂流物による閉塞
・漂流物の堆積による取水量の減少

荷揚場

約75m
取水口

Ｎ
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第 11図 防波堤の漂流物化による波及的影響検討フロー 

 

 

3. 地震時評価 

(1) 解析方法 

防波堤の基礎地盤には，液状化検討対象層が分布している

ため，地震後の状態を確認する上で，二次元有効応力解析（Ｆ

ＬＩＰ Ver.7.3.0_2）を用いた地震応答解析を行う。 

1) 構造部材 

ケーソン及び上部工は，剛体として挙動するため線

形弾性体としてモデル化する。 

傾斜堤を構成する捨石，被覆石等の石材はマルチス

プリング要素でモデル化し，傾斜堤の基礎部ではない

消波ブロックは節点荷重でモデル化する。 

物揚岸壁の鋼管矢板，鋼管杭は，バイリニア型の非

線形はり要素でモデル化し，タイロッドは，引張り方

向に抵抗し，圧縮方向には抵抗しないバイリニア型の

非線形バネ要素とする。 

2) 地盤 

地盤の動的変形特性には，Hardin-Drnevich モデル

を適用したマルチスプリング要素により，割線せん断

剛性比と履歴減衰率のせん断ひずみ依存性を考慮す

る。 

 

 

 

 

第 4図 荷揚場の漂流物化による波及的影響検討フロー 

 

 

3. 地震時評価 

(1) 解析方法  

荷揚場の地盤には，液状化検討対象層が分布しているため，

地震後の状態を確認する上で，二次元有効応力解析（ＦＬＩ

Ｐ Ver.7.1.9）を用いた地震応答解析を行う。 

1) 構造部材 

荷揚場の上部工，セルラーブロック，基礎コンクリ

ートは線形平面要素でモデル化する。 

 

 

 

 

 

 

 

2) 地盤 

地盤の動的変形特性には，Hardin-Drnevich モデル

を適用したマルチスプリング要素により，割線せん断

剛性比と履歴減衰率のせん断ひずみ依存性を考慮す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

漂流物化について記載

している。 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

解析方法について記載

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

荷揚場の耐震・耐津波に係る評価

評価断面の選定

基準地震動Ｓｓに対する
耐性確認

基準津波に対する
耐性確認

形状保持

損傷が想定されない

荷揚場の損傷に伴う波及的影響評価

ａ．漂流物化の可能性

「港湾の施設の技術上の基準・同解説（平成19年7月，日本港湾
協会）」「防波堤の耐津波設計ガイドライン（平成27年12月，国土
交通省港湾局）」を参考に，荷揚場について津波による安定性を検
討する。

漂流物化しない

被災事例調査

ｂ．重要施設に到達す
る可能性

到達しない

当該重要施設に対する設計外力
として考慮または対策を実施する

ｃ．取水施設の取水機
能へ影響する可能性

取水機能に影響しない

対策の実施

No

津波の流向，流速，継続時間等から，漂流物化すると評価した対
象物が，重要施設に到達するかを検討する。

Yes

Yes

Yes

取水口に到達する漂流物の堆積の状態を検討し，非常用冷却海水
系の通水性を検討する。

No

【判断基準】
漂流物が堆積した場合でも非常用冷却
海水系に必要な通水性が確保される。

波及的影響なし

Yes

No
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3) 減衰定数 

減衰特性は，数値計算の安定のための Rayleigh減衰

と，地盤の履歴減衰を考慮する。 

 

(2) 荷重及び荷重の組合せ 

荷重及び荷重の組合せは，以下の通り設定する。 

1) 荷重 

地震応答解析において考慮する荷重を以下に示す。 

ａ．常時荷重 

常時荷重として，構造物及び海水の自重を考慮する。 

物揚岸壁については，「港湾の施設の技術上の基準・

同解説（日本港湾協会，平成 19年 7月）」に準じて，

上載荷重（15kN/m2）を考慮する。 

ｂ．地震荷重 

地震荷重として，基準地震動ＳＳによる地震力を考慮

する。 

 

2) 荷重の組合せ 

荷重の組合せを第 2表に示す。 

 

第 2表 荷重の組合せ 

 

 

(3) 入力地震動 

地震応答解析に用いる入力地震動は，解放基盤表面で定義

される基準地震動ＳＳを一次元波動論によって地震応答解析

モデルの下端位置で評価した地震波を用いる。 

入力地震動算定の概念図を第 12図に示す。 

 

 

 

 

 

 

3) 減衰定数 

減衰特性は，数値計算の安定のための Rayleigh減衰

と，地盤の履歴減衰を考慮する。 

 

(2) 荷重及び荷重の組合せ 

荷重及び荷重の組合せは，以下の通り設定する。 

1) 荷重 

地震応答解析において考慮する荷重を以下に示す。 

ａ．常時荷重 

常時荷重として，構造物及び海水の自重を考慮する。 

 

 

 

ｂ．地震荷重 

地震荷重として，基準地震動Ｓｓによる地震力を考

慮する。 

 

2) 荷重の組合せ 

荷重の組合せを第 2表に示す。 

 

第 2表 荷重の組合せ 

 

 

(3) 入力地震動 

地震応答解析に用いる入力地震動は，解放基盤表面で定義

される基準地震動Ｓｓを一次元波動論によって地震応答解析

モデルの下端位置で評価した地震波を用いる。 

入力地震動算定の概念図を第 5図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析条件の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では上載荷

重を考慮していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外力の状態  荷重の組合せ  

地震時（ＳＳ）  ａ＋ｂ  

 

外力の状態 荷重の組合せ

地震時（Ｓｓ） ａ＋ｂ
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第 12図 入力地震動算定の概念図 

 

(4) 解析モデル 

地震応答解析モデルを第 13図及び第 14図に示す。 

1) 解析領域 

解析領域は，側方境界及び底面境界が構造物の応答

に影響しないよう，構造物と側方境界及び底面境界と

の距離が十分長くなるよう広く設定する。 

3) 境界条件 

解析領域の側面及び底面には，エネルギーの逸散効

果を評価するため，粘性境界を設ける。 

3) 構造物のモデル化 

構造物のコンクリート部材は線形平面要素，鋼部材

は非線形はり要素又は非線形バネ要素でモデル化す

る。また，傾斜堤の石材はマルチスプリング要素，消

波ブロックは節点荷重でモデル化する。 

4) 地盤のモデル化 

地盤は，地質区分に基づき，平面ひずみ要素でモデ

ル化する。 

5) ジョイント要素 

構造物と地盤の境界部にジョイント要素を設けるこ

とにより，構造物と地盤の剥離・すべりを考慮する。 

 

 

 

 

 

第 5図 入力地震動算定の概念図 

 

(4) 解析モデル 

地震応答解析モデルを第 6図に示す。 

1) 解析領域 

解析領域は，側方境界及び底面境界が構造物の応答

に影響しないよう，構造物と側方境界及び底面境界と

の距離が十分長くなるよう広く設定する。 

2) 境界条件 

解析領域の側面及び底面には，エネルギーの逸散効

果を評価するため，粘性境界を設ける。 

3) 構造物のモデル化 

構造物のコンクリート部材は線形平面要素でモデル

化する。 

 

 

4) 地盤のモデル化 

地質区分に基づき，岩盤は平面ひずみ要素，地盤は

マルチスプリング要素でモデル化する。 

5) ジョイント要素 

構造物と地盤及び構造物と構造物の境界部にジョイ

ント要素を設けることにより，構造物と地盤及び構造

物と構造物の剥離・すべりを考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析条件の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は解放基盤

表面が EL-10.0m にあ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

解析モデルについて記

載している。 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

解析モデルについて記

載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

EL－10.0m

EL－215.0m EL－215.0m

EL－50m

EL＋8.5m
EL＋15.00m

L.W.L. EL－0.02m R.W.L. EL＋0.30m

EL＋8.50m

EL－50m

対象地震動Ｓｓ-D
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6) 水位条件 

海面の水位は，基準津波時の水位評価に用いた朔望

平均干潮位 L.W.L．T.P.－0.81m とする。 

 

 

第 13図 地震応答解析モデル（傾斜堤，ケーソン堤断面） 

 

 

第 14図 地震応答解析モデル（物揚岸壁断面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) 水位条件 

水位は，「港湾の施設の技術上の基準・同解説（日本

港湾協会，平成 19 年 7 月）」に基づく残留水圧を考慮

し，護岸より陸側の地下水位は残留水位 R.W.L.EL＋

0.14m とし，護岸前面は朔望平均干潮位 L.W.L．EL－

0.02mとする。 

 

 

第 6図 地震応答解析モデル（荷揚場断面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析条件の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

水位条件を港湾基準に

基づき設定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

解析モデルについて記

載している。 
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(5) 使用材料及び材料の物性値 

1) 構造物の物性値 

使用材料を第 3表に，材料の物性値を第 4表に示す。 

 

第 3表 使用材料 

 

 

 

 

第 4表 材料の物性値 

 
 

 

2) 地盤の物性値 

解析に用いる地盤の物性値と液状化パラメータを第

5 表に示す。液状化検討対象層である du 層，Ag2 層，

As層，Ag1層及び D2g－3層について液状化強度特性を

設定する。液状化パラメータについては，液状化強度

試験結果より設定する。 

試験結果から設定した解析上の液状化強度曲線を第

15図に示す。なお，液状化強度特性が保守的に評価さ

れるように，液状化強度試験値の平均－1σ の液状化

強度特性を再現するように設定する。 

 

 

 

 

 

(5) 使用材料及び材料の物性値 

1) 構造物の物性値 

使用材料を第 3表に，材料の物性値を第 4表に示す。 

 

第 3表 使用材料 

 

 

第 4表 材料の物性値 

 

 

2) 地盤の物性値 

      解析に用いる地盤の物性値と液状化パラメータを第

5表に示す。地盤の物性値は，「島根原子力発電所２号

炉設計基準対象施設について第4 条：地震による損傷

の防止 別紙-11液状化影響の検討方針について」の検

討方針に基づき設定する。液状化の評価対象として取

り扱う埋戻土（掘削ズリ）及び砂礫層の有効応力解析

に用いる液状化パラメータは，液状化試験結果（繰返

し非排水せん断試験結果）に基づき，地盤のばらつき

等を考慮し，保守的に簡易設定法により設定した。設

定した液状化強度曲線を第7図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析条件の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

使用材料の物性値を記

載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

地盤物性値について記

載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料  部位  諸元  

コンク

リート  

上部工  設計基準強度  24.0N/mm 2 

基礎  設計基準強度  18.0N/mm 2 

ケーソン（気中）  設計基準強度  24.0N/mm 2 

ケーソン（海中）  設計基準強度  24.0N/mm 2 

鋼材  
鋼管矢板，控え工鋼管杭  SKY490， SKK490 

タイロッド  HT690 

 

材料  部位  
単位体積重量  

（ kN/m 3）  

ヤング係数  

（ kN/mm 2）  

ポア

ソン

比  

コンク

リート  

上部工  24.0 25 0.2 

基礎  22.6 22 0.2 

ケーソン（気中）  21.8 25 0.2 

ケーソン（海中）  21.8 25 0.2 

根固方塊  22.6 22 0.2 

鋼材  
鋼管矢板，控え工鋼管杭  77.0 200 0.3 

タイロッド  －  200 －  
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第 5表（1） 地盤の物性値と液状化パラメータ 

 

 

第 5表（2） 地盤の物性値と液状化パラメータ 

 

 

第 15図 液状化強度曲線 

 

 

 

 

第 5表 地盤の物性値と液状化パラメータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 7図 液状化強度曲線 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

地盤物性値について記

載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

液状化強度曲線につい

て記載している。 

名称  記号  単位  d u  Ag2  Ac  A s  

単位体 積 質 量  ρ  t／m 3  1 . 98  2 . 01  1 . 65  1 . 74  

間隙率  n  －  0 . 43  0 . 40  0 . 61  0 . 55  

基準せん断弾 性係 数  Ｇ m a  kN／m 2  2 5 3 , 3 8 9  27 8 , 0 4 4  12 1 , 8 5 7  14 3 , 3 6 7  

基準体 積弾 性係 数  K m a  kN／m 2  4 4 3 , 4 3 1  46 3 , 4 0 7  11 1 , 7 0 2  25 0 , 8 9 2  

基準平 均有 効主 応力  σ m a’  kN／m 2  3 5 8  49 7  48 0  37 8  

拘束圧 依存 係数  m G , m K  －  0 . 50  0 . 5 0  0 . 50  0 . 50  

ポアソン比  ν  －  0 . 26  0 . 25  0 . 10  0 . 26  

内部摩 擦角  φ  °  3 7 . 3  37 . 4  29 . 1  41 . 0  

粘着力  ｃ  kN／m 2  0  0  25  0  

最大減 衰定 数  h m a x  －  0 . 22 0  0 . 23 3  0 . 20 0  0 . 21 6  

液状化パラメータ  

φ p  °  34 . 8  34 . 9  －  38 . 3  

s 1  －  0. 0 4 7  0. 0 2 8  －  0. 0 4 6  

w1  －  6. 5  56 . 5  －  6. 9  

p 1  －  1. 2 6  9. 0 0  －  1. 0 0  

p 2  －  0. 8 0  0. 6 0  －  0. 7 5  

c 1  －  2. 0 0  3. 4 0  －  2. 2 7  

 

 

名称  記号  単位  A g1  D 2c - 3  D 2 g- 3  Km  

単位体 積質 量  ρ  t／m 3  2 . 01  1 . 77  2 . 15  1 . 72－ 1 . 0 3×1 0 - 4×Z  

間隙率  n  －  0 . 40  0 . 52  0 . 30  0 . 54  

基準せん断弾 性係 数  Ｇ m a  kN／m 2  3 9 2 , 1 8 3  28 5 , 2 4 0  1 , 36 1 , 8 4 3  ρ×V s
2  

基準体 積弾 性係 数  K m a  kN／m 2  6 5 3 , 6 3 8  41 4 , 2 7 7  2 , 38 3 , 2 2 5  
2 ( 1+ν )／3 / ( 1－ 2ν )×Ｇ

m a  

基準平 均有 効主 応力  σ m a’  kN／m 2  8 1 4  69 6  11 6 7  

動的変 形試 験における有

効上載 圧 と静 ポアソン比 よ

り深 度 毎 に設定  

拘束圧 依存 係数  m G , m K  －  0 . 50  0 . 50  0 . 50  0 . 00  

ポアソン比  ν  －  0 . 25  0 . 22  0 . 26  0 . 16 + 0 . 0 00 2 5×Z  

内部摩 擦角  φ  °  3 7 . 4  35 . 6  44 . 4  23 . 2 + 0 . 0 99×Z  

粘着力  ｃ  kN／m 2  0  26  0  35 8－ 6 . 0 3×Z  

最大減 衰定 数  h m a x  －  0 . 22 1  0 . 18 6  0 . 13 0  

履 歴 減 衰 率 のせん断 ひずみ依 存

性 試 験 データを最 小 二 乗 法 誤 差

で再 現 する最 大 履 歴 減 衰 率 を設

定  

液状化パラメータ  

φ p  °  34 . 9  －  41 . 4  －  

s 1  －  0. 0 2 9  －  0. 0 3 0  －  

w1  －  51 . 6  －  45 . 2  －  

p1  －  12 . 0  －  8. 0 0  －  

p2  －  0. 6 0  －  0. 6 0  －  

c1  －  3. 3 5  －  3. 8 2  －  

Z： 標 高  
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飽和,湿潤 水中 実測N値 波速度 抵抗角 拘束圧 せん断 指数定数 弾性係数 指数定数 間隙率 弾性係数 減衰定数 含有率 変相角

γsat,γt γ' N Vs φf C σma 弾性係数 mG ν kma mK n kw hmax Fc φp s1 w1 p1 p2 c1
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3） （平均値） （m/s） （°） (kN/m
2） (kN/m

2） Gma(kN/m
2
) (kN/m

2） (kN/m
2） （%) （°）

23.3

（2.38）

13.2

（1.35）
－ 620 － － － E=2.601×10

6 － 0.42 － － － － － － － － － － － －

24.5

（2.50）

14.4

（1.47）
－ 1520 － － － E=1.569×10

7 － 0.36 － － － － － － － － － － － －

25.2

（2.57）

15.1

（1.54）
－ 1900 － － － E=2.486×10

7 － 0.34 － － － － － － － － － － － －

19.6

（2.00）
－ 15 － 39.35 0 98.0 76570 0.5 0.33 199700 0.5 0.45 2.2×10

6 0.24 － － － － － － －

20.7

（2.11）

10.6

（1.08）
15 － 39.35 0 98.0 76570 0.5 0.33 199700 0.5 0.45 2.2×10

6 0.24 15 28 0.005 6.270 0.500 0.925 2.960

19.6

（2.00）
－ － － 38.00 628 98.0 404600 0.5 0.33 1055200 0.5 0.45 2.2×10

6 0.24 － － － － － － －

19.6
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材料種別

単位体積重量 液状化特性

液状化パラメータ

地盤

岩盤（第②速度層）

岩盤（第④速度層）

岩盤（第⑤速度層）

改良土①-2（気中）
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3) ジョイント要素 

構造物と地盤の境界部にジョイント要素を設けるこ

とを基本とし，境界部での剥離・すべりを考慮する。

ジョイント要素の特性は法線方向，接線方向に分けて

設定する。法線方向では，引張応力が生じた場合，剛

性及び応力をゼロとして剥離を考慮する。接線方向で

は，構造物と地盤の境界部のせん断抵抗力以上のせん

断応力が発生した場合，剛性をゼロとし，すべりを考

慮する。静止摩擦力τfは Mohr-Coulomb 式により規定

する。 

 

4) 荷重の入力方法 

ａ．常時荷重 

常時荷重である自重は，鉄筋コンクリートや鋼管矢

板等の単位体積重量を踏まえ，構造物の断面の大きさ

に応じて算定する。 

 

ｂ．地震荷重 

地震荷重は，解放基盤表面で定義される基準地震動

ＳＳを，一次元波動論によって地震応答解析モデルの下

端位置で評価した地震波を用いて算定する。 

 

(6) 評価結果 

現状のケーソン堤，傾斜堤，物揚岸壁に対する評価結果を

示す。 

1) ケーソン堤 

ケーソン堤は基準地震動ＳＳ後に多少傾斜し，水平残

留変位量は約 30cm，鉛直残留変位量は約 26cmである。 

したがって，基準地震動ＳＳ後，津波襲来前のケーソ

ン堤の状態としては，ほぼ当初の位置，高さを確保して

いるものと判断される。残留変位図を第 16図，過剰間隙

水圧比分布図を第 17図に示す。 

3) ジョイント要素 

構造物と地盤及び構造物と構造物の境界部にジョイ

ント要素を設けることを基本とし，境界部での剥離・

すべりを考慮する。ジョイント要素の特性は法線方向，

接線方向に分けて設定する。法線方向では，引張応力

が生じた場合，剛性及び応力をゼロとして剥離を考慮

する。接線方向では，構造物と地盤の境界部のせん断

抵抗力以上のせん断応力が発生した場合，剛性をゼロ

とし，すべりを考慮する。静止摩擦力τ f は

Mohr-Coulomb式により規定する。 

 

4) 荷重の入力方法 

ａ．常時荷重 

常時荷重である自重は，コンクリートの単位体積重

量を踏まえ，構造物の断面の大きさに応じて算定する。 

 

 

ｂ．地震荷重 

地震荷重は，解放基盤表面で定義される基準地震動

Ｓｓを，一次元波動論によって地震応答解析モデルの

下端位置で評価した地震波を用いて算定する。 

 

(6) 評価結果 

現状の荷揚場に対する評価結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

解析条件について記載

している。 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

荷重条件について記載

している。 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

評価結果について記載

している。 
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第 16図 残留変位図（ケーソン堤） 

 

 

第 17図 過剰間隙水圧比分布図 

 

2) 傾斜堤 

傾斜堤の基準地震動ＳＳによる水平残留変位量は約

43cm，鉛直残留変位量は堤外側で約 97cmである。 

したがって，基準地震動ＳＳ後，津波襲来前の傾斜堤

の状態としては，ほぼ当初の位置に存在するものの，

傾斜堤天端高さとしては約 1m 低い状態にあると判断

される。残留変位図を第 18図，過剰間隙水圧比分布図

を第 19図に示す。 

 

 

第 18図 残留変位図（傾斜堤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

評価結果について記載

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水平残留変位量 ：＋30. 0cm 
鉛直残留変位量 ：  －1.0cm  

Y 

X 

地 震 前  

地 震後  

水平残留変位量 ：＋30. 0cm 
鉛直残留変位量 ：－25.9cm  

ケーソン提  
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第 19図 過剰間隙水圧比分布図 

3) 物揚岸壁 

ａ．残留変位量 

前面鋼管矢板は，基準地震動ＳＳにより多少前面に変

形し，水平残留変位量は約 63cm，鉛直残留変位量は約

2cmである。 

残留変位図を第 20 図，過剰間隙水圧比分布図を第

21図に示す。 

 

 

 第 20図 残留変位図（物揚岸壁） 

 

 

第 21図 過剰間隙水圧比分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．最終変形量 

荷揚場は，基準地震動Ｓｓによりほとんど変形せず，

水平残留変位量は約 2.2cm，鉛直残留変位量は約 0.1cm

である。 

最終変形量図を第 8 図，過剰間隙水圧比分布図を第

9図に示す。 

 

 
 第 8図 最終変形量図 

 

第 9図 過剰間隙水圧比分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

最終変形量について記

載している。 
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ｂ．照査結果 

前面鋼管矢板の最大曲げモーメント分布図を第 22

図，タイロッドの軸方向伸び量時刻歴図を第 23図，控

え工鋼管杭（斜杭）の最大曲げモーメント図を第 24図，

控え工鋼管杭（斜杭）の最大曲げモーメント位置にお

ける軸力を考慮した合成照査図（Ｍ－Ｎ図）を第 25図，

控え工鋼管杭（斜杭）の最大軸力分布図を第 26図，支

持力の照査結果を第 6表に示す。 

前面鋼管矢板は，曲げに対して海底面付近で降伏モ

ーメントを超過する。また，前面鋼管矢板を支えるタ

イロッドは，降伏時の伸びを超過する。さらに，控え

工鋼管杭（斜杭）は，作用軸力が地盤の極限支持力以

下であるが，最大曲げモーメント位置における軸力を

考慮した合成照査において，降伏モーメントを超過す

る。 

 

① 前面鋼管矢板 

 

第 22図 前面鋼管矢板の最大曲げモーメント分布図 

 

② タイロッド 

 

第 23図 タイロッドの軸方向伸び量時刻歴図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

最終変形量について記

載している。 
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③ 控え工鋼管杭（斜杭） 

 

第 24図 控え工鋼管杭（斜杭）の最大曲げモーメント図 

 

(押込杭) (引抜杭) 

 

 
 第 25図 控え工鋼管杭（斜杭）のＭ－Ｎ図（最大モーメント位

置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

最終変形量について記

載している。 
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第 26図 控え工鋼管杭（斜杭）の最大軸力分布図 

 

第６表 控え工鋼管杭（斜杭）の支持力照査結果 

 
 

 

ｃ．物揚岸壁の評価結果 

基準地震動ＳＳにより，物揚岸壁の前面鋼管矢板は，

曲 げに対して全塑性モーメントに至り，降伏点を超

過する。また，タイロッド並びに，控え工鋼管杭（斜

杭）についても，降伏点を超過する。 

したがって，物揚岸壁は，基準地震動ＳＳに対して全

ての構造部材が降伏点を超過し，健全性が確保されな

いことから耐震対策を実施すると共に，漂流物化しな

い設計方針とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．評価結果 

      最終変形量の許容限界については，「港湾の施設の技

術上の基準・同解説（日本港湾協会，平成 19年 7月）」

に基づき，１ｍを許容限界値とする。 

      荷揚場は，基準地震動Ｓｓによる地震応答解析から

得られる最終変形量が許容限界値を超えないことを確

認した。 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

最終変形量について記

載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

評価結果について記載

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 ※ 1 控え工鋼管杭間隔  

支 持 力 照 査 用軸 力 ：  

2,612(kN/m)×2.16(m)※ 1=5,642kN/本  

支 持 力 照 査 用軸 力 ：  

2,608(kN/m)×2.16(m)※ 1=5,633kN/本  

残 留 値  

最 大 値  

降 伏 軸 力  

残 留 値  

最 大 値  

降 伏 軸 力  

 

 
作用軸力  
（ kN/本）  

極限支持力 ※ 2 
（ kN/本）  

判定  

押込杭  5,642 10,267 Ｏ .Ｋ  

引抜杭  5,633 10,040 Ｏ .Ｋ  

※ 2 極限支持力の算出：道路橋示方書・同解説  Ⅳ下部構造編にて算定  
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ｄ．物揚岸壁対策の方針 

物揚岸壁においては，前面鋼管矢板，タイロッド，

並びに控え工鋼管杭の発生断面力を低減させるため

に，地盤改良，控え工の増設等による対策を検討し，

基準地震動ＳＳ後においても，物揚岸壁が健全な状態を

維持するように設計する。 

また，津波襲来時の越流による前面鋼管矢板背後地

盤の洗掘防止に対しては，表層改良等により，津波襲

来時の土砂流出等を防止する方針とする。物揚岸壁の

対策工イメージを第 27図に示す。 

 

第 27図 物揚岸壁の対策工イメージ図 

 

(7) 基準地震動ＳＳによる防波堤への影響評価のまとめ 

基準地震動ＳＳが防波堤に及ぼす影響としては，主に傾斜堤

の沈下であるが，地震後の残留変位量の評価結果から，大規

模な損傷には至らないと考えられる。したがって，基準地震

動ＳＳ後に航路への影響はないものと考えられる。また，物揚

岸壁においては，対策工を実施する方針とすることにより，

物揚岸壁の健全性を維持することから，基準地震動ＳＳによる

大型船舶の緊急離岸に関しては，影響はないものと判断され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 基準地震動Ｓｓによる荷揚場への影響評価のまとめ 

基準地震動Ｓｓが荷揚場に及ぼす影響としては，主に荷揚

場の沈下であるが，地震後の最終変形量が許容限界を満足し

ていることから，基準地震動Ｓｓによる大型船舶の緊急離岸

への影響はないものと判断される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

影響評価について記載

している。 
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4. 津波時評価 

(1) 評価方法 

津波に対する防波堤の安定性を評価するにあたっては，防

波堤を構成する各部材の重量や形状に対して，津波の水位や

流速，波圧データに基づき評価を行う。 

1) 傾斜堤（被覆材・ブロック類） 

傾斜堤の被覆材やブロック類の安定性検討として

は，「港湾の施設の技術上の基準・同解説（日本港湾協

会，平成 19年 7月）」に準じて，イスバッシュ式※１を

用いて評価する。この式は米国の海岸工学研究センタ

ーが潮流による洗掘を防止するための捨石質量として

示したものであり，水の流れに対する被覆材の安定質

量を求めるものである。 

※1 「港湾の施設の技術上の基準・同解説（日本港湾協会，

平成 19年 7月）」のイスバッシュ式 

 
𝑀 : 捨石等の安定質量(t) 
𝜌𝑟：捨石等の密度(𝑡／𝑚3) 
𝑈 ：捨石等の上面における水の流れの速度(𝑚／𝑠) 
𝑔 ：重力加速度(𝑚／𝑠2 ) 
𝑦 ：イスバッシュ(Isbash)の定数 

（埋込まれた石は 1.20，露出した石は 0.86） 
𝑆𝑟：捨石等の水に対する比重 
𝜃 ：水路床の軸方向の斜面の勾配（°） 

 

なお，上式に用いるイスバッシュ係数は，各検討状

態において設定するものとし，基準津波襲来時におい

ては，マウンド被覆材が露出した状態として 0.86とす

る。また，基準津波襲来後の状態においては，海底表

層の液状化による緩い状態の地盤面に落下し埋もれる

ことから，イスバッシュ係数は 1.20と設定する。 

2) ケーソン堤 

ケーソン堤については，「港湾の施設の技術上の基

準・同解説（日本港湾協会，平成 19年 7月）」の滑動，

転倒※2 に基づく安定性の評価並びにイスバッシュ式に

よる漂流物化の評価を行う。なお，津波波力は，「防波

堤の耐津波設計ガイドライン（国土交通省，平成 27年

12月）」の式※3を用いる。 

4. 津波時評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

漂流化について記載し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
𝑀𝑑 =

𝜋𝜌𝑟𝑈𝑑
6

48𝑔3 𝑦𝑑 6 𝑆𝑟 − 1 3 cos𝜃 − sin𝜃 3
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※２ 「港湾の施設の技術上の基準・同解説（日本港湾協会，

平成 19年 7月）」の滑動，転倒照査式 

 

○堤体の滑動照査式       

 
ddd HaUBdd PPPWf   

f：壁体底面と基礎との摩擦係数 

W：堤体の重量（kN／m） 

PB：浮力（kN／m） 

PU：津波の揚圧力（kN／m） 

PH：津波の水平波力（kN／m） 

γa：構造解析係数 

○堤体の転倒照査式 

ddd HaUBd PaPaPaWa 4321   

W：堤体の重量（kN／m） 

PB：浮力（kN／m） 

PU：津波の揚圧力（kN／m） 

PH：津波の水平波力（kN／m） 

a1～a4 ：各作用のアーム長（m） 

γa：構造解析係数 

※３「防波堤の耐津波設計ガイドライン（国土交通省，平成

27年 12月）」の津波波力算定式 

1

01 0.3

0.3

pp

gap

a

u

I

I











 

η* ：静水面上の波圧作用高さ（m） 

aI ：入射津波の静水面上の高さ（振幅）（m） 

ρ0g ：海水の単位体積重量(kN／m3) 

p1 ：静水面における波圧強度（kN／m2） 

pu ：直立壁前面下端における揚圧力（kN／m2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

漂流化について記載し

ている。 
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(2) 傾斜堤の津波時安定性 

1) 基準津波襲来時（1波目）での限界流速 

イスバッシュ式を適用する防波堤マウンドの被覆材

等の種類とその重量及び算定した限界流速について第

7 表に示す。なお，基準津波襲来時においては，マウ

ンド被覆材が露出した状態としてイスバッシュ係数

は，0.86 とする。 

 

第 7表 被覆材等の安定性に係る限界流速（1） 

 

 

2) 基準津波襲来後（2波目以降）の限界流速 

イスバッシュ式を適用する防波堤マウンドの被覆材

等の種類とその重量及び算定した限界流速について第

8表に示す。なお，基準津波襲来後の状態においては，

海底表層の液状化による緩い状態の地盤面に落下し埋

もれることから，イスバッシュ係数は，1.20 とする。 

 

第 8表 被覆材等の安定性に係る限界流速（2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

漂流化について記載し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部位  規格  
限界流速  

(ｲｽﾊﾞｯｼｭ式より算定 ) 

ケーソン  5,000t／基（防波堤堤頭部）  16.3m／ s 

上部工  600t／基（傾斜堤部）  12.0m／ s 

被覆ブロック  

32t 根固め方塊ブロック  7.2m／ s 

30t 被覆ブロック  5.5m／ s 

8t ガンマエル  2.5m／ s 

5t ガンマエル  2.3m／ s 

2t ガンマエル  2.0m／ s 

消波ブロック  
16t テトラポット  2.8m／ s 

25t テトラポット  3.7m／ s 

石類  

基礎割石 100kg／個以下  1.1m／ s 

基礎栗石 1000kg／個  1.9m／ s 

被覆石 500～ 1000kg／個  1.7m／ s 

グラベルマット等 100～ 500kg／個  1.3m／ s 
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3) 敷地前面海域の流速 

基準津波に対して，防波堤がある場合とない場合及

び耐震評価結果から保守的に防波堤を 1ｍ沈下させた

場合の 3つのケースで津波シミュレーションを実施し

流速を確認した。その結果，防波堤範囲における最大

流速は，防波堤がある場合の約 7.0m／sであることか

ら，基準津波襲来時（1波目）においては，30t被覆ブ

ロック以下の重量の被覆材については，安定性が確保

されずに漂流物化する。一方，基準津波襲来後（2波

目以降）においては，海底表層の液状化による緩い状

態の地盤面に落下し埋もれることから，限界流速が増

加するため，2t被覆ブロック以下の重量のマウンドの

被覆材については，安定性が確保されずに漂流物化す

るものと考える。 

敷地前面海域における最大流速分布図を第 28図～

第 30図，漂流物化の可能性があるマウンドの被覆材に

ついて第 9表及び第 31図に示す。 

 

 

第 28図 前面海域における最大流速分布図（防波堤あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

漂流化について記載し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部位  規格  
限界流速  

(ｲｽﾊﾞｯｼｭ式より算定 ) 

ケーソン  5,000t／基（防波堤堤頭部）  22.7m／ s 

上部工  600t／基（傾斜堤部）  16.8m／ s 

被覆ブロック  

32t 根固め方塊ブロック  10.1m／ s 

30t 被覆ブロック  10.0m／ s 

8t ガンマエル  8.0m／ s 

5t ガンマエル  7.4m／ s 

2t ガンマエル  6.4m／ s 

消波ブロック  
16t テトラポット  8.9m／ s 

25t テトラポット  9.6m／ s 

石類  

基礎割石 100kg／個以下  3.6m／ s 

基礎栗石 1000kg／個  6.2m／ s 

被覆石 500～ 1000kg／個  5.5m／ s 

グラベルマット等 100～ 500kg／個  4.1m／ s 
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第 29図 前面海域における最大流速分布図（防波堤なし） 

 

 

第 30図 前面海域における最大流速分布図（防波堤 1m沈下） 

 

第 9表 漂流物化の可能性があるマウンドの被覆材 

 

 

 

第 31図 漂流物化の可能性がある範囲図 

（二次元有効応力解析断面） 

 

(3) ケーソン堤の津波時安定性 

ケーソン堤における基準津波時の津波波力を「防波堤の耐

津波設計ガイドライン（国土交通省，平成 27年 12月）」の式

※3を用いて算定し，「港湾の施設の技術上の基準・同解説（日

本港湾協会，平成 19 年 7 月）」※2に準じて，ケーソン堤の滑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

漂流化について記載し

ている。 
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5.1  敷 地 前 面 海 域 最 大 流 速 ( m / s )  

取 水 口 施 設 付 近 最 大 流 速 ( m / s )  

 

部位  規格  

被覆ブロック  2t ガンマエル（北，南側防波堤等の一部範囲）  

石類  

基礎割石 100kg／個以下  

基礎栗石 1000kg／個  

被覆石 500～ 1000kg／個  

グラベルマット等 100～ 500kg／個  

 

 

 

 

 

 

＜港内側＞ ＜構外側＞

H.W.L T.P.+0.61m
L.W.L T.P.-0.81m

捨石 消波ブロック

被覆
ブロック

被覆石

上部工

被覆
ブロック

グラベルマット

T.P.+4.61m

T.P.-8.69m

＜ 港 外 側 ＞  
＜ 港 外 側 ＞  

漂 流 物 化 の 可 能 性 が

あ る 被 覆 材  

8ｔ  8ｔ  
25ｔ  
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動，転倒照査を行った。 

ケーソン堤位置の最大津波高さは，南防波堤で T.P.＋13m

程度であり，滑動，転倒照査の結果，安定性は確保されない

結果となった。ケーソン堤照査図を第 32図に示す。 

 

 

第 32図 ケーソン堤照査図 

また，イスバッシュ式による安定性の評価は，第７表，第

８表に示す通り，限界流速が最大流速を上回ることから，ケ

ーソンは漂流物化しないものと判断される。 

 

※2：添付 18－32ページで示した式。 

※3：添付 18－33ページで示した式。 

 

(4) 防波堤漂流物の重要施設への到達の可能性評価 

1) 傾斜堤 

傾斜堤においては，基準津波襲来後（2 波目以降）

に，海底表層の液状化による緩い状態の地盤面に落下

し埋もれることから，限界流速が増加するため，2t被

覆ブロック以下の重量のマウンドの被覆材について

は，安定性が確保されずに漂流物化するものと考える。

しかし，取水施設付近での最大流速は概ね 4m／s 程度

であり限界流速を下回ることから，マウンドの被覆材

が漂流物化したとしても，これらの施設へ到達する可

能性は低いと考えられるが，保守的に漂流物化する可

能性があるものとして取り扱う。 

2) ケーソン堤 

海域の沖合に 4 函設置されているケーソン堤は，取

水施設から直線距離にして 350m～550m 程度の離隔距

離がある。ケーソン堤に関する既往の津波被災事例※4

を調査した結果，津波による強い流れによって防波堤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

漂流化について記載し
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のマウンドが大きく洗掘・流出し，かつ津波による強

い水平力が原因でケーソン堤が転倒し,場合によって

は回転しながらの移動が推定されるとされている。ま

た，津波によるケーソン堤の移動距離は，最大 150m程

度の事例（東北地方太平洋沖地震，田老漁港，1,000t

級ケーソン）が報告されている。 

東海第二発電所のケーソン堤は，5,000t級の重量構

造物であり，取水施設まで十分な離隔距離があること

及びイスバッシュ式による評価では限界流速が最大津

波流速を上回っているため，漂流物として取水施設ま

での到達を考慮しない。第 33 図に取水設備からの離隔

距離図を示す。 

 

第 33図 取水設備からの離隔距離図 

※４ 水産総合研究センター 震災復興に向けた活動報告集１，

平成 24 年 3 月，東日本大震災による漁港施設の地震・津

波被害に関する調査報告（第１報），独立行政法人 水産総

合研究センター 

 

3) 物揚岸壁 

物揚岸壁は，耐震性を確保する対策工及び岸壁背後

地の洗掘防止対策工を実施することから，物揚岸壁構

造部材並びに背後地の土砂の漂流物化はないものと考

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  入力津波が荷揚場に及ぼす影響としては，荷揚場の漂流物化

が考えられる。 

  荷揚場は，前述のとおり，基準地震動Ｓｓ後でも，ほぼ当初

の位置及び高さを確保しており，荷揚場背後地はコンクリート

舗装等の洗掘防止対策工を実施することから，荷揚場構造部材

並びに背後地の土砂の漂流物化はないものと考える。 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

漂流化について記載し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

漂流化について記載し

ている。 
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(5) 取水施設における取水機能の成立性 

1) 取水口 

取水口周りの概念図を第 34 図に示す。 

取水口の吞口は 8口あり，幅 42.8m，高さ 10.35m（1

口当たりの内部寸法は幅 4.1m，高さ 8.35m）である。

また，呑口下端高さは T.P.－6.04m，呑口前面海底面

高さは T.P.－6.89mであり，取水口前面（カーテンウ

ォール外側）には，天端高さ T.P.－4.9mの貯留堰を設

置する。 

仮にマウンドの被覆材が漂流物化し，取水口周りに

到達したとしても貯留堰やカーテンウォールの鋼管杭

等の存在，吞口前面海底面高さ（T.P.－6.89m）と吞口

下端高さ（T.P.－6.04m）に約 85cmの段差があること

から，漂流物が取水口前面又は固定バースクリーンへ

到達し難いことは明らかであるが，保守的にマウンド

の被覆材が漂流物化し，取水口前面に堆積した場合の

取水機能を検討する。 

マウンドの被覆材が貯留堰から固定式バースクリー

ンまで堆積したと仮定し，マウンドの被覆材（100kg

／個の捨石程度）の透水係数を 102cm／s※5として算出

される通水量は約 14m3／s※6となる。ここで，マウンド

の被覆材の石材は砂利より間隙が大きく，透水性は高

いと考えられるが，保守側に砂利相当の透水係数を用

いた。 

また，非常用ポンプ 7台の必要取水量は，1.2m3／s※7

であり，被覆材の堆積を仮定した場合の通水量が上回

ることから，取水機能が失われることはない。 

 

第 34図 取水口周りの概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

漂流化について記載し

ている。 
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※5 マウンドの被覆材の透水係数： 

   「水理公式集（土木学会） P375 表 1.1」より 

 

 

 

※6 捨石の堆積箇所における通水量： 

「水理公式集（土木学会） P383 表 1.5」より 

 

 

※7 非常用ポンプ必要取水量： 

 

  必要取水量：72.05m3／min＝1.2m3／s 

 

 

2) 貯留堰 

貯留堰は，取水口の前面に設置されており，50tの

漂流物の衝突荷重を考慮した設計としている。仮に最

大重量の漂流物である 2t被覆ブロックが衝突したと

しても，損壊はしない。また，マウンドの被覆材が漂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

漂流化について記載し

ている。 
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＝ 13.7m

3
/s  

※ 左 式 は 水 路 両 面 か ら の 流 入 量 の た め ，算 出 は

1/ 2 倍 と す る 。  

・ 捨 石 の 透 水 係 数 k＝ 1× 1 0 2 cm /s  

・ 静 水 面 ＝ L . W . L .＝ T. P .－ 0 . 8 1m  

※ 常 時 を 想 定 ， 水 位 が 低 い 方 が 保 守 側  

・ 水 路 床 高 ＝ T . P .－ 6. 8 9 m  

・ H＝ ( T . P.－ 0 . 8 1m )－ ( T .P .－ 6. 8 9 m)＝ 6 . 0 8m  

・ h＝ ( T . P.－ 5 . 6 6m )－ ( T .P .－ 6. 8 9 m)＝ 1 . 2 3m  

・ ℓ＝ 3 2 . 8m   

水 路 幅 （ ス ク リ ー ン 室 幅 4 . 1 m×8 箇 所 ）  

・ L＝ 4 2 . 33 m  

流 路 長 （ 貯 留 堰 ～ ス ク リ ー ン の 距 離 ）  

 

・集水暗きょの取水量公式  

 

 

（m3／h） （m3／min）

残留熱除去系海水系ポンプ 886 4 3,544 59.07

非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ 273 2 546 9.10

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ 233 1 233 3.88

4,323 72.05

ポンプ名称 定格流量（m3／h） 運転台数（台）
取水量合計

合計
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流物化し，貯留堰を越えて貯留堰内に流入する可能性

は低いと考えられるものの，保守的に貯留堰内に到達

したものと仮定し，引き波時の貯留機能を検討する。 

被覆材が貯留堰からスクリーンまでの約 40m範囲を

埋めつくしたとしても，スクリーン内部の貯留量が約

517m3（第 36図）であり，引き波時間約 3分間の非常

用ポンプ必要取水量約 220m3（≒72.05m3／min×3min）

を確保することが出来る。 

貯留堰の有効容量平面図を第 35図に，有効容量縦断

面図を第 36図に，貯留堰前面の引き波の継続時間を第

37図に示す。 

 

第 35図 有効容量平面図 

 

 

第 36図 有効容量縦断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

漂流化について記載し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

有 効 容 量 算 定範 囲  

1,008.6m 2 

捨石の堆積を仮定する範囲  

 

 

 

（面積×高さ）－（スロッシングによる溢水量）  

＝（ 1,008.6m 2×0.76m）－ 249m 3  ※ 8  

＝ 517m 3 

有効容量算定範囲  

高さ：0 .76m  

（T.P .－4 .9m）－（T.P .－5 .66m）  
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※8 スロッシングによる溢水量： 

「貯留堰の設置位置及び天端高さの決定の考え方」から引

用 

 

 

第 37図 引き波の継続時間 

 

3) ＳＡ用海水ピット取水塔 

ＳＡ用海水ピット取水塔の平面図を第 38図，断面図

を第 39図に示す。ＳＡ用海水ピット取水塔は，海底面

からＲＣ構造の立坑が 1m程度突出した構造であり，立

坑内には鋼製の通水管を設置している。 

当該取水塔は，50tの漂流物の衝突荷重を考慮した

設計としている。仮に最大重量の漂流物である 2t被覆

ブロックが衝突したとしても，損壊しない。 

水塔上面には，漂流物の流入防止として取水塔の側

壁上部に沿って円周上に約 60cm間隔で設置する幅約

30cm，高さ約 30cmの支柱の上部に約 30cm角の格子状

の鋼材により開口を設けた蓋を設置するため，漂流物

化した防波堤のマウンド被覆材のうち，100kg／個（形

状：立方体 1辺 約 32cm～35cm）のものに対しても，

進入を防止出来る。 

また，立坑内に設置する通水管の取水部は，ピット

底部から約 12m上方に，複数個設置し，その開口は下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象施設の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の
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ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯 留 堰 天 端 高 T . P.－ 4 . 9 m  

最 低 水 位 到 達 時 間 拡 大  

約 3 分  
貯 留 堰 天 端 高 さ T . P .－ 4 .9 m  

評 価 水 位 T . P .－ 5. 6 4 m（ T. P .－ 6 . 0m※ ）  

※ 入 力 津 波 高 さ （ 潮 位 の ば ら つ き を 考 慮 ）  
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向きとすることでピット上部の格子蓋を通過した漂流

物の直接的な侵入及び堆積物の進入を抑止している。 

更に，漂流物化するマウンド被覆材が，ＳＡ用海水

ピット取水塔周辺を覆いつくしたとして，ＳＡ用海水

ピットの取水機能を検討する。 

漂流物化したマウンドの被覆材が，ＳＡ用海水ピッ

ト取水塔を中心に円形に堆積したと仮定し，マウンド

の被覆材（100kg／個の捨石程度）の透水係数を 102cm

／s※5として算出される通水量は約 1.5m3／s※9となる。

ここで，マウンドの被覆材の石材は砂利より間隙が大

きく，透水性は高いと考えられるが，保守側に砂利相

当の透水係数を用いた。また，ＳＡ用海水ピット取水

塔の必要取水量は 0.75m3／s※10であり，マウンドの被覆

材の堆積を仮定した場合の通水量が上回ることから，

取水機能が失われることはない。ＳＡ用海水ピット取

水塔部の漂流物堆積イメージ図を第 40図に示す。 

 

※9 捨石の堆積箇所における通水量： 

「水理公式集（土木学会） P378 表 1.3」より 

・通常井戸の取水量公式 

 

※10 ＳＡ用海水ピット取水塔の必要取水量： 

2,680m3／h＝0.75m3／s 
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・ 漂 流 物 の 透水 係 数 k＝ 1×10 2cm/s ※ 捨 石 の透 水 係数  

・ 原 地 下 水 位＝ T.P.－ 0.81m 

※ 水 位 が L.W.L，漂流物が L.W.L の 高 さ まで堆積した状態を想定  

・ 水 路 床 高 ＝ T.P.－ 2.20m ※ SA 用 海 水ピ ッ ト 取 水塔 の 天 端 高 さ  

・ H＝ （ T.P.－ 0.81m） －（ T.P.－ 2.20m）＝ 1.39m 

・ h 0＝ （ T.P.－ 2.20m） －（ T.P.－ 2.20m） ＝ 0.00m 
・堆積範囲の半径 R＝ 129m 

※ マ ウ ン ド の被 覆 材 が SA 用 海 水 ピ ッ ト取 水 塔 を 中心に 円 形 に 堆 積し た 状 態 を想定  

・ 取 水 口 の 半径 r 0＝ 2.85m（ 防 護 蓋 の 支柱 の 内 側 の半径 ）  
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第 38図 ＳＡ用海水ピット取水塔の平面図 

 

 

第 39図 ＳＡ用海水ピット取水塔の断面図（案） 

 

 

第 40図 ＳＡ用海水ピット取水塔部漂流物堆積イメージ図 
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(6) 津波による防波堤損壊の影響評価のまとめ

基準津波が防波堤に及ぼす影響としては，防波堤のマウン

ドの被覆材の漂流物化が考えられるが，取水施設周辺の流速

が小さいことから取水施設へ到達する可能性は低いものと考

えられる。 

防波堤損壊により漂流物化したマウンドの被覆材が取水施

設に到達したとしても，各取水施設は漂流物の衝突に対して

十分な耐力を確保している。また，仮にマウンドの被覆材が

取水施設の周辺に堆積したとしても，マウンドの被覆材の透

水性能が高いことから，取水施設は取水機能を満足する。し

たがって，防波堤損壊により取水施設が取水機能を失うこと

はないものと判断する。 

漂流物による各取水施設への影響評価結果を以下に示す。 

・取水口において，堆積したマウンド被覆材の通水量約 14m3

／sが，非常用ポンプ 7台の必要取水量 1.2m3／sを上回る

ため，取水口の取水機能を満足する。 

・貯留堰において，貯留堰からスクリーンまでの範囲をマウ

ンド被覆材が埋めつくしたとしても，スクリーン内部の貯

留量約 517m3により，引き波時間約 3分間の非常用ポンプ

必要取水量約 220m3を確保しており，引き波時の取水機能

を満足する。 

・ＳＡ用海水ピット取水塔において，堆積したマウンド被覆

材の通水量約 1.5m3／sが，ＳＡ用海水ピット取水塔の必要

取水量 0.75m3／sを上回るため，ＳＡ用海水ピット取水塔

の取水機能を満足する。なお，ＳＡ用海水ピット取水塔内

に堆積する砂については，定期的な点検を実施し，必要に

応じて排砂することとする。 

5. 地震後の荷揚場の津波による影響評価のまとめ

  以上のことから，荷揚場は基準地震動Ｓｓ並びに入力津波に

対する耐性を有しており，荷揚場の損傷が想定されないことか

ら，取水施設である取水口に波及的影響を及ぼす可能性は低い

ものと判断する。 

・対象施設の相違

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

漂流化について記載し

ている。 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は荷揚場の

影響評価についてまと

めを記載している。 
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